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序章 

 

本学では、21世紀を見据えての教育・研究活動およびその管理運営等のあるべき将来像を検

討することを目的とした「大学・短期大学将来構想専門委員会」を、1984（昭和59）年4月に

設置し、鋭意検討をすすめてきた。本学の教育・研究活動およびその管理運営等の現状を綿密

に検証し、その種々の問題点を明らかにする過程の中で、自己点検・評価の必要性が学内に広

く認識されるようになった。 

そのような認識に基づくとともに、1991（平成 3）年の大学設置基準の改正に合わせ、学則

上に「不断の自己点検・評価を行い、その教育研究活動等の改善・充実に努める」旨の条項を

1992（平成4）年に追加した。この条項を受けて、1993（平成5）年には、「教育・研究活動お

よびその管理運営等にかかる自己点検・評価の実施体制を整え、その結果を大学の充実・改善

に活用し、大学の健全な発展に資する」ことを目的として、「共立女子大学自己評価委員会」を

設置した。また、同委員会の下に、大学自己評価実施委員会および大学院自己評価実施委員会

を置き、それぞれ継続的に活動を行ってきた。 

本委員会の活動結果としての点検・評価報告書は、1995（平成 7）年に短期大学との合同で

行った『共立女子大学・共立女子短期大学の現状と課題（平成7年度自己評価報告書）』を上梓

したのが最初であった。 

2002（平成 14）年においては、『高き夢 つねに忘れず―共立女子大学・大学院自己点検評

価報告書―』を刊行し、この点検・評価報告書をもって第三者評価を取り入れ、大学基準協会

による相互評価の認定を得た。 

その後、共立女子学園将来基本構想委員会の下に置かれた大学・短期大学将来構想専門委員

会において、「21 世紀にむけて、個性輝く大学として健全な発展を続け、公教育の担い手とし

て社会の要請に応えて行くためには、新しい高等教育システムを構築していくことが重要な課

題である」との観点から、2003（平成 15）年 12 月に大学・短期大学将来構想に係る重要改革

案に関する最終報告（「21 世紀における共立女子学園の将来構想について－大学及び短期大学

の多様化と個性化の推進に向けて－」）がなされた。その報告に基づき、①教育組織の再編につ

いて、②教育課程の編成について、③教育方法の改善について、④校舎等の有効利用について、

などの将来構想が示された。 

この将来構想はさらに具体的な検討を進め、翌 2004（平成 16）年 7 月には中間報告が、同

2004（平成 16）年 12 月には最終報告が理事会において承認され、より具体的な基本方針が策

定された。 

実現へ向けての具体的な検討をさらに進め、2006（平成18）年度からの「神田一ツ橋キャン

パスを中心とした集中型教育の実現」と2007（平成19）年度からの「専門教育・組織再編」、

「教養教育の全学共通化と教育課程のくさび型編成」、「教育方法改善への取組み強化」などの

改革を実施した。 

このような一連の改革の後、本学は『新しい教育ステージ』に立ったと考え、教育ソフト面

での新たな局面に向けた充実・改善に活動をシフトすることとなった。その施策として、2008

（平成20）年5月には、理事会において「大学・短期大学将来構想実施状況と今後の課題につ

いて」が報告・承認され、これに基づいた具体的な検討が大学・短期大学将来構想専門委員会
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で行われた。その検討課題は、「教育力の充実に関する取り組み」、「教育の質の保証を達成する

日常的な取り組み」の二本の柱を掲げている。 

本報告書は、以上の本学の改革、充実・改善の活動に関わる記述が中心となり、これらの活

動を点検・評価し、長所を伸長させる方策、また問題点を解決していく方策を明らかにするこ

とで、本学がさらに発展することを目的としている。 

また、大学・短期大学将来構想の方針に基づいて、大学・大学院等の「人材養成目的」を明

確化し、2009（平成21）年4月に学則上の目的を変更した。本報告書では、この「人材養成目

的」を評価の観点の中心に位置付け、点検・評価を実施している。 

その他の学則上の対応としては、学校教育法の改正による文部科学大臣の認証を受けた評価

機関による評価の義務化に対応して、2009（平成 21）年度に、「自らの点検・評価を行い、そ

の結果を公表する」と改訂し、さらに「一定の期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた評価

期間による評価を受ける」ことの条項を付け加え、規程上の整備を行っている。 

本報告書の作成作業に当たっては、前述の自己評価委員会及び自己評価実施委員会の他、事

務局においてもプロジェクト体制を構築し、教職員協同で作業に当たった。また、折しも2008

（平成20）年度には新学長が就任し、その新学長の下に、全学的な点検・評価活動を行ったの

である。 

全教職員の業務は、寄附行為に規定される共立女子学園の目的の達成であり、ここに集約さ

れる。中長期計画に基づいた安定した財務基盤のもと教育・研究活動を行い永続維持を果たし

ていくために、自らの判断と責任において、教育・研究活動を絶えず検証・評価し、よりよい

方向に向けて改善・改革していかなければならない。この観点に基づき、本報告書で点検・評

価された項目を不断の活動として改善を図り、改革を継続していくことは、点検・評価の実質

化、さらには本学の質の保証に繋がると考える。 
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第１章 理念・目的 

 

Ⅰ．大学の理念・目的 

 

【現状説明】 

 

○理念・目的等 

 

共立女子大学の設置者である学校法人共立女子学園の歴史は、1886（明治 19）年に「女子の

社会的地位を高めるためには、専門の職業を身につけ、自活の能力を得させなければならない」

と、宮川保全、鳩山春子ら女子教育の先覚者 34名が、共同で「共立女子職業学校」を創立した

時にさかのぼる。 

本学の建学にあたり書かれた「設立趣意書」には、女子の自立のために技術を身に付けるこ

とがいかに必要であるか、そして実業は決して賤しいものではなく、女子の本分であることを

説いており、建学の精神は、「女性の自立と自活」（女性の社会的地位向上のための、自活の能

力の習得と自立した女性として必要な教養の習得）であったといえる。 

また、この建学の精神から「誠実・勤勉・友愛」の三つの徳目が生まれ育ち、本学の伝統的

精神のよりどころとなっている。 

本学は、本学の社会的役割が少しずつ変化を遂げる中で、この「女性の自立と自活」という

建学の精神を守り、時代の進展と社会の変化の要請に応え、発展をさせてきた。 

2003（平成 15）年3月に学園将来基本構想委員会の下に置かれた大学・短期大学将来構想専

門委員会では、大学の人材養成目的について、「幅広い職業人養成」と「総合的教養教育」に比

重を置きつつ、大学としての多様な機能を発揮していくことを確認し、本学の建学の精神であ

る「女性の自立と自活」とは、「よき生活者」としての素養を基底にした、幅広い教養による精

神的自立と、実学教育による経済的自立のことであるとした。 

また、本学が 21世紀に向けて、個性輝く大学として健全な発展を続け、公教育の担い手とし

て社会の要請に十分に応えて行くために、教育組織の再編、教育課程の編成、教育方法の改善

の三点を柱に検討を進め、これらの諸点の改革は、2007（平成 19）年度までに一定の実現をみ

たところである。 

以上を踏まえて、2008（平成 20）年度には、学園将来基本構想委員会から教育理念等の明確

化に関して以下の資料 1-1のような方針を出している。この方針は 2008（平成 20）年 5月 27

日の評議員会・理事会において承認され、大学・短期大学将来構想専門委員会で、当該方針に

基づき人材養成目的の策定について、検討を進めていった。 
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資料 1-1 人材養成像・教育理念・目的等の明確化の方針 

1．教育力の充実に関する取り組み 

（1）人材養成像・教育理念・目的等の明確化 

これまでの国の答申においては、大学教育（学士課程教育）において育成すべき能

力として、「課題探求能力」を重視すべきことや、幅広い教養を身につけ、高い公共性・

倫理性を保持しつつ、時代の変化に合わせて積極的に社会を支え、あるいは改善して

いく資質を有する「21世紀型市民」の育成・充実を共通の目標として念頭におくべき

ことなどが示されてきた。このことを念頭に置き、「学習成果」重視の観点から、卒業

までに学生がどのような能力を修得することを目指すかを具体的に示し、これを達成

するための教育課程を体系的に編成し、指導方法と成績評価の改善を併せて講じ、社

会に通用する力を確実に身につけさせることが重要である。 

そのためには、大学における「学位授与の方針」を明確に掲げる必要がある。「学位

授与の方針」に関しては、抽象的な人材養成の目的を掲げるに止まるのではなく、「学

習成果」を重視し、卒業までに学生がどのような能力を修得することを目指すかを、

できるだけ具体的に示す必要がある。 

「学士課程教育の構築に向けて」（資料 10）においては、我が国の学士課程教育が

共通して目指すべき学習成果として「学士力」を掲げている。この指針は、分野の専

攻、大学が重点を置く機能を問わず、それぞれの大学、学部・学科において自らの教

育を通じて達成していくべきものとしての位置付けであり、学位授与の方針等の策定

に向けた参考指針である。 

本学においても、これまでの将来構想の中で「建学の精神」を確認し、学部等の設

置に合わせて各学部・学科の設置の趣旨や教育理念を定義してきた。 

今後は、上記のような国の政策の趣旨を踏まえて、現代社会において求められる人

材養成ニーズを把握しつつ、人材養成像・教育理念・目的等について再確認する必要

がある。 

その際には、「学習成果」重視の観点から、「学士力」として掲げられた学習成果を、

本学の理念に即してどのように達成するかを検討するとともに、卒業までに学生がど

のような能力を修得することを目指すかを、大学、短期大学として、また学部・学科、

コースとして明確かつ具体的に示す必要がある。 

 

「大学・短期大学将来構想－教育の質の保証と永続的な発展を目指して－（2008（平成20）

年 5月 27日学園将来構想基本委員会）」より抜粋 

 

こうした検討のもと、2009（平成 21）年4月に、学則上の大学の目的を以下のとおり変更し

た。 
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《共立女子大学の人材養成目的》 

本学は、専門の学芸を教授研究し、学生の主体的な学びを育み、幅広く深い教養および

総合的な判断力を培うとともに、誠実で豊かな人間性を涵養し、社会に広く貢献する自

立した女性を育成することを目的とする。（共立女子大学学則第1条） 

 

新しい目的においては、教育基本法、学校教育法等の法令に定められている大学の目的を踏

まえて、本学の建学の精神に基づき、高等教育機関としての社会的責任を果たすという理念を

具体化したものとなっている。特に「誠実で豊かな人間性を涵養し、社会に広く貢献する自立

した女性を育成する」という部分には、本学の校訓として共有されている「誠実・友愛・勤勉」

を具現化している部分でもある。この校訓には一貫して他者との関係、社会の中で生きていく

こと、また将来の社会の発展に寄与していくことが根底に意識されており、そのために人とし

て持つべき姿勢や態度、陶冶すべき人格の要素が集成されている。これは本学の建学の精神と

もつながり、個性・特色を打ち出せるものである。 

大学の各学部等の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については、共立女子

大学学則第1条の 2で、別に定め公表するとしている。詳細については、Ⅱ．学部の理念・目

的に記述する。 

周知の方法については、学内外のステークホルダーに対して多様な媒体を使用し、本学の建

学の精神、教育理念、人材養成目的について周知を図っている。 

具体的に、学内向けには、広報誌｢共立女子学園報｣「学園だより」にて大学院・大学の人材

養成目的を記載し、全教職員、学生に配布し周知している。 

また新入生に対しては、全学共通の教養教育科目の「基礎ゼミナール」（必修）の中でその周

知徹底を図っている。 

さらに、本学ウェブサイトや受験生向けの広報誌「KYORITSU OFFICIAL GUIDE 2010」、「KYORITSU 

GUIDEBOOK」（2010（平成 22）年度版）に記載することで、本学の学生や教職員のみならず、受

験生、保護者、高校教員等も含んだ幅広いステークホルダーに対する周知を行っている。

「KYORITSU OFFICIAL GUIDE」は、オープンキャンパス等で配布するだけでなく、日頃から入試

事務室に常備し、学校訪問に来校した受験生や教職員に対し自由に閲覧・配布ができるように

している。保護者に対しても、新入生父母懇談会などで配付し、説明を行っている。 

本学は、124年の長きにわたる歴史の中、個性豊かな教育研究活動を積極的に展開している。

今後も、建学の精神をふまえた新しい人材養成目的を達成し、社会に広く貢献できる自立した

人材を育成していく。 
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資料 1-2 理念・目的等を掲載している媒体一覧 

 

・「学園だより」（№34 2009年 6月 22日発行） 

2009（平成 21）年4月に策定・公表した大学院・大学・各学部・学科の人材養成目的につい

て学内教職員に周知 

 

・「共立女子学園報」（第 42号 2009年 7月 11日発行） 

 2009（平成21）年 4月に策定・公表した大学院・大学・各学部・学科の人材養成目的につい

て学生・父母・学内教職員等に周知 

 

・「KYORITSU OFFICIAL GUIDE」（受験生向け大学案内） 

2010（平成 22）年度版において、建学の精神ならびに 2009（平成 21）年 4月に策定・公表

した大学院・大学・各学部・学科の人材養成目的について主として受験生に周知（P.2、P5

～7。 

 

・「KYORITSU GUIDE BOOK」（受験生向け大学案内） 

2010（平成 22）年度版において、建学の精神ならびに 2009（平成 21）年 4月に策定・公表

した大学院・大学・人材養成目的について主として受験生に周知（P.1）。 

 

・「履修ガイド」 

 2009（平成 21）年度版において、建学の精神ならびに教育理念・目的等を掲載（大学版 P.4、

P.7～16、大学院版 P.3、P.6～9）。2009（平成 21）年4月に策定・公表した大学院・大学・

各学部・学科の人材養成目的は、2010（平成 22）年度版から掲載。 

 

・本学ウェブサイト（http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/） 

トップページおよび各学部のページに 2009（平成 21）年4月に策定・公表した大学院・大学・

各学部・学科の人材養成目的を掲載。 

 

○理念・目的等の検証 

 

上記のとおり、共立女子学園将来基本構想委員会において、学園将来の基本構想に関し必要

な事項を審議している。人材養成目的の検討にあたっては、共立女子学園将来基本構想委員会

のもとに、大学・短期大学将来構想専門委員会が置かれ、慎重な審議を重ねてきた。また、状

況に応じて適宜ワーキングチームを編成し精力的な活動を続けるなど、実質的な活動へと繋げ

ていった。 

本学が教育・研究活動を通じて、建学の精神を実現していくための PDCA

（Plan-Do-Check-Action、以下 PDCAという）のマネジメントサイクルを共立女子学園将来基本

構想委員会のもと実質的に機能させた結果、人材養成目的の明確化を達成する事ができた。 
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【点検・評価】 

 

○理念・目的等 

 

2008（平成 20）年度に明確化を図った人材養成目的は、単に大学設置基準の改正への対応す

るためではなく、教育力向上を図るための前提と認識し、関係法令、社会的要請、本学建学の

精神ならびに寄附行為上の目的、これまでの大学・短期大学将来構想、設置の趣旨などをふま

えつつ明確化を図った。このことにより、教育力の向上を図り、教育の質を保証していくため

に、大学として、どのような人材を養成するのかを、学生が身につけることが期待される「学

習成果」を重視する観点から、教育活動の充実を図っていく基盤が整備された。 

学内外への周知について、2008（平成 20）年1月から3月にかけて本学学生を対象に実施し

た「学生生活調査」結果によると、「本学の教育理念や教育目標は、あなたに明確に提示されて

いると思いますか」との設問に対して、「大いに思う」（5.6％）、「まあ思う」（34.7％）、「普通」

（39.7％）、「あまり思わない」（16.1％）、「まったく思わない」（3.3％）という回答結果になっ

ている。「大いに思う」、「まあ思う」、「普通」の合計は80.0％となっている。この調査結果は、

明確化を図る以前の人材養成目的に対するものであるが、この度の人材養成目的の明確化に伴

い、周知方法の更なる有効化を図り、より学生への周知が図れるよう、充実していく。 

 

【改善方策】 

 

○理念・目的等 

 

今後の検討内容として、資料 1-3のような方針のもと、「人材養成目的の具体像」を明らかに

していく。人材養成目的の具体像とは、学則等に定められた人材養成目的を、学生が何をどこ

までできるようになるのか、という学習成果の観点から具体的に説明するものであり、養成す

る人材像ならびに卒業までに身につけるべき知識・能力を、学生が卒業後に社会においてどの

ように活躍することを目指すのかという視点で、学習成果・達成度が理解できるように具体化

していく。策定した「人材養成目的の具体像」をもとに、教育課程の体系性の検証・確保、授

業科目区分の設定理由、科目構成の理由の明確化、シラバスの充実、入学者受け入れ方針の明

確化など、人材養成目的を達成するために、教育の質を保証する体制を次年度に向けて構築し

ていく。 

学内外への周知については、ホームページ、入学案内、履修ガイド等に明記し、周知徹底し

ていく。例えば、「KYORITSU OFFICIAL GUIDE 2010」では、建学の精神や人材養成目的について、

より明確に提示していく事を念頭に構成し、作成された。「基礎ゼミナール」などの授業中でも、

建学の精神をふまえた人材養成目的を達成するために教育課程が編成されている事など、積極

的に説明することで、学生の理解を促進する。 

 

 

 

 



8 

資料 1-3 人材養成目的の明確化の方針 

人材養成目的の具体像 

・学生が何を、どこまでできるようになるかという学習成果の観点から具体的に説明した

ものであり、人材養成目的とともに入学案内や履修要覧等に併記する。 

・学則等に定めた人材養成目的に基づき、養成する人材像ならびに卒業までに身につける

べき知識・能力を、学生が卒業後に社会においてどのように活躍することを目指すかと

いう視点で、学習成果・達成度が理解できるように、具体的に明らかにする 

（策定方法) 

・学問分野や専攻領域の特性を勘案しつつ以下の「学士力」の4つの観点から明らかにす

る 

①知識・理解 

②汎用的技能 

③態度・志向性 

④統合的な学習経験と創造的思考力 

（2008（平成 20）年9月 3日 大学･短期大学将来構想専門委員会） 
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Ⅱ．学部の理念・目的 

 

１．家政学部 

 

【現状説明】 

 

○理念・目的等 

 

（1）家政学部 

 

家政学部は、1949（昭和24）年の新制共立女子大学のスタートと共に設置され、2009（平成

21）年度で 60周年を迎える。 

家政学部では、2009（平成 21）年 3月に、本学の建学の精神及び共立女子大学の人材養成目

的に基づき、以下のとおり家政学部の「人材養成目的」を明確化し、公表した。 

 

《家政学部の人材養成目的》 

「幅広く深い教養および総合的な判断力を基盤として、生活者の視点から人間生活について

広く追究し、現代社会において、人々の生活の福祉に貢献する自立した女性を育成する」 

 

「日本家政学会」によると、家政学を「家庭生活を中心とした人間生活における人間と環境

との相互作用について、人的・物的両面から自然・社会・人文の諸科学を基盤として研究し、

生活の向上とともに人類の福祉に貢献する実践的総合科学である」と規定している。その文言

から、家政学の目的は「生活の向上とともに人類の福祉に貢献する」ことにあると言える。ま

た、家政学の対象として特徴的な事柄は、広く人間生活に視座を置きながら、同時に家庭生活

を観ていくところにあり、そこに家政学の独自性がある。その上で、家政学は広く生活の諸相

における人間と人的・物的環境との相互作用に焦点を当てて追究する対象学であり、自然・社

会・人文科学のあらゆる方法を用いることを特徴とする総合科学である。家政学は実践科学で

もあるが、これは実践することが目的ではなく、実践のための技術や手法、法則の解明、理論

などの開発を主題とする学問であるととらえている。 

家政学部の人材養成の目的は、家政学の理念に沿った自立した有為な女性を育成することに

あるが、地域社会、学校環境、行政領域さらに専門領域において他人を指導できる人材の育成

までを目的とするものである。このため家政学部には、被服学科（1949（昭和 24）年設置）、

食物栄養学科（1949（昭和24）年生活学科として設置、1968（昭和43）年食物学科、2000（平

成 12）年に食物栄養学科に改称）、建築・デザイン学科（1968（昭和 43）年生活美術学科とし

て設置、2007（平成19）年改編設置）及び児童学科（2007（平成 19）年設置）の4学科を設け、

各学科はそれぞれの教育目標に従って人材の養成を行っている。 

また、家政学部では、各学科独自の資格取得を教育目標にあげており、被服学科における衣

料管理士（テキスタイル・アドバイザー）一級の資格、食物栄養学科食物学専攻におけるフー

ドスペシャリスト認定資格、中学校・高等学校教諭一種（家庭）免許、学芸員並びに学校図書

館司書教諭の資格、管理栄養士専攻においては卒業時の栄養士免許取得および管理栄養国家試
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験受験資格取得、栄養教諭一種、建築・デザイン学科、建築コースの建築士（一級、二級）受

験資格、児童学科の幼稚園教諭一種および保育士、認定心理士資格取得制度を導入し、専門領

域において指導ができる人材を養成している。 

2009（平成21）年度は、児童学科は新設 3年目、建築・デザイン学科は生活美術学科からの

改編 3年目にあたり、来年度の完成年度にそなえて教育体制を確立する時期に当たる。家政学

部の各学科の教育内容は高度に専門分化しているが、共通の理念に基づき教育をすすめている。 

家政学部の教育理念・人材養成目的の周知の方法については、各学科の理念・人材養成目的

を含め、1年次の「基礎ゼミール」の中で、授業内容に組み込み、周知・徹底を行っている。「共

立女子学園報」「学園だより」には、全学ならびに学部等の人材養成目的が掲載され、「共立女

子学園報」は学生・父母・学内教職員に、「学園だより」は学内教職員に配付し、周知している。

学外（受験生、保護者、高校教員等）に向けての周知方法としては、本学ウェブサイトや高校

生向けの「KYORITSU OFFICIAL GUIDE 2010」にて周知されている。オープンキャンパスにおい

ては、これらの冊子を配布し、学外への周知を図っている。学生の父母に対しては、新入生父

母懇談会の席で、資料を配布し、説明を行っている。 

 

（2）被服学科 

 

被服学科の設立は、1949（昭和 24）年の家政学部設置と同時であるが、その教育理念は 1886

（明治 19）年に設置された、共立女子職業学校の理念にまで辿ることができる。東京府知事に

提出された共立女子職業学校設置願に「女子に対応する諸職業を授け広く世の婦女子に実業を

得しめんとするに在り…」とある。以来、124 年の長きにわたり、学生・教職員が常にこの建

学の精神を勉学の規範としてきたことが、本学科の発展の礎となっている。 

被服学科では、家政学部の人材養成目的に基づき、以下のとおり被服学科の「人材養成目的」

を明確化し、公表した。 

 

《被服学科の人材養成目的》 

「被服学を理論と実践の両面から学ぶことにより、高い専門性を有すると共に、伝統に培わ

れた教育理念を踏まえながら知性と情操を備え、新しい時代の流れに即応して広く社会的に活

動できる女性を育成する」 

 

被服学科の教育目標は、被服の材料、造形、管理、衛生・環境、行動、デザインの知識や技

術を習得することにとどまるものではなく、文化遺産としての染織品の保存修復や、流行に左

右されるアパレルビジネスを科学的にアプローチするシステムサイエンスにもとづく知識や技

術を習得することにある。また、これに関わる歴史や生活文化的視点も取り入れながら研究・

教育するために、理系と文系の考え方を融合させながら、幅広い視野に立って新しい時代に対

応できる人間性豊かで、専門性と創造性を持った有為な女性を育成することを目指している。 

 これらのことを具体化するため、アパレル情報コース、染織文化財コース、造形デザインコ

ースの 3コースを設け、アパレル・ファッションを科学的にとらえ、経営企画に携わることが

できる知識・技能を身につけること、人類共通の文化財とも言えるテキスタイルを利用し、染

織文化史や被服管理学、染色加工学などを深く学ぶこと、衣服の造形・デザイン、アクセサリ
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ーやインテリアのデザインまで幅広く、造形デザインが必要な知識・技術を学ぶことなどを通

して自立した有為な女性を育成することを目的としている。 

 

（3）食物栄養学科 

 

本学科は、1949（昭和 24）年 4月に、新制共立女子大学家政学部生活学科としてスタートし、

その後の 1966（昭和 41）年 4月に食物学専攻と管理栄養士専攻の 2専攻となった。続く 1968

（昭和 43）年 1月に生活学科を食物学科に改称したのち 2000（平成 12）年 4月に学科名称を

食物栄養学科に改称して食物学専攻並びに管理栄養士専攻を擁する家政学部食物栄養学科とし

て組織を充実してきた。 

食物栄養学科では、管理栄養士専攻においては管理栄養士養成施設指定基準を遵守したうえ

で、食物学専攻・管理栄養士専攻ともに家政学部の人材養成目的に基づき、以下のとおり食物

栄養学科の「人材養成目的」を明確化し、公表した。 

 

《食物栄養学科の人材養成目的》 

「本学科で学ぶ全ての学生に対して社会に通用する広い教養を十分に涵養せしめたうえで、

現代の多様な食生活の中にあっても多くの人がより一層の健康な社会生活が営めることをめざ

し、食の安全性はもとより、栄養の素材としての食物、並びに食物と健康・疾病に関する幅広

い知識とその実践的能力を身につけた女性を育成する」 

 

食物栄養学科では、人材養成目的を具体化するため、食物学専攻並びに管理栄養士専攻を設

け教育を行っている。 

 

《食物栄養学科食物学専攻の人材養成目的》 

「本専攻で学ぶ全ての学生に対して社会に通用する広い教養を充分に涵養せしめた上で、現

代の多様な食生活の中にあっても多くの人々がより一層の健康な社会生活が営めることを目指

し、食の安全性はもとより、栄養の素材としての食物、並びに食物と健康に関する幅広い知識

とその実践的能力を身につけた女性を育成する」 

 

本専攻では、調理学、食品学、栄養学などの自然科学分野の学科目を設けており、講義と実

験・実習を通して食物に関する専門的知識と技術を習得することを目的としている。また、食

文化や食料経済などの社会科学分野の学科目も用意されており、自然科学に片寄らない、総合

的な食物の科学を習得できる。これらの結果を総合して、社会での食に関する指導者として、

また家庭での健康管理者として活躍できる人材の育成が可能となり家政学部並びに食物栄養学

科の理念・目的を具現化するものである。 

 

《管理栄養士専攻の人材養成目的》 

管理栄養士養成施設指定規定を遵守したうえで、「ライフサイクルに応じた栄養指導や病者の

食事療法を中心とする栄養指導能力を培い、健康づくりの専門職として医療機関、社会福祉施

設、学校教育現場などさまざまな場で活躍できる幅広い知識とその実践的能力を身につけた女
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性を育成する」 

 

本専攻では、この目的に基づき、毎日の食生活と健康が極めて密接な関係にあることを常に

念頭に置き、基礎医学、臨床栄養学、公衆栄養学や食品加工学、調理学実習など理論と実践の

両面で高度な知識と技術を身につけ、食生活指導や食教育、学校、介護・医療などの分野での

給食経営管理、食事管理や栄養指導・教育を実践することのできる人間性豊かで専門性と創造

性を持った有為な女性専門家を育成する。 

 

（4）建築・デザイン学科 

 

2007（平成19）年度に開設した建築・デザイン学科は、生活美術学科における教育課程・教

員組織・施設設備を基に計画されたものである。それは生活美術学科で 2000（平成 12）年度よ

り設置した建築専攻、美術専攻の 2つの領域を基底としつつ、必要な整理と充実を行うことで

あり、特に美術の領域においては、家政学部の中の学科としての整合性の観点と、同じ純粋美

術のコースを持つ文芸学部との全学的観点に立って、絵画と彫刻の領域を、学部を超えて整理

統合するものであった。一方、生活に密着したデザインという家政学部になじむ実用的な領域

を機軸に専門教育を再構成することにした。教育組織としては、これらの領域を有機的に連関

させて教育・研究することの必要性から、専攻は設けずに、「建築･デザイン学科」の 1学科構

成とした。 

建築・デザイン学科では、家政学部の人材養成目的に基づき、以下のとおり建築・デザイン

学科の「人材養成目的」を明確化し、公表した。 

 

《建築・デザイン学科の人材養成目的》 

「人が生きていくために必要な生活の場を構成している『空間』や『モノ』などを総合的に

とらえ、学び、安全・安心・快適な生活を実現するために『建築』と『デザイン』から提案で

きる専門的知識・実践力を身につけた女性を育成する」 

 

さらに、建築・デザイン学科では、具体的な目的として以下の6点を掲げている。 

 

①自分の生き方を正しく構築し、実践していくよき生活者の育成 

②「生活者」の立場から「空間」と「モノ」を考えるために、技術と美的センスとを兼ね備

えた人材の育成 

③生活の場を建築の分野で設計・施工・管理する人材の育成 

④生活の場をインテリアデザインの分野で設計・施工・管理する人材の育成 

⑤プロダクトデザインの分野やインテリアプロダクトの分野で設計・製作する人材の育   

成 

⑥グラフィックデザインの分野でディレクション・制作できる人材の育成 
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人材養成目的に沿う教育理念は以下の4点である。 

 

①人が生きていくために必要な生活の場を構成している「空間」や「モノ」を対象として、

そのことの「あり方」を生活者の立場からから問い直し、「かた」から「かたち」までを

提案、実践できる人間を育てる。 

②日々の生活の場で「建てること」、「住まうこと」、「考えること」、「創ること」ができる人

間を育てる。 

③断片的な知識や技術の習得だけではなく、総体を総体として捉え、観て、触れて、聴いて、

感じ取り、思い、コミュニケートし、考え、決断し、造り、行動できる人間を育てる。 

④学問が専門化し、より細分化が進む現在において、生活の場を構成するものを総合的に捉

え、学び、あるべき姿を「建築」と「デザイン」から提案できる人間を育てる。 

 

（5）児童学科 

 

 2007（平成 19）年度に児童学科が新設されたが、本学における児童学関連の教育実績は、本

学の前身である共立女子専門学校が1928（昭和 3）年に設立され、1944（昭和19）年に組織変

更にともない育児科ができ、「小児保健」「母性保健」「保育」などの学科目が設置され、教育を

行っていたことに遡る。この育児科は、1947（昭和 22）年に、当時の学生の入学状況などから、

学生募集を停止した。その後、1949（昭和 24）年には、共立女子大学家政学部が設置された時

に再び、「家族関係学」「児童心理学」「児童文化論」「保育学」「社会福祉論」「人間学」などの

児童学関連の科目が配置された。これらの科目を学ぶことで、学部専門教育として共通的に生

涯人間発達の観点から児童を捉えることを目指してきた。 

そして、近年、日本が少子高齢社会を迎え、家庭や地域社会の教育力の低下、児童を取り巻

く環境の変化する中、幼児教育・保育の充実を求める社会的要請の高まりを受け、本学におい

ては、それまでの家政学部における児童学関連の教育実績を踏まえ、2007（平成19）年度に児

童学科が開設された。それと同時に幼稚園教諭一種免許状の課程認定および保育士資格の指定

養成施設の認可を受け、今日に至っている。 

児童学科では、家政学部の人材養成目的に基づき、以下のとおり児童学科の「人材養成目的」

を明確化し、公表した。 

 

《児童学科の人材養成目的》 

「関係的存在である児童について、主として乳幼児期・児童期を通して児童の健全な発達およ

び自立支援、さらに児童をとりまく人的、物的環境への働きかけのために必要な専門的知識・

実践力を身につけた女性を育成する」 

 

さらに、次に示す教育目標を掲げている。 

第1の教育目標は、生涯人間発達、生活環境の連続性を踏まえた児童理解および教育・保育

に関する技能を備えた人材を育成することである。中央教育審議会答申「子どもを取り巻く環

境の変化を踏まえた今後の幼児教育の在り方について」（2005（平成 17）年 1月 28 日）では、

今後の幼児教育の在り方について、「家庭・地域社会・幼稚園等の三者による総合的な幼児教育
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の推進」および「幼児の生活の連続性および発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育の充実」

の二つの方向性を掲げている。児童を、生涯人間発達や生活環境の連続性を踏まえて理解する

ことの重要性はますます増しているといえる。さらに、近年、家庭の養育力・教育力の低下が

憂慮され、また、多様な生活背景をもった児童が集団生活を営む場では、児童の集団生活への

適応、緊密な仲間づくりなどの教育・保育的課題が顕在化してきており、高度な専門性を有す

る教育・保育の役割を担いうる人材の育成が緊急な課題とされている。 

第2の教育目標は、特別な支援を必要とする児童への対応や発達支援の方法に関する専門的

素養および技能を身につけた人材の育成を目指す。近年、児童の養育環境の違いに対する配慮、

児童虐待への対応、また、学習障害（LD）、注意欠陥／多動性障害（ADHD）などの軽度発達障害

のある児童への早期対応が一層求められ、児童発達臨床・児童福祉の重要性が高まっており、

個々に応じた発達支援の方法を身につけることが必須である。 

第3の教育目標は、保護者との相談、家族や地域との連携に関する専門的素養および技能を

身につけた人材育成を行うことである。近年、子育て支援や育児不安を抱える保護者への支援、

および家庭と教育・保育機関と地域社会との連携による総合的な教育・保育の推進が強く要請

されており、それらを担いうる専門性を備えることが必須である。 

 これらの教育目標は、今日の幼児教育・保育の実践者として高い専門性が期待される幼稚園

教諭および保育士の養成目標としても整合性を持つものである。これらの教育目標を達成する

ことで、高い専門性を有した幼稚園教諭および保育士の養成が図れると考える。 
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【点検・評価】 

 

○理念・目的等 

 

家政学部の教育は、広い教養を充分に涵養せしめた上で人間が生活空間において衣食住およ

び子育て全般にわたる知識について、国際的視野を取り入れ、学問的根拠にもとづき系統的に

習得し、それを深め、得られた知識を活用して多用な生活を選び、快適で美的な生活環境を築

く知識と知恵を生み出し、さらに健康で社会に貢献しうる自立した有為な女性を育成すること

を目的として行ってきた。この人材養成目的の具現化に向け、また社会情勢の変化に合わせ、

家政学部では、2007（平成19）年度に建築・デザイン学科および児童学科の設置を行ったこと

は、人材養成目的と適合している。 

 被服学科の教育は、戦前の共立女子職業学校・専門学校時代から続き、確かな技術を身につ

け個々の家庭はもとより社会活動においてもその成果を発揮してきた。その具現化の一つは、

教職に従事してその修めたる課業を実地に活用して、人材養成を通して社会の発展に貢献する

ことにあり、現在でも変わらぬものであり、学部学科の人材養成目的に適合している。 

 食物栄養学科は食物学専攻と管理栄養士専攻の2専攻で構成されおり，その理念・目的並び

にその教育目標に沿った専攻ごとの特徴ある教育プログラムを遂行し，食物学専攻においては

食と健康に関する幅広い知識とその実践能力の体得を、また管理栄養士専攻においては管理栄

養士養成施設に課せられた人材養成を行っており、学部学科の人材養成目的に適合している。 

 建築・デザイン学科は、生活そのものが建築やデザインなどに分化されて存在しているので

はなく、それらの総体として存在していることから、建築とデザインが有機的なつながりを持

った一つの学科であり、単なる工学系、美術系という枠を越え、互いに連携しながら人材養成

を行っていることは、学部学科の人材養成目的に適合している。 

児童学科は、家政学部の人材養成目的の「地域社会、学校環境、行政領域さらに専門領域に

おいて他人を指導できる」人材の養成を具現化するために新設された。児童学科では、幼稚園

教諭（1 種）免許状、保育士資格の取得が可能であり、今日の教育・保育の実践者として高い

専門性が期待される幼稚園教諭および保育士の養成が目指されていることから、家政学部で掲

げている人材養成目的と適合している。更に、近年増加している心の病を持つ子どもに対応す

るべく認定心理士の資格も取得できるようにした。 

また、児童学科は新設学科であることから、学生の意識や教育効果を測る試みとして、2007

（平成 19）年度の学科開設当初から年 1回（毎年 7月に実施）、質問紙調査を実施している（資

料 1-4参照）。その結果から示された長所として、「児童学科で学んでいることが理解できてい

る」では、2007（平成19）年度～2009（平成 21）年度の値を見ると、ほぼ 3.0前後の高い値を

示していた。また、「児童学科での学びは将来に役立つと感じている」「児童学科に親しみを感

じている」では、2007（平成 19）年度～2009（平成 21）年度までの値を見ると、ほぼ 3.50前

後の非常に高い値を示した。一方で、「児童学科で学んでいることを人に説明することができる」

では、3学年の経年の比較ができる 2009（平成21）年度の結果を見ると、3年生の平均値が最

も高く、学科の目的や教育内容が学生に浸透してきていることが示唆された。 
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資料1-4 2007（平成19）年度～2009（平成21）年度 児童学科に関する学生の意識について（4点満点） 

2007年度

1年生平均値 1年生平均値 2年生平均値 1年生平均値 2年生平均値 3年生平均値

（SD） （SD） （SD） （SD） （SD） （SD）

3.01 3.1 3.07 3.19 2.86 3.11

(0.47) (0.54) (0.53) (0.45) (0.50) (0.54)

2.69 2.66 2.76 2.79 2.63 2.94

(0.64) (0.65) (0.69) (0.61) (0.56) (0.67)

3.5 3.42 3.47 3.6 3.36 3.37

(0.54) (0.65) (0.59) (0.53) (0.60) (0.69)

3.47 3.36 3.36 3.47 3.34 3.41

(0.59) (0.70) (0.66) (0.60) (0.70) (0.72)

児
童
学
科
全
般

児童学科で学んでいる
ことが理解できている

児童学科で学んでいる
ことを人に説明するこ
とができる

児童学科での学びは将
来役に立つと感じてい
る

児童学科に親しみを感
じている

2008年度 2009年度

 

「四年制大学の新設児童学科における学生の意識に関する検討(1)（2）（3）」より引用・抜粋 

 

学内外への周知について、「学生生活調査」結果によると、「本学の教育理念や教育目標は、

あなたに明確に提示されていると思いますか」との設問に対して、家政学部の学生は「大いに

思う」（5.1％）、「まあ思う」（31.3％）、「普通」（43.6％）、「あまり思わない」（17.4％）、「まっ

たく思わない」（2.6％）という回答結果になっている。「大いに思う」、「まあ思う」、「普通」の

合計は 80.0％となっている。この調査結果は、明確化を図る以前の人材養成目的であるが、2008

（平成 20）年度、家政学部の人材養成目的の明確化を図った事に伴い、周知方法の更なる有効

化をはかり、より学生への周知が図れるよう、充実していく。また、教育の一環を担う非常勤

講師に対しても十分に周知を行う。 

児童学科アンケート調査から示された「児童学科で学んでいることを人に説明することがで

きる」の値は、2007（平成 19）年度の 1年生の平均値が 2.69、2008（平成 20）年度の 1年生

が 2.66、2年生が 2.76と若干低い値を示した（4点満点）。このことは、児童学科だけでなく、

家政学部の教育理念・目的等の学生への周知がまだ十分でないという一つの表れであある。 
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【改善方策】 

 

○理念・目的等 

 

学則等に定められた人材養成目的を具体的に説明する「人材養成目的の具体像」の策定を、

次年度に向けて取り組んでいる。人材養成目的との整合性、人材養成目的の具体像とカリキュ

ラムとの整合性、人材養成目的の具体像そのものの的確性など、学習成果重視の観点で、教育

の質を保証するために、また説明責任を果たすために策定していく。次年度に向けて、現在、

大学・短期大学将来構想委員会のもと、各ワーキングチームが検討している段階だが、検討中

の人材養成目的の具体像（案）は以下資料 1-5のとおりである。 

 

資料 1-5 家政学部の人材養成目的の具体像（案） 

《家政学部の人材養成目的の具体像》 

1）知識・理解 

・家政学の目的、対象、研究方法、歴史、独自性、存在意義について理解

している。 

・家庭生活の内容を経済、人間関係の面から理解している。 

・消費者として合理的な経済活動を行うための、基礎的な知識を有してい

る。 

・人間の成長・発達段階における諸問題についての基礎的な知識を有して

いる。 

・社会生活の基本となる福祉についての基礎的な知識を有している。 

・社会生活の基本となる人間関係についての基礎的な知識を有している。 

・生活に係る現象・事象を理解するために必要な科学的知識を有している。 

・専攻する分野に応じて、被服分野、食物分野、建築・デザイン分野、児

童分野の基礎的・専門的な知識を有している。 

2）汎用的技能 

・外国語2カ国語について基本的な運用能力を有している。 

・生活に係る現象・事象について解析するための実験・実習の技能を持ち、

数量的に分析することができる。 

・情報機器を活用して、情報の検索、分析、判断を行い、適切に活用する

ことができる。 

・修得した知識や情報を活用して、生活に係る事象・現象を論理的に分析

し、表現することができる。 

・生活に係る問題を発見し、適切に解決することができる。 

3）態度・志向性 

・実験・実習を通じて他者と協力して成果を生み出すことができる。 

・生活者、あるいは人間生活を追及する立場として、倫理観を有し、規範

やルールに従った行動ができる。 

・生涯を通じて学習を続け、培った知識や技能を用いて、社会の一員とし
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て、生活の向上や社会の発展に積極的に取り組むことができる。 

4）統合的な学習経験と創造的思考力 

・習得した知識・技能・態度を活用して、課題を発見でき、人々の生活の

向上と福祉に貢献する提言を行うことができる。 

 

《家政学部被服学科の人材養成目的の具体像》 

1）知識・理解 

・被服材料に使用される素材の性質について知識を有し、それらの繊維集

合体としての性質、衣服に加工したときの性質について理解している。 

・人体と被服との関係について知識を有し、人体特性の把握と被服の構成・

制作への展開方法について理解している。 

・デザインについて、その意義、歴史、色彩、着装との関係について知識

を有している。 

・服飾・染織の歴史について知識を有し、人と社会文化との関係を理解し

ている。 

・アパレル製品の品質、生産・流通・消費に関する知識を有している。 

・被服に関わる生活者の消費・購買行動及び心理について、知識を有して

いる。 

・文化財の保存・修復の意味を理解し、染織品の保存・修復の目的や方法

を理解している。 

・被服の保存・管理および染色・加工に関する知識を有し、それらの方法

について理解している。 

2）汎用的技能 

・課題および制作の発表を通して、コミュニケーションおよびプレゼンテ

ーションの能力を身につけている。 

・課題に取組むことを通し、自ら問題を発見し、それを解決する方法を見

出すことができる。 

・生活を取り巻く諸問題、企業と消費者の関連、関連法規について消費者

保護の立場からの知識を身につけている。 

・消費者調査について、調査の方法、データの集計と分析、活用の技能を

有している。 

・アパレルに関わるマーケット情報を収集・整理・分析・予測できる技能

を身につけている。 

・衣服制作に必要な縫製技術（洋裁・和裁）を身につけている。 

・衣生活の中にある問題を解決するためのデザインの方法を身につけてい

る。 

・アパレル製品の企画立案について基本的な技能を身に付けている。 

・被服学を学ぶことを通して、社会生活における諸課題を、自らの視点か

ら体系づけることが出来る。 

・情報リテラシーをデータ解析に適用でき、数量的な取り扱いができる。 
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3）態度・志向性 

・自己への認識を深めつつ、また相手側への理解をする努力からコミュニ

ケーション能力は高められることを理解している。 

・地球温暖化、大気汚染、水質汚濁さらには廃棄物処理などの環境諸問題

を被服学の課題の一つとして捉え、社会的規範を遵守する意思を持って

いる。 

・学内・学外での様々な体験を通して、自らの果たすべき社会的貢献の重

要性を認識している。 

・学びから得た専門性の意義を理解し、社会的規範の重要性を理解してい

る。 

・自ら学びたい分野を見つけ、また将来の進路に合わせて専門分野を集中

的、かつ、体系的に学ぶ姿勢を有している。 

4）統合的な学習経験の創造的思考力 

・衣服造形実習・アパレル CAD・被服デザインなどを系統的に学ぶことを

通して、総合的な創造性能力を涵養するができる。 

・被服による快適性の確保などの多様の検討が必要な問題に、創造的に解

決策を提案できる力を身につけることができる。 

・卒業論文・卒業制作・卒業演習への取り組みを通して、あるいは、課題

レポートの取りまとめなどを通して、創造的思考の重要性を理解し、さ

らに、それを実践することができる。 

・自らの専門分野の知識を活用して、個別課題の解決に当たってのリーダ

ーシップを発揮できる。 

 

《家政学部食物栄養学科の人材養成目的の具体像》 

1）知識・理解 

・食物と栄養に関して、栄養素の基礎的な知識を有し、その存在意義や利

用の方法及び生体内運命などの幅広い知識を有している。 

・食品の成分について基礎的な知識を有し、食品成分の分析、利用、調理

加工のあり方について理解している。 

・人体の構造と機能について基礎的な知識を有している。 

・食物と栄養に関する基礎理論を理解し、実生活や社会において健康の増

進や疾病の予防・治療などへ活用する方法について理解している。 

・食文化や「食」の歴史的位置付け、「食」の安全性、食糧経済、食生活の

変化や流通・消費などの社会における「食」の存在意義、「食」の未来像

などに関する基礎的な知識を有している。 

2）汎用的技能 

・外国語2ヶ国語について基本的な運用能力を有している。 

・食生活の向上・改善や栄養指導をするための、他者とのコミュニケーシ

ョンスキルを有している。 

・基本的な計算能力を有し、食品成分等の分析ができる。 
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・食物の成分等に関するデータを整理・分析し、表及びグラフを作成し、

説明することができる。 

・人間の生活に関する問題を発見し、食物と栄養の観点から、情報を効果

的に収集・分析し、適正に判断、活用し、解決に導くことができる。 

・適切な食品の加工や調理の方法を修得している。 

3）態度・志向性 

・現代社会において、食と健康の専門的リーダーとして、自らを律して果

たすべき役割を主体的に考えるとともに、常に他者の立場に立ち、行動

することができる。 

・卒業後も、一般社会生活等において、「食と健康」の専門的リーダーとし

て、高い責任感・倫理観を持ち、「食と健康」に関する正しい概念を用い

て、適切な判断に基づいて他者と協力しながら提案を行い、人々の生活

の向上と福祉に貢献することができる。 

4）統合的な学習経験と創造的思考力 

・4年間で修得した知識・理論・技術を実践的に活用し、食物・栄養と健

康に関する課題を探求しその課題に対して食と健康の専門的リーダーと

して幅広い視野から総合的な判断を下し、解決に導くことができる。 

 

《家政学部食物栄養学科食物学専攻の人材養成目的の具体像》 

1）知識・理解 

・生物、物理、化学についての基礎的な知識と応用力を有している。 

・生理学・生物化学についての基礎的な知識と応用力を有し生体有機化学

反応の仕組みについて理解している。 

・人体の構造と機能について、基礎的な知識を有している。 

・加工食品の製造に利用される微生物についての基礎的な知識を有してい

る。 

・食品の種類、機能、成分、性状、材料等に関する基礎的な知識を有し、

化学分析や食品分析についての基本的な考え方を理解している。 

・食品の安全性を確保するための方法について、基礎的な知識を有してい

る。 

・人間の健康に関わる諸問題について基礎的な知識を有し、生命の維持、

疾病の予防、心身の健全な発育と健康の保持・増進のための方法につい

て理解している。 

・人間が必要とする栄養成分、生体成分の化学的性質について基礎的な知

識を有し、その働きについて理解している。 

・食品の調理・加工・保蔵について基礎的な知識を有している。 

・食文化について、その歴史、地域性、伝統、諸課題などの基礎的な知識

を有している。 

・食生活の変化、食品の流通・消費についての基礎的な知識を有している。 
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2）汎用的技能 

・外国語2ヶ国語について基本的な運用能力を有している。 

・食と栄養に関する知識・理解を実践し、食生活の向上・改善等の適切な

提案をするための、他者とのコミュニケーションスキルを身につけてい

る。 

・科学計算をする上で必要な指数・対数等の計算ができる。 

・食物の成分等に関するデータを整理・分析し、表及びグラフを作成し説

明することができる。 

・pHの計算などの基本的な化学計算ができる。 

・加工食品の製造に利用される微生物の取扱いについて基礎的な技能を有

している。 

・食品や食材を化学的手法を用いて分析できる技能を有している。 

・食品の調理・加工・保蔵についての基礎的な技能を有している。 

・人間の生活に係わる緒問題を見出し、食と栄養に関する情報を効果的に

収集、分析して適正に判断、活用し、見出した問題を解決することがで

きる。 

3）態度・志向性 

・食物・栄養と健康に関する様々な情報が溢れる現代社会において、自ら

を律して果たすべき役割を主体的に考えるとともに、常に他者の立場に

立ち、行動することができる。 

・企業における食品開発のほか一般社会生活等においても、食物・栄養と

健康に関する提案を、他者と協力して導き出すことができる。また、食

の専門的リーダーとして、他者に働きかけ、食物・栄養と健康に関する

提案を導き出すことができる。 

・企業における食品開発のほか一般社会生活等においても、食の専門的リ

ーダーとして、高い責任感・倫理観を持ち、法令・規則はもとより、道

徳や社会の規範に則って適切な判断を行い、行動することができる。 

・社会の一員として、卒業後も向上心を持ち、生涯にわたり学習を続け、

食物・栄養と健康に関する情報を適正に判断、活用し、人々の食生活の

改善と向上に積極的に寄与することができる。 

4）統合的な学習経験と創造的思考力 

・4年間で修得した知識・理論・技術を実践的に活用し、食物・栄養と健

康に関する課題を探求しその課題に対して食の専門的リーダーとして幅

広い視野から総合的な判断を下し、解決に導くことができる。 

 

《家政学部食物栄養学科管理栄養士専攻の人材養成目的の具体像》 

1）知識・理解 

・生物、物理、化学についての基礎的な知識と応用力を有している。 

・人間や生活についての理解を深めるとともに、社会や環境が人間の健康

をどう規定し左右するかあるいは人間の健康を保持増進するための社会
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や環境はどうあるべきかなど社会や環境の関わりについて理解してい

る。 

・人体の構造や機能を系統的に理解している。 

・主要疾患の成因、病態、診断、治療等を理解している。 

・食品の各種成分を理解している。また、食品の生育・生産から、加工・

調理を経て、人に摂取されるまでの過程についての知識を有し、人体に

対しての栄養面や安全面等への影響や評価について理解している。 

・栄養の基本的概念およびその意義について理解している。 

・健康の保持・増進、疾病の予防・治療における栄養の役割を理解し、エ

ネルギー、栄養素の代謝とその生理的意義を理解している。 

・身体状況や栄養状態に応じた栄養管理の考え方を理解している。 

・妊娠や発育、加齢など人体の構造や機能の変化に伴う栄養状態等の変化

について十分に理解することにより、栄養状態の評価・判定（栄養アセ

スメント）の基本的考え方を修得している。 

・健康増進、疾病予防に寄与する栄養素の機能等を理解し、健康への影響

に関するリスク管理の基本的考え方や方法について理解している。 

・対象に応じた栄養教育プログラムの作成・実施・評価を総合的にマネジ

メントできるよう健康や生活の質（ＱＯＬ）の向上につながる主体的な

実践力形成の支援に必要な健康・栄養教育の理論を修得している。 

・身体的、精神的、社会的状況等ライフステージ、ライフスタイルに応じ

た栄養教育のあり方について理解している。 

・傷病者の病態や栄養状態の特徴に基づいて、適切な栄養管理（栄養マネ

ジメント）を行うために栄養ケアプランの作成、実施、評価に関する総

合的なマネジメントの考え方を理解し、具体的な栄養状態の評価・判定

（栄養アセスメント）、栄養補給、栄養教育、食品と医薬品の相互作用に

ついて理解している。 

・医療・介護制度やチーム医療における役割について理解している。 

・保健・医療・福祉・介護システムの中で、栄養上のハイリスク集団の特

定とともにあらゆる健康・栄養状態の者に対し適切な栄養関連サービス

を提供するプログラムの作成・実施・評価の総合的なマネジメントに必

要な理論と方法を理解している。 

・各種サービスやプログラムの調整、人的資源など社会的資源の活用、栄

養情報の管理、コミュニケーションの管理などの仕組みについて理解す

る。 

・給食運営や関連の資源（食品流通や食品開発の状況、給食に関わる組織

や経費等）についての基礎的な知識を有している。 

・マーケティングの原理や応用を理解するとともに、組織管理などのマネ

ジメントの基本的な考え方について理解している。 

2）汎用的技能 

・外国語2ヶ国語について基本的な運用能力を有している。 
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・適切な栄養指導をするための、他者とのコミュニケーションスキルを有

している。 

・科学計算をする上で必要な指数・対数の計算ができる。 

・食品成分等に関するデータを整理・分析し、表及びグラフを作成し説明

することができる。 

・pHの計算などの化学計算ができる。 

・栄養面、安全面、嗜好面の各特性を高める食品の加工や調理の方法を修

得している。 

・健康・栄養状態、食行動、食環境等に関する情報の収集・分析、それら

を総合的に評価・判定する技能を有している。 

・対象に応じた栄養教育プログラムの作成・実施・評価を総合的にマネジ

メントできるよう健康や生活の質（ＱＯＬ）の向上につながる主体的な

実践力形成の支援に必要な健康・栄養教育の方法を修得している。 

・身体的、精神的、社会的状況等ライフステージ、ライフスタイルに応じ

た栄養教育の方法を修得している。 

・傷病者の病態や栄養状態の特徴に基づいて、適切な栄養マネジメントが

できる実践能力を有している。 

・ライフステージ別、各種疾患別に身体状況（口腔状態を含む）や栄養状

態に応じた具体的な栄養管理方法を修得している。 

・地域や職域等の健康・栄養問題とそれを取り巻く自然、社会、経済、文

化的要因に関する情報を収集・分析し、それらを総合的に評価・判定す

る能力を有している。 

・保健・医療・福祉・介護システムの中で、栄養上のハイリスク集団の特

定とともにあらゆる健康・栄養状態の者に対し適切な栄養関連サービス

を提供するプログラムの作成・実施・評価の総合的なマネジメントがで

きる能力を有している。 

・給食運営や関連の資源（食品流通や食品開発の状況、給食に関わる組織

や経費等）を総合的に判断し、栄養面、安全面、経済面全般のマネジメ

ントを行う能力を有している。 

3）態度・志向性 

・傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導や、健康の保持増進のため

の栄養の指導を行う者としての自覚を持ち、自らを律して果たすべき役

割を理解し、常に他者の立場に立ち、行動することができる。 

・医療チームの一員として、他の医療職と協調しつつ傷病者の食事療法に

寄与することができる。また、臨床栄養や公衆栄養の場でリーダーシッ

プを取り、他の職種の人々と連携してチームを組織し、栄養教育を展開

することができる。 

・傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導や、健康の保持増進のため

の栄養の指導を行う者として、高い責任感・倫理観を持ち、法令・規則

はもとより、道徳や社会の規範に則って適切な判断を行い、行動するこ
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とができる。 

・社会の一員として、卒業後も向上心を持ち、生涯にわたり学習を続け、

情報を適正に判断、活用し、健康社会の発展のために積極的に関与でき

る。 

4）統合的な学習経験と創造的思考力 

・4年間で修得した知識・理論・技術を実践的に活用し、個人及び社会に

とっての健康課題を明確化し、適切に評価し、管理栄養士として幅広い

視野から総合的な判断を下し、解決に導くことができる。 

 

《家政学部建築・デザイン学科の人材養成目的の具体像》 

1）知識・理解 

【学科共通】 

・建築・デザインと人間の住まい・生活の関連性について基礎的な知識を

有している。 

・歴史・文化・環境・社会を学び・考えることで、建築・デザインの役割

について基礎的な知識を有している。 

・設計・制作に必要な構造や材質に関する基礎的な知識を有している。 

・表現方法に関する基礎的な知識を有している。 

・外観や色彩を決めるための基礎的な知識を有している。 

【建築コース】 

・建築・インテリアの設計・施工・管理をする基礎的な知識を有している。 

・歴史・文化・環境・社会との関係から建築物に求められる基礎的な知識

を有している。 

・関連する法規・法令の知識を有している。 

・口頭及び文章による効果的なプレゼンテーション手法に関する基礎的な

知識を有している。 

・建築物における外観や色彩の意味について基礎的な知識を有している。 

【デザインコース】 

・日常生活に必要な製品を設計したり、それらを制作する基礎的な知識を

有している。 

・歴史・文化・環境・社会との関係からデザイン制作に求められる基礎的

な知識を有している。 

・口頭・文章・図・モデルなどによる効果的なプレゼンテーション手法に

関する基礎的な知識を有している。 

・平面や立体に関する造形・構成の基礎的な知識を有している。 

・デザイン制作における外観や色彩の意味について基礎的な知識を有して

いる。 

2）汎用的技能 

【学科共通】 

・自分が意図する空間や形態を他者に伝達することができる。 
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・建築・デザイン演習において、数量的な分析を行い、設計することがで

きる。 

・建築・デザインの設計において必要となる情報機器を活用することがで

きる。 

・修得した情報や知識を論理的に分析し、問題を発見し、解決することが

できる。 

【建築コース】 

・「イマジネーション」を具現化し、建築設計やプレゼンテーションをする

ことができる。 

・「空間」や「もの」について機器などを使い数量化し、比較検討すること

ができる。 

・CADシステムを設計ツールとして使いこなすことができる。 

・建築・インテリアに関する情報や知識を分析し、設計やモデルの製作を

することができる。 

【デザインコース】 

・製品企画や広告宣伝等のデザインに関して、適切なプレゼンテーション

をすることができる。 

・立体や平面の特性を数量的に分析することができる。 

・コンピュータ・グラフィックの基本概念と操作方法を把握し、描きたい

世界を表現することができる。 

・デザインに関する情報や知識を分析し、制作することができる。 

3）態度・志向性 

・建築・デザインに関して深い関心と興味を持ち、目標を設定して努力・

行動することができる。 

・他者と協調・協働して演習や実験を行うことができる。 

・法令を遵守し、倫理を自覚し、責任を持ってものづくりに取り組むこと

ができる。 

・身につけた知識を、生涯を通じて、生活の向上や社会の発展に寄与する

ために活用することができる。 

4）統合的な学習経験と創造的思考力 

・各演習科目で修得した理論および実技演習を通して、計画・設計・制作・

プレゼンテーション・批評・省察という一連の創作・評価・改善の能力

を身につけている。 

・製造過程の段階から、機能や色彩・形状だけではなく、維持・管理や再

利用まで視野に入れて、ものづくりができる。 

・修得した知識や技能を結集させ、環境と調和し福祉に貢献する建築設計

やデザイン制作をすることができる。 

《家政学部児童学科の人材養成目的の具体像》 

1）知識・理解 

・教育・保育の基本的理念、目標、方法を理解し、時代の変化とともに多
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様化する児童の教育・保育のニーズに対応できる知識を有している。 

・生涯人間発達に関する専門的知識をもとに児童の育ちを理解している。 

・児童の生活を、環境、福祉、文化などの領域との相互作用の観点から理

解している。 

・特別な支援を必要とする児童への発達支援に関する知識を有している。 

・保護者との相談、家族や地域との連携に必要な知識を有している。 

2）汎用的技能 

・教育・保育の実践を積み重ねる中で自ら学び、専門的知識を高めること

ができる。 

・教育・保育・福祉制度を理解し、児童をとりまく社会的資源を活用でき

る。 

・主として乳幼児期・児童期の子どもの成長、発達を支援する技能を身に

付けている。 

・児童自らが生活していく力を助ける生活支援の技能を身に付けている。 

3）態度・志向性 

・常に児童の立場に立って自己を振り返り、自らの人間性や専門性の向上

に努めることができる。 

・児童をとりまく家庭・地域の人々との連携を深め関係をむすぶ人間関係

力を身に付けている。 

・児童に関する深い興味・関心をもち、目的を設定し確実に行動する力を

身に付けている。 

・教育・保育などの職務を通して知りえた個人の情報を保護する倫理観を

身に付けている。 

4）統合的な学習経験と創造的思考力 

・児童学基礎演習などの導入教育によって、大学生として必要なプレゼン

テーション能力、コミュニケーション能力を身に付けている。 

・保育インターンシップ、教育・保育実習などの体験的学習を通して、計

画・実践・省察という往還的な検討ができる。 

・総合的学習や卒業研究によって研究的手法を身に付け、口頭あるいは文

章や制作物などによってその成果を表現することができる。 

・キャリア教育によって、自己の将来設計を意識し、社会人・職業人とし

ての自立する力を身に付けている。 

 

また、学内外への周知については、「Ⅰ．大学の理念・目的」に記述した事に加えて、2009

（平成 21）年度は、家政学部創設 60 周年にあたることを契機に、家政学部内で各学科の教員

がお互いに共通の理念の認識をもって、学生の教育、人材養成、教員の採用を行えるよう教授

会を通じて周知を徹底する。また、教授会において自己点検・評価報告書を配付し、有効活用

を図る。 

新入生に対する周知の方法として、1 年次の「基礎ゼミナール」などの講義で理念・目的等

の周知を図るよう、2010（平成 22）年度担当の教員側の意識を高めることを、教授会を通じて
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行う。「履修ガイド」については、理念・目的に関する記述を含め、より学生に理解しやすい改

訂版を 2010（平成22）年度に作成する予定である。在学生に対しては、在学生オリエンテーシ

ョンや専門科目の中で今後も周知徹底を図る。 

非常勤講師に対する学部・学科の理念・目的の周知に関しては、現在定期的に非常勤講師へ

のカリキュラム説明会を行っているが、さらなる周知徹底のあり方を学部教授会、学科会議等

で検討する。 
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２．文芸学部 

 

【現状説明】 

 

○理念・目的等 

 

文芸学部は「文学芸術一般に亘って、高度の教養を施し、特定部門に偏らず綜合的見地に立

って鑑賞・批判・創作力を養うと共に文化的専門職業に必要な技術の理論・演習を重んじ、特

に出版・放送事業等に適する有能な人材を育成することを目的とする」（学部増設認可申請書）

ことを趣旨として 1953（昭和28）年に設置された。初代学部長新関良三は学部創設時の教育理

念を「それぞれの専門分野に研究の対象を置きながらも、研究を特定の分野に限定せず、文学

と芸術の両分野にわたって広範囲な教養を身につけさせる。」（共立女子学園百年史）としてい

る。その後に「文芸学部将来構想」が検討された際にも、何にもまして文芸学部教育の長所た

るべきは「文学と芸術を幅広く教授することで広い知識、広い視野、広い教養を持たせること

であり、専門の枠の中に閉じ込めることではない」と繰り返し確認されている。本学部が「文

学部」でも「芸術学部」でもなく、「文芸学部」であることは、単なる名称を超えて重い意味を

持っている。 

2007（平成 19）年の改組にあたっては、教育理念を「文学及び美術を中心的な学問分野とし

て、現行の文学専攻及び芸術学専攻における実績を発展的に継承し、文学と芸術の両分野にお

ける幅広く深い教養に裏打ちされた自由で自立した人間性とともに、複雑な現代社会において、

文学・芸術等のコンテンツの正常かつ円滑な伝達・受容に係るメディアの重要性がますます増

大していることに鑑み、伝達・受容に係る基礎的な能力を有した人材を育成する」とした。 

文芸学部では、2009（平成 21）年 3月に、本学の建学の精神及び共立女子大学の人材養成目

的に基づき、以下のとおり文芸学部の「人材養成目的」を明確化し、公表した。 

 

《文芸学部の人材養成目的》 

「文学と芸術の世界をさまざまな視点から広く深くとらえることを通じて、文化全般にわた

るひろい視野と教養をそなえた豊かな人間性を養うことであり、また実社会において、自立し

た個人として、他者と協調しつつ、主体的に社会の発展に貢献しうる女性を育成する」 

 

文芸学部は、日本文学・英米文学・フランス文学を中心とする文学と、演劇学・造形芸術学

を中心とする芸術教育を柱として、人類の英知・感性の結晶たる文学・芸術全般についての教

育を行うことにより、鋭い感性と他者への理解・共感を持ち得る人材を育成することを教育目

標にしている。さらにメディアを重視することにより、情報の収集・分析から独自の結論への

到達にいたるまでの過程を反復体験させ、さらには現代におけるメディアの意味について深い

理解を得させることにより、実社会において、単に個人として自立を図るばかりでなく、社会

の発展のために積極的に貢献しうる人材を育成することを教育目標にしている。 

文芸学部の人材養成目的については、「KYORITSU OFFICIAL GUIDE 2010」、「共立女子学園報」、

「学園だより」、本学ウェブサイトにおいて周知を図っている。 
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【点検・評価】 

 

○理念・目的等 

 

 文芸学部の「それぞれの専門分野に研究対象を置きながらも、研究を特定の分野に限定せず、

文学と芸術の両分野にわたって広範囲な教養を身につけさせる。」という設立当初の教育理念は

一貫して変わっていない。そして、その意義は学部内部で十分に認識されている。「KYORITSU 

OFFICIAL GUIDE」等において、学部の理念・目標は明確に示されているので、オープン・キャ

ンパスなどで、受験生は「広く学べる」、「いろいろ学べる」ということを理解した上で質問し

てくる場合が多い。また、2007（平成 19）年度学生生活調査報告書によると、「本学の教育理

念や教育目標について、あなたに明確に提示されていると思いますか」について、文芸学部（260

名）では、「大いに思う」、「まあ思う」を合わせて、45.7％、「普通」まで入れれば 81.9％であ

るから、大学全体の理念・目標についても認識されている。 

文芸学部は文学と芸術を中心とし、さらに「メディアを通して文学・芸術を受容・伝達する

基礎能力を有した人材の養成を目指す」（2008（平成 20）年度事業計画）が、現代社会におけ

るメディアの重要性は増す一方で、その進化・発展があまりに急速であるという理由もあり、

「文芸学部におけるメディア」という概念を一層追究し、学内外に分かり易く周知する必要が

ある。一方、人材養成目的については、社会環境の変化に応じて見直しを行っており、2009（平

成 21）年4月に、新たな「人材養成目的」を明確化し公表したが、養成する人材像ならびに卒

業までに身につけるべき知識・能力を、学生が卒業後に社会においてどのように活躍すること

を目指すのかという視点で、学習成果・達成度が理解できるよう「人材養成目的の具体像」を

明確化して公表していく必要がある。 

 

【改善方策】 

 

学則等に定められた人材養成目的を具体的に説明する「人材養成目的の具体像」の策定を、

次年度に向けて取り組んでいる。人材養成目的との整合性、人材養成目的の具体像とカリキュ

ラムとの整合性、人材養成目的の具体像そのものの的確性など、学習成果重視の観点で、教育

の質を保証するために、また説明責任を果たすために策定していく。次年度に向けて、現在、

大学・短期大学将来構想委員会のもと、各ワーキングチームが検討している段階だが、検討中

の人材養成目的の具体像（案）は以下資料 1-6のとおりである。 

 

資料 1-6 文芸学部の人材養成目的の具体像（案） 

《文芸学部の人材養成目的の具体像》 

1）知識・理解 

文芸学部のすべての学生には以下の知識・理解を有することが求められる。 

・文学・芸術全般に関わる基礎的な知識を持っている。 

・文学・芸術による知的体験に照らして人間や社会を理解することができ

る。 

・外国語2カ国語を学ぶことにより異文化を理解し共感することができる。 
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・様々なメディアに関わる基礎的な知識を持ち、それらを理解することが

できる。 

 

コース毎には、以下の知識･理解を身につけることが必要とされる。 

 

【日本語日本文学コース】 

・日本古典文学と近代文学を流れる要素の共通性と異質性とを理解するこ

とができる。 

・日本語の生成・伝播・変遷についての実証的知識を有している。 

・日本古典文学の原文を理解することができる。 

・日本文学に示された日本人の特質について理解することができる。 

 

【英語英米文学コース】 

・英語の歴史・構造・発音などについて正確な知識を有している。 

・英米の文学および文学の背景となる歴史・文化・社会などについて広範

な知識を有している。 

・英語圏の国々の社会・文化に関する知識を有し、それらを正しく理解す

ることができる。 

・英米の現代世界における立場についての知識を有している。 

 

【フランス語フランス文学コース】 

・(1)フランス語の歴史・構造・発音などについて正確な知識を有している。 

・フランス文学一般について広範な知識を有している。 

・フランス人の洗練された感受性、鋭い批評精神、合理的なものの考え方

を理解している。 

・フランス語圏の国々の社会・文化に関する知識を有し、それらに共感す

ることができる。 

 

【劇芸術コース】 

・演劇などの舞台芸術を中心に、映画、放送（ラジオ、テレビ）を含めた

ドラマに関するジャンルの、本質や歴史についての基礎的な知識を有し

ている。 

・演劇上演に関する実際的な知識を有している。 

・脚本・シナリオの創作に関する知識を有している。 

・現代社会におけるドラマ（舞台、放送など）の果たす機能・役割につい

て理解している。 

 

【造形芸術コース】 

・建築、彫刻、絵画、工芸等の美術作品およびその作者に関する知識を有

している。 



31 

・建築、彫刻、絵画、工芸等の美術作品成立の社会的、文化的背景に関す

る知識を有している。 

・建築、彫刻、絵画、工芸等の美術作品の様式、表現内容、技法に関する

知識を有し、それらの分析方法を理解している。 

・各国の美術史に関する体系的な知識を有している。 

・美術活動並びに美術作品に関する理論を理解している。 

 

【文芸教養コース】 

・文学、芸術に関する基礎的な知識を有している。 

・歴史、社会に関する基礎的な知識を有している。 

・思想、宗教に関する基礎的な知識を有している。 

・文学・芸術を幅広く学ぶことを通して得られる深い人間理解を有してい

る。 

・ジェンダーに関する知識・理解を有している。 

 

【文芸メディアコース】 

・メディアの意味と機能、および文学・芸術とメディアとの関係について、

その文化的背景を含め体系的に理解している。 

・文学・芸術作品の成立から鑑賞者の受容に至るまでに介在する社会的な

仕組みとしてのメディアの歴史と現状を理解し、将来の社会的役割を展

望できる知識を習得している。 

・文学・芸術のみならず、それらを支える社会(法律・経済・倫理等)との

関わりについての基礎知識を有し、コミュニケーションやジャーナリズ

ム、アーカイブなどを広く理解している。 

・伝統的メディア機構に加えて、電気・電子技術を駆使した現代的メディ

ア機構と文学・芸術の創造活動との関わりを理解している。 

 

2）汎用的技能 

文芸学部のすべての学生には以下の技能を有することが求められる。 

・(1)文学･芸術一般について理解し、分析することができる。 

・修得した知識・経験に基づき、人間や社会のあるべき姿を倫理的に考察

することができる。 

・与えられたテーマについて、修得した知識に基づき、論理的に考察し、

独自の結論に到達することができる。 

・自ら選んだテーマについて修得した知識に基づき、論理的に考察し、独

自の結論に到達することができる。 

・日本語で、自己を論理的に表現し、また、他者を正確に理解することが

できる。 

・異文化を理解し、文化の多様性を認め、様々な立場に立って物事を考え

ることができる。 
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・外国語2ヶ国語の基礎的な運用能力を有している。 

・新旧のメディアを使用して情報を収集し、分析することができる。 

・聞き手の立場に立って分かりやすく正確に口頭発表することができる。 

・社会における立案・指導力を有している。 

・文学・芸術の研究の経験を生かして人間関係を調整することができる。 

 

コース毎には、以下の技能を身につけることが必要とされる。 

 

【日本語日本文学コース】 

・日本文学作品を通じて現代社会に有効な知識・表現能力・事態の把握力

などを身に付けている。 

・日本文学を支えている日本語の変遷・伝播を通じて、新しい状況への表

現力を身に付けている。 

・日本文学について、独自の問題意識を持ち、それについて分析・立論す

ることができる。 

・古今の日本語文献を読み解くことができる。 

 

【英語英米文学コース】 

・英語で読み、聞くことによって、正確に情報を理解することができる。 

・英語で書き、話すことによって、正確に情報を伝達することができる。 

・英語で書かれた文学作品を原典で読みこなすことができる。 

・英語学あるいは英語圏の文学について、独自の問題意識を持ち、それに

ついて分析・立論することができる。 

・英米の歴史・社会・文化に関する知識を活用して独自の問題意識を持ち、

それについて分析・立論することができる。 

 

【フランス語フランス文学コース】 

・フランス語で読み、聞くことによって、正確に情報を理解することがで

きる。 

・フランス語で書き、話すことによって正確に情報を伝達することができ

る。 

・フランス語圏の文学の原典を読みこなすことができる。 

・フランス語学あるいはフランス語圏の文学について、独自の問題意識を

持ち、それについて分析・立論することができる。 

 

【劇芸術コース】 

・演劇学について、独自の問題意識を持ち、それについて分析・立論する

ことができる。 

・演劇の上演を評価することができる。 

・脚本・シナリオを創作することができる。 



33 

・演劇上演に関して有益な提言をすることができる。 

 

【造形芸術コース】 

・(1)建築、彫刻、絵画、工芸等の美術作品の形態、表現内容、並びに様式

を言語で正確に記述することができる。 

・外国語を含む各種の文献資料を的確に読解することができる。 

・美術史について独自の問題意識を持ち、それについて分析・立論するこ

とができる。  

・作品を構成する形態、色彩、並びに構成を的確に把握することができる。 

・彫刻、絵画、工芸、CGの基本的な技術を有している。 

 

【文芸教養コース】 

・文学・芸術について明確な問題意識を持ち、それについて分析し、自ら

の言葉で表現することができる。 

・文学・芸術に対して既存の枠組みにとらわれず柔軟にアプローチするこ

とができる。 

・文学・芸術を通して人間の精神性について深く理解することができる。 

・ジェンダーに関しての考え方を社会に伝えることができる。 

 

【文芸メディアコース】 

・さまざまなメディアに対するリテラシーを有している。 

・メディアと社会との関係を整理分類できると同時に、そこに潜在する諸

問題をさまざまな角度から分析・考察することができる。 

・メディアを適切に選択し、創造活動と自己表現ができる。 

・メディアを通じた情報収集と情報発信ができる。 

 

3）態度・志向性 

・豊かな感性を持ち、自らを律しつつ、自他の権利と自由を尊重する対等

で豊かな人間関係を構築することができる。 

・社会における個人の役割、個人に対する社会の役割の理解に基づいた高

度な倫理観を有している。 

・他者への理解・共感を基礎として、社会において指導的な役割を果たし、

望ましい結果へと導くことができる。 

・主体的な学習を通じて得る様々な知識、技能、経験を生かして、自らの

将来と社会との関わりについて考えることができる。 

 

4）統合的な学習経験と創造的思考力 

・統合的な学習経験によって得た知識・経験等を、社会において生かすこ

とができる。 

・文学・芸術の研究を通して創造的思考力を身につけている。 
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・生涯にわたる文芸的経験の基礎作りをすることによって、人間や社会へ

の洞察力を身につけている。 

・高い情報収集処理能力を身につけることにより、総合的な知識に基づい

た複眼的思考をすることができる。 

 

また、学内外への周知については、「Ⅰ．大学の理念・目的」に記述した事に加えて、文芸学

部内で各学科の教員がお互いに共通の理念の認識をもって、学生の教育、人材養成、教員の採

用を行えるよう教授会を通じて周知を徹底する。また、教授会において自己点検・評価報告書

を配付し、有効活用を図る。 

新入生に対する周知の方法として、1 年次の「基礎ゼミナール」などの講義で理念・目的等

の周知を図るよう、2010（平成 22）年度担当の教員側の意識を高めることを、教授会を通じて

行う。在学生に対しては、在学生オリエンテーションや専門科目の中で今後も周知徹底を図る。 

非常勤講師に対する学部・学科の理念・目的の周知に関しては、現在定期的に非常勤講師へ

のカリキュラム説明会を行っているが、さらなる周知徹底のあり方を学部教授会、学科会議等

で検討する。 
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３．国際学部 

 

【現状説明】 

 

○理念・目的等 

 

 国際学部は、2007（平成19）年4月、従来の国際文化学部を改組して発足した、入学定員

250人の学部である。2009（平成21）年度は、1・2・3年次の学生は国際学部、4年次の学生

は国際文化学部の所属で、まだ移行過程にある。 

 国際文化学部は、1990（平成2）年4月、共立女子大学としては3番目の学部として創立さ

れた学部で、日本の国際化が急速に進行したことを背景に、「豊かな国際感覚を身につけ、

相互理解と協調精神の上に立って、積極的な活躍ができる人間を育てること」を教育理念・

目的に掲げ、1年次から4年次まで八王子キャンパスで教育を行うものであった。入学定員

は200人であったが、のち臨時定員増加措置により1999（平成11）年度まで250名であった。

以降は毎年5人ずつ減り、2004（平成16）年度からは225人となっている。学科は国際文化

学科の1学科で、専攻はなく、専門教育科目の履修において、日本・中国・ヨーロッパ・ア

メリカの4つの地域文化のうち1つを選択するコース制を採用してきた。その後、全体をス

リム化しながら、より魅力ある教育目標とカリキュラムを提示すべく、2003（平成15）年4

月に、「豊かな教養をもち、相互理解と協調精神のうえに立って、国際社会で活躍する人

間を育てること」を教育目標にすることとした（1学科、4コース制）。そして、この教育

目標を達成するために、次の能力ないし資質を身につけさせることを定めた。 

 

（1）国際関係の現状とその歴史に関心をもつこと 

（2）一つの国あるいは地域を総合的に理解すること 

（3）異文化を理解するための柔軟な思考能力を持つこと 

（4）主体性をもつ人間であること 

（5）外国語の運用能力を身につけること 

 

現在4年次に在学中の学生については、この教育目標に基づいて教育を行っているところ

である。 

2007（平成19）年4月に国際文化学部が八王子キャンパスから神田一ツ橋キャンパスへ移

転することになり、これを機会に、男女雇用機会均等法の施行以降いちだんと強まってい

る女性の専門的職業進出のニーズに応えるべく、社会科学系の分野を大幅に拡充すること

にし、教育理念・目的を「世界を社会と文化の側面から理解し、多様な分野で活躍できる

人材を育てること」に改め、学部名称も国際学部と改めた。学科は国際学科の1学科で、専

攻はなく、専門教育科目の履修において、アジア・ヨーロッパ・アメリカなどの地域の文

化を中心に学修する国際文化コースと、国際政治・国際経済・国際協力に関する分野を中

心に学修する国際社会コースの2コース制を採用した。そして、国際学部では、上記の教育

理念・目的を達成するために、次のような能力や資質を養成する教育目標を定めた。 
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（1）現代の社会について問題意識を持ち、それに基づいて文学、言語、芸術、歴史、政

治、経済などの様々な学問を融合・横断した学際的学修を行う。 

（2）異なる文化に触れて、多様な価値観に対する理解を深める。 

（3）国際交流の現場において必須な諸文化についての知識、社会科学や人文科学の裏

付けを伴う的確な判断力やしなやかな感性を養う。 

（4）異文化コミュニケーションを可能とする実践的言語能力、情報スキルを体得する。 

（5）インターンシップなどを通じて、実社会と触れ合う中で、目的意識を高め、実践

的能力を育む。 

 

さらに、国際学部では、上記の教育目標を踏まえつつ、2009（平成21）年3月に、本学の

建学の精神及び共立女子大学の人材養成目的に基づき、以下のとおり国際学部の「人材養

成目的」を明確化し、公表した。 

 

《国際学部の人材養成目的》 

「国際的な政治・社会の仕組みや国際文化について理解し、国際文化交流・社会活動の

方法を身につけ、比較の視点や異文化への豊かな感性をそなえて、国際的な関係を有する

内外の場で活躍できる人材を育成する」 

 

国際学部の人材養成目的については、「共立女子学園報」「学園だより」に掲載すると

ともに、受験生向けの「KYORITSU OFFICIAL GUIDE 2010」、本学ウェブサイトに掲載し、

学内外への周知を図っている。 
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【点検・評価】 

 

○理念・目的等 

 

2008（平成 20）年度に明確化を図った人材養成目的は、単に大学設置基準の改正への対応す

るためではなく、教育力向上を図るための改正という位置づけを理解し、日本の国際化が急速

に進行したことを背景に、社会的要請や建学の精神を踏まえつつ創立した国際文化学部の設立

趣旨を活かしつつ、大学・短期大学将来構想の検討の中から、明確化されたものである。国際

学部として、教育力の向上・教育の質の保証を今後も達成するためにも、新しい人材養成目的

が明確化されたことで、国際学部の基盤はさらに強固となった。 

学内外への周知について、「学生生活調査」結果によると、「本学の教育理念や教育目標は、

あなたに明確に提示されていると思いますか」との設問に対して、国際学部の学生は「大いに

思う」（4.3％）、「まあ思う」（32.6％）、「普通」（40.8％）、「あまり思わない」（16.3％）、「まっ

たく思わない」（5.4％）という回答結果になっている。「大いに思う」、「まあ思う」、「普通」の

合計は 77.7％となっている。この調査結果は、明確化を図る以前の人材養成目的であるが、2008

（平成 20）年度、国際学部の人材養成目的の明確化を図った事に伴い、周知方法の更なる有効

化を図り、より学生への周知ができるよう、充実していく。また、教育の一環を担う非常勤講

師に対しても十分に周知を行う。 

 

【改善方策】 

 

○理念・目的等 

 

学則等に定められた人材養成目的を具体的に説明する「人材養成目的の具体像」の策定を、

次年度に向けて取り組んでいる。人材養成目的との整合性、人材養成目的の具体像とカリキュ

ラムとの整合性、人材養成目的の具体像そのものの的確性など、学習成果重視の観点で、教育

の質を保証するために、また説明責任を果たすために策定していく。次年度に向けて、現在、

大学・短期大学将来構想委員会のもと、各ワーキングチームが検討している段階だが、検討中

の人材養成目的の具体像（案）は以下資料 1-7のとおりである。 

 

資料 1-7 国際学部の人材養成目的の具体像（案） 

国際学部の人材養成目的の具体像 

1）知識・理解 

【学部共通】 

・現代世界の社会と文化について基礎的な知識を有し、それにかかわる多

様な価値観について理解している。 

・英語・中国語・フランス語のうち最低1言語について、文章を読解し、

話し、書き、相手の言うことを聞いて理解することができる。 

・ジェンダーの概念と学問上の方法的意義について理解している。 
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【国際文化コース】 

・文化の概念について基本的な知識を有している。 

・現代世界のいくつかの異なる文化とその相互の関係性について基礎的な

知識を有し、それにかかわる多様な見方について理解している。 

・アジア・ヨーロツパ・アメリカのうち1つ以上の地域または国の文化に

ついて専門的な知識を有しており、それを体系的に理解することができ

る。 

【国際社会コース】 

・政治・経済の概念について基本的な知識を有している。 

・現代の国際関係・国際経済・国際協力などの実状についての基礎的な知

識を有し、それにかかわる多様な見方について理解している。 

・現代の国際政治・国際経済・国際協力のうち 1つ以上の分野について専

門的な知識を有しており、それを体系的に理解することができる。 

 

2）汎用的技能 

【学部共通】 

・日本語と特定の外国語を用いて、読み、書き、聞き、話すことができる。 

・異なる文化に対する知識と理解に基づき、日本語と特定の外国語を用い

て、外国人とコミュニケションすることができる。 

・ＩＣＴを用いて、多様な情報を収集・分析して適正に判断し、活用する

ことができる。 

・情報や知識を複眼的、論理的に分析し、レジュメをつくり、それを利用

しながら、平明に口頭で説明することができる。 

【国際文化コース】 

・異なる地域・国の文化を比較し、その関連性を明らかにすることができ

る。 

・文化現象を多面的にとらえ、相互の関連性を理解することができる。 

・現代の文献・情報だけでなく古い時代の文献・情報にアプローチし、必

要に応じて収集し、それを分析・整理し、利用することができる。 

・国際的文化交流の方法を身につけている。 

【国際社会コース】 

・グローバルな観点から、社会現象を理解することができる。 

・現代世界の諸問題について情報を収集し、それを分析・整理し、利用す

ることができる。 

・社会事象に関して表された統計や図表を理解できるとともに、自ら統計

や図表を作成し、説明することができる。 

・国際的社会活動の方法を身につけている。 

 

3）態度・志向性 

・国際社会の一員としての意識を持って行動できる。 
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・異なる地域・国の人びとと積極的に交流し、協調・協働して行動できる。 

・グローバルな観点から日本の文化・社会を見ることができる。 

・良好な国際社会の発展、日本を含む諸地域・諸国の文化の発展に寄与す

るという視点をもって行動できる。 

 

4）統合的な学習経験と創造的思考力 

自らが立てた課題に対して、これまでに獲得した知識・技能・態度等を総合的

に活用し、創造的思考力を働かせて、その課題への解答を得ることができる。 

 

 

また、学内外への周知については、学部が独自に発行する「国際学部リブレット」（履修指導

用資料）、「プロスペクタス」（受験生向けパンフレット）などに掲載して広報し、周知度を高め

ることに努める。また国際学部内で各学科の教員がお互いに共通の理念の認識をもって、学生

の教育、人材養成、教員の採用を行えるよう教授会を通じて周知を徹底する。また、教授会に

おいて自己点検・評価報告書を配付し、有効活用を図る。 

新入生に対する周知の方法として、1 年次の「基礎ゼミナール」などの講義で教育理念・人

材養成目的等の周知を図るよう、2010（平成 22）年度担当の教員側の意識を高めることを、教

授会を通じて行う。在学生に対しては、在学生オリエンテーションや専門科目の中で今後も周

知徹底を図る。 

非常勤講師に対する学部・学科の理念・目的の周知に関しては、現在定期的に非常勤講師へ

のカリキュラム説明会を行い、欠席をした非常勤講師には後日、担当者から説明を行っている

が、さらなる周知徹底のあり方を学部教授会、学科会議等で検討する。 
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４．全学共通教育 

 

【現状説明】 

 

○理念・目的等 

 

●全学共通教育科目 

 

本学では、神田一ツ橋キャンパスへの集中化に伴い、2007（平成19）年度より「全学共通教

育」を実施している。全学共通教育は、それまで各学部が個別に運営していた教育を整理統合

する一方で、全学的に教育資源を集約し、教育効果を高める方策として打ち出され、これによ

り、学部、在籍年次の別を超えて、教育課程の編成および履修方法の弾力化が可能になった。 

全学共通教育の運営にあたっては、全学共通教育委員会を組織し、当該委員会の下に専門委

員会及び各種分科会を設置し、全学の専任教員が委員を務め、全学共通教育科目の基本方針、

教育課程、授業担当者、予算その他実施に関する事項について審議し、運営する体制となって

おり、各学部・科の教員が全学出動体制で授業を担当することが目指されている。 

全学共通教育は、大きく「教養教育科目」と「免許･資格関連科目」とに分かれる。 

 

●教養教育科目 

 

教養教育科目は、資料1-8のように、本学の建学の精神である「女性の自活と自立」に立ち

返り、現代社会において、「ひとりの女性、ひとりの人間として、日々の生活を豊かに充実し

て生き、主体的に社会に参加して責任ある役割を果すために必要な、基本的な知識や技能、

幅広く深い教養・総合的な判断力そして豊かな人間性を有する女性を育成する」という理

念のもとに体系化されている。 

 

資料 1-8 全学共通教育教養教育科目の人材養成目的、教育理念等 

人材養成目的 教育理念 教育目標 対応する科目群
大学生活を送る上で必要な学習技能を
育成する。

基礎ゼミナール

大学生活･社会生活を送る上で身に付け
ておくべき基本的な表現力と、情報活
用能力等を育成する。

ことばとスキル

専門分野の枠を超えて共通に求められ
る知識と技能の伝達により、知的好奇
心を喚起し、豊かな人間性や柔軟な思
考を育成する。

学問への招待

将来、知的･文化的な日常生活を創造で
きるような知識･技能を育成する。

生活の中の教養

現代社会における諸課題に自らの使命･
役割･責任を関連付け、適切に対処でき
る知識と能力を育成する。

社会人としての教養

専攻する学問の理解を助け、関連する
諸分野への幅広い視点を得るための知
識と技能を育成する。

専門を学ぶための教養

学生が、ひとりの女性・
ひとりの人間として日々
の生活を豊かに充実して
生き、主体的に社会に参
加して責任ある役割を果
たすために必要な、基本
的な知識や技能、幅広く
深い教養・総合的な判断
力そして豊かな人間性を
有する女性を育成する

大学生活･社会生活を送
る上で身に付けておく
べき基本的な知識･技能
を育成する。

大学生活･社会生活を送
る上で必要な、幅広く
深い教養･総合的な判断
力･豊かな人間性を涵養
する。
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●免許・資格関連科目 

 

教職課程については、学園創設の中心理念である「自立する女性」の育成を具現化する有効

な方途の一つとして、「教育職員免許法」の趣旨に則り、1949（昭和 24）年の大学開設以来、

およびその後の学部・学科・コース等増設の都度、家政、文芸、国際、それぞれの学部の人材

養成目的に沿った学校教員養成課程カリキュラムの充実を図り、多数の中等教育教員を輩出す

ることで、大学の責務としての社会貢献に努めてきた。 

資格関連では、博物館法に定められた学芸員の資格を取得するためのカリキュラムが設定さ

れている。理論的な教育とともに、調査や展示・撤収など、現場で体験を取り入れた教育に力

を入れている。 

 

なお、教養教育の教育理念・人材養成目的については、「共立女子学園報」、「学園だより」

に掲載するとともに、「KYORITSU OFFICIAL GUIDE 2010」、本学ウェブサイト、「履修ガイド」に

より周知を図っている。 
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【点検・評価】 

 

○理念・目的等 

 

2007（平成19）年度の改組再編の際に、教育理念・目的等を明確化して上で、教養教育を再

編したことは、長所としてあげられる。 

教養教育の理念・目的等は、「KYORITSU OFFICIAL GUIDE」や「履修ガイド」等において、周

知を図っており、適切である。 

 

【改善方策】 

 

○理念・目的等 

 

全学共通教育の理念・目標については、2008（平成 20）年 9月 20 日付けで、大学・短期

大学将来構想専門委員会の下にワーキングチームを編成し、特に教養教育について、人材養

成目的を受けて、さらにその具体像の策定を資料1-9の通り検討している。 

また、新たに策定した人材養成目的の具体像についても、「KYORITSU OFFICIAL GUIDE」、「履

修ガイド」等に明記し、周知徹底を図ることとしている。 

 

資料 1-9 教養教育の人材養成目的の具体像（案） 

1 人材養成目的の具体像 

①知識・理解 

・ 高等学校における教育成果を生かして、大学生活を送る上で欠くことのできない知識と

スキル、すなわち図書館の利用、資料検索、レポート作成などの基礎的な能力を習得し

ている。 

・ 将来において、知的･文化的な日常生活を送るための基本的な知識と技能とを身につけて

いる。 

・ 社会の一員として、現代社会における諸課題に自らの使命、役割、責任を関連付けなが

ら、適切に対処できる知識と能力とを身につけている。 

・ 情報社会の現状と今後の展開とを理解し、情報メディアリテラシを実践するための基礎

知識を有している。 

・ 専攻する学問の理解を助け、関連する諸分野への幅広い視点を得るための総合的な知識

と技能とを身につけている。 

②汎用的技能 

・ 文章表現力 

作文や論文の基本的な書き方、企画、立案、発表のための基本的な方法論など、大学およ

び社会で求められる文章表現力を身につけている。 

・ 語学力 

中･高等学校で培った英語の運用力を基礎として、短大の場合は、主に「聞く｣｢話す｣能力

において、大学の場合は、「聞く｣｢話す｣｢読む｣｢書く｣のすべての能力において、日常生活
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で実用できるレヴェルまで到達している。後者の場合、あわせて、初習外国語の基礎力を

習得している。 

・ 情報処理の技能 

大学および社会で求められている情報処理技能一般の応用能力や情報メディアリテラシの

実践能力を身につけている。 

③態度・志向性 

･  新しい知識を探求するあくなき好奇心と主体的な学習態度とを身につけている。 

・ より知的で文化的な生活を送るための努力を惜しまない積極性がある。 

・ 社会的な諸問題と積極的に向き合い、問題の解決に向けて取り組む行動力を身につけて

いる。 

④統合的な学習経験と創造的能力 

・ 諸分野にわたる様々な学問の理解を通して、生活者として知的に文化的に生きるための

豊かな内面を有している。 

・ 現代社会が抱える様々な諸課題について正確な理解を持ち、それらの課題を総合的に考

察する創造的な思考力を有している。 

・ 情報の受信のみならず、情報メディアを通じた自己表現とコミュニケーションとを実践

する複合的かつ創造的能力を有している。 

 

2 人材養成目的とその具体像の特色等 

教養教育の人材養成目的は、以前の教養課程とは異なり、専門教育ための基礎教育として位

置づけるのではなく、共立女子大・短大の学生が、一人の女性・人間として、あるいは社会人

として自立するための教養、判断力、人間性を涵養することにある。したがって、専門教育と

相互補完関係を維持しながらも、短大においては1年次から 2年次、大学においては 1年次か

ら4年次までを履修対象とする独立したカリキュラムを構成している。 

人材養成の具体像の特色は、人材養成目的をより具体的に実現するために、カリキュラムを

大きく「基本スキルユニット」と「教養ユニット」とに分けたことである。 

 

(1)「基本スキルユニット」は、5つの科目群から構成され、それぞれが特色ある養成目的を

追求している。 

・基礎ゼミナール：高校教育の成果を踏まえながら、大学・短大における学習に不可欠な問

題意識と技能とを涵養する。 

・表現技法科目：大学・短大におけるレポートや論文の作成、社会に出た際の情報分析や企

画立案などに必要な表現技法を養う。 

･ 外国語表現科目：高校教育の成果を引き継いで、外国語の運用能力を日常に有効なレヴェ

ルまで引き上げる。初習外国語においては、選択した外国語の基礎力を培う。 

・情報関連科目：高度な情報社会に対応するための情報機器操作のみならず、情報メディア

を通じた創造力とコミュニケーション能力を陶冶する。 

・体育：スポーツ実技を通して、健康や体力の維持・増進を図る。 

(2)「教養ユニット」は、4つの目的分野から構成され、共立女子大・短大のめざす自立した

女性が身につけるべき教養がバランスよく学べるように工夫されている。 
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・学問への招待：学問への好奇心を啓発する。 

・生活の中の教養：将来、生活者として文化的生活を創造できような知識を学ぶ。 

・社会人としての教養：社会の一員として、現代社会の諸問題に対応する力を養う。 

・専門を学ぶための教養：専門を学ぶための基礎力を養う。 

 

教養教育の人材養成目的の対象は、共立女子大の全学生であり、したがって、教養教育では

その人材養成目的の実現のために、原則として、大学の学部・学科間、あるいは大学の学生間

の区別を設けていない。どの学部・学科の学生であろうと、同じ科目を履修できる。このこと

は、他大学ではあまり例のない大きな特色となっている。 

現在、教養教育の比重は高まっている。現代のわたしたちの社会は、多様な価値観や様々な

生産形態を持つ高度で複雑な社会であると同時に、情報社会である。こういった社会に対応す

るためには、ある専門に特化した学問を身に付けただけの人材の育成ではなく、一人の自立し

た人間として振る舞える深い教養と判断力とを備えた人材の育成が要請されている。そうした

社会の要請に応えることが、以上にあげた共立の教養教育の人材養成目的である。 
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Ⅲ．大学院研究科の理念・目的 

 

１．大学院 

 

【現状説明】 

 

 ○理念・目的等 

 

共立女子大学大学院は、1966（昭和41）年に文芸学部を基礎とする文芸学研究科英文学専攻

及び演劇学専攻修士課程を設置して以降、1976（昭和 51）年に日本文学専攻修士課程を増設し、

さらに、1980（昭和 55）年に家政学部を基礎とする家政学研究科被服学専攻及び食物学専攻修

士課程を設置した。 

その後、1994（平成 6）年に家政学研究科に人間生活学専攻博士後期課程を設置するととも

に、国際文化学部を基礎とする比較文化研究科比較文化専攻修士課程を設置し、現在では、3

研究科 7専攻（博士後期課程1専攻、修士課程6専攻）を有する教育組織として、教育研究活

動を展開している。 

大学の項で述べたように、2009（平成21）年3月に、大学院の人材養成目的について、以下

のとおり明確化を図った。 

 

《大学院の人材養成目的》 

「学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めるとともに、高度の専門性が求め

られる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、社会に広く貢献する、自立し

た人材を育成する」 

 

《修士課程の人材養成目的》 

「広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力と高度の専門性が求

められる職業を担うための卓越した能力を培い、社会に広く貢献する、自立した人材を育

成する」 

これを修士課程の人材養成目的として掲げ、多様に発展する社会の様々な分野で活躍す

る高度で知的な素養を養うことを目標として、専門性の一層の向上を図るための深い知的

学識の涵養と幅広い視点を培う教育を行うとともに、理論的知識や能力を基礎として、実

際にそれらを応用する能力と課題に対する柔軟な思考能力や深い洞察に基づく主体的な行

動力を身に付けるための教育を展開している。 

 

《博士後期課程の人材養成目的》 

「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、高度に専門的な業務に従

事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養い、社会に広く貢献す

る、自立した人材を育成する」 

これを博士課程の人材養成目的として掲げ、自立して研究活動を行うに足る研究能力を

修得させることを目標として、その基盤となる豊かな知的学識を培う教育のうえに、自ら
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研究課題を設定し、研究活動を実施するなど学生の創造力や自立力を磨く教育を行うとと

もに、研究活動の企画や管理等の運営管理能力を高めるための教育を目指している。 

 



47 

【点検・評価】 

 

 ○理念・目的等 

 

現代社会においては、社会環境の急速な変化や学術研究の著しい進展に伴い、社会的な

要請や進学者の進学需要を踏まえた専門分野における教育研究の方向性を見極めるととも

に、学部教育との継続性と専門性に十分に配慮した大学院教育における教育研究体制の整

備や教育研究内容の充実が求められている。また、今日的諸課題の高度化傾向から、学部

4 年間の専門教育では、高度の専門的な知識や能力を教授するには不十分であることが指

摘されており、大学院教育の必要性が認識されていることから、基礎、基本を重視する学

部教育は、高度な専門の応用、総合を目指して、大学院教育との連携が重要とされている。 

特に、本学の大学院教育において対象としている家政学分野及び人文学分野では、その

教育研究水準の質的向上とあいまって、高度な学習需要への対応が求められており、今日

的課題に柔軟に対応できる幅広い視野と研究能力に加えて、高度の専門性を有した人材養

成の役割を重視した学部教育と大学院教育を通じた教育活動の構築が求められていること

から、このような社会的要請に積極的に応えるために、学部教育において展開している専

門分野の教育内容を基礎としつつ、学部教育で培われた専門的な素養のある人材として活

躍できる基礎的能力に立ち、専門性を一層向上させていくことが求められている。 

このことから、大学院教育における課程の目的と役割の観点を踏まえたうえで、本学大

学院における理念と目的のより一層の明確化を図るとともに、中央教育審議会答申「新時

代の大学院教育」を踏まえた研究科及び専攻が担う人材養成機能並びに人材養成目的の明

確化による目標設定と到達目標の具体化を図る必要がある。 

 

【改善方策】 

 

○理念・目的等 

 

我が国における課程制大学院制度の趣旨を踏まえた大学院教育の実質化に向けて、大学

院教育における課程の目的と役割の観点から、本学大学院における理念と目的のより一層

の明確化について検討したうえで、中央教育審議会答申「新時代の大学院教育」を踏まえ

た本学大学院の研究科及び専攻が担う人材養成機能及び人材養成目的について検討すると

ともに、人材養成目的の具体像を明らかにし、学習成果の測定と把握が可能となるように、

身に付ける知識や技能、能力、態度など、研究科及び専攻ごとの具体的な目標設定と到達

目標について、社会に対する約束として広く理解される内容となるよう検討する。 

その際、それらが抽象的な記述にとどまらず、学生に身に付けることが期待される学習

成果を重視する観点から、具体的で明確なものとなるよう留意する。 
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２．家政学研究科 

 

【現状説明】 

 

○理念・目的等 

 

家政学研究科は、博士前期課程2専攻と博士後期課程1専攻からなる。博士前期課程は、1966

（昭和 41）年設置の文芸学研究科（修士課程）に次いで、修士課程として 1980（昭和 55）年

に設置された。博士後期課程の人間生活学専攻が 1994（平成 6）年に設置され、修士課程を博

士前期課程とした。 

家政学研究科博士前期課程は食物学専攻と被服学専攻の2専攻からなる。その人材養成の目

的は、共立女子大学大学院修士課程の人材養成目的である「広い視野に立って精深な学識を授

け、専攻分野における研究能力と高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を

培い、社会に広く貢献する、自立した人材を育成すること」に基づくものである。 

被服学専攻は、家政学部被服学科を基盤としたもので、衣を中心とした生活文化の向上、発

展に寄与することを目的とし、広い視野の立場から被服学について研究し、被服材料学、被服

管理学、被服環境学、アパレル行動学、被服造形学、被服意匠学、服飾美学、服装社会学分野

の指導教員の下で、衣服の多元的な価値すなわちシンボル性、審美性、機能性および快適性な

どについて自然科学、人文科学の両面からの研究能力を持ち、社会に貢献することの出来る人

材を養成することを目的としている。 

食物学専攻は、家政学部食物栄養学科を基盤とし、栄養学、栄養生理学、食品学および調理

学における精深な学識を授け、この分野における研究能力を培い、社会に広く貢献する人材を

育成することを目的とする。現代社会では、食及び栄養の領域で、食と健康に関わる種々の問

題を解決する高度の専門性を有する人材が求められている。更に、2000（平成 12）年の栄養士

法の一部改正に伴い、管理栄養士の資格が免許制となりその業務が明確化されたことを受け、

管理栄養士の資格を有するものに対して高度の専門性を担う能力を培うことも専攻の一つの目

的としている。 

博士後期課程は、人間生活学専攻の1専攻からなる。その目的は、共立女子大学大学院博士

課程の人材養成目的である「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行ない、高

度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を養い、

社会に広く貢献する、自立した人材を育成する」ことに基づくものである。 

人間生活学専攻は、博士前期課程の被服学専攻と食物学専攻を主たる基盤としたものである

が、その理念は被服学と食物学の理念より幅広いものである。人間生活学専攻は、生活主体で

ある人間について、人文・社会科学および自然科学の諸視点から思索を深める人間生活論領域

と、人間生活にとって不可欠な衣・食・住生活を核とする生活文化に関する探求を深める人間

科学領域の2領域からなる。これらを積み重ねることにより、人間生活全般にわたる総合的知

識体系の確立に努め、それらの知見に基づいてより豊かな生活を創出する独創力と実践力を持

つ高度な研究者・教育者を養成することを目的としている。人間の生活とは、自然、社会、文

化などの種々の要因が織りなす複雑な環境の中で、一人ひとりが独自の個性をもつ存在として、

社会的、文化的ならびに精神的活動を展開していく過程であるとの視点に立ち、人間生活をよ
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り充実したものに発展、向上させる理念を持つ学生・研究者を育てるべく教育・研究指導が行

われている。 

家政学研究科の教育理念・目的・教育目標は、入学時の入学ガイダンス時に専攻主任より周

知されている。在校生向けには研究科の「履修ガイド」、学外（受験生、保護者）に向けては本

学ウェブサイトで周知されている。 

 

【点検・評価】 

 

○理念・目的等 

 

本学大学院と修士課程および博士課程の人材養成目的は、学園将来基本構想委員会のもとに

設置された大学・短期大学将来構想専門委員会において継続的に点検・改善の努力を行い、示

されたものである。その人材養成目的は、大学院学則に定められ、目的に則った人材の育成に

日々努めているところである。この目的は、各研究科及び専攻において、本学の教育理念・目

的に従って具現化される最善のものである。大学院研究科・専攻の理念・目的・教育目標は各

研究科・専攻毎に特色を持ち、教育研究が展開されており、これまでの修了生はさまざまな分

野で活躍しており、適切である。 

本研究科と各専攻の人材養成目的の明確化とその具体像の策定が課題となっている。 

 

【改善方策】 

 

○理念・目的等 

 

今後予想される社会情勢の変化、教育環境の変化に柔軟に対応していく姿勢を忘れてはなら

ず、常に、社会から求められる人材の要求を敏感に察知し、点検・評価できる体制を維持し続

けなければならない。 

高度な研究、教育を担っている研究科に対する社会からの要求は、今後増大していくものと

予想される。中央教育審議会の答申にある研究者等の養成、高度専門職業人養成に向けて、自

立して研究活動を行うに足る研究能力の育成や、理論的知識や能力を基礎として、実務にそれ

らを応用する能力などの養成を目指す。本研究科においても、現有の人材養成目的に満足する

ことなく、根本規範である大学の教育理念に沿って、社会から求められる人材を輩出すべくた

ゆまない努力を続けていくことを研究科委員会、各専攻会議において確認していく。 

家政学研究科と各専攻の人材養成目的の明確化とその具体像の策定については、大学・短期

大学将来構想専門委員会のもとのワーキングチームによって継続的に検討を行っているところ

である。 
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３．文芸学研究科 

 

【現状説明】 

 

○理念・目的等 

 

文芸学研究科は、1966（昭和 41）年4月、本学文芸学部を基盤として、共立女子大学大学院

修士課程として英文学専攻および演劇学専攻を設置することによって発足した。設置認可申請

書（1965（昭和 40）年 11 月 30 日付け）には、「本大学文芸学部は、･･････言語芸術としての

文学の機能の重要さを知るとともに、芸術分野全般にわたる理解を持つ女性を教育することを

目的としているが、この趣旨に従いさらに高度で専門的な研究を行わせようというのが大学院

設置の理由である」と謳っている。続いて1975（昭和50）年 11月 30日付けで日本文学専攻の

増設が認可された。 

設置認可申請書に記す設立趣意は、本研究科設立後の1974（昭和 49）年に公布された大学院

設置基準第1章第 3条第1項の趣旨にも適合するものであり、さらに共立女子大学大学院は、

修士課程の人材養成目的を「広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力

と高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培い、社会に広く貢献する、自

立した人材を育成する」と規定している。文芸学研究科は、3専攻体制をとって、その理念･目

的を達成すべく鋭意努力している。 

文芸学研究科の教育理念・目的・教育目標は、入学時の入学ガイダンス時に周知されている。

在校生向けには研究科の「履修ガイド」、学外（受験生、保護者）に向けては本学ウェブサイト

で周知されている。 

 

【点検・評価】 

 

○理念・目的等 

 

共立女子大学大学院修士課程の理念・目的・人材養成目的は、大学院設置基準および本学の

建学の精神に基づいて設定され、学園将来基本構想委員会において承認されたものである。修

士課程の一翼を担う文芸学研究科独自の人材養成目的の明確化と人材養成目的の具体像の策定

については現在検討中である。 

 

【改善方策】 

 

○理念・目的等 

 

学園将来基本構想委員会の下部委員会である大学・短期大学将来構想専門委員会の中に、大

学院ワーキングチームが設置されており、そのチームにおいて各研究科の人材養成目的の明確

化およびその具体像案を策定する。本研究科委員会はワーキングチームへの上程を視野に入れ

て、目下立案中である。 
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４．比較文化研究科 

 

【現状説明】 

 

○理念・目的等 

 

大学院比較文化研究科は、1994（平成6）年4月、国際文化学部に基礎を置く大学院修士

課程として発足した。専攻は比較文化専攻の1専攻のみで、入学定員は15人である。教育理

念・目的・教育目標は、「外国語（英語・フランス語・ドイツ語・中国語）に習熟してい

るとともに、外国文化を他の文化（日本文化など）と比較しつつ深く広く研究して高度の

学識を修得し、実社会で積極的に活躍できる人材を養成すること」であった。 

2004（平成16）年4月、国際文化学部の教育目標とカリキュラムの改正と連動させる必要

性もあって、比較文化研究科の教育理念・目的・教育目標とカリキュラムを改正した。新

しい教育理念・目的・教育目標は、「特定の地域の文化について深く研究するとともに、

他の地域の文化とも比較研究して高度の学識を修得し、実社会で積極的に活躍できる人材

を養成すること」で、この教育理念・目的のもとに、今日も教育研究を行っている。 

2006（平成18）年の大学院設置基準改正を受け、上記の教育理念・目的を踏まえた「人

材養成目的」の明確化および「人材養成目的の具体像」を定めることになったが、本研究

科では、現在その検討中である。 

また、比較文化研究科が基礎を置いている国際文化学部が、2007（平成19）年4月から国

際学部に改組されたことをふまえて、国際学部に基礎を置く研究科に改組する必要も生じ

てきており、国際学部の第1期生の卒業に間に合うように、平成23年4月からの実施をめざ

し、2008（平成20）年12月に比較文化研究科改革案策定ワーキングチーム（チーム長は比

較文化研究科長）を発足させ、検討を進めているところである。 

比較文化研究科の教育理念・目的・教育目標は、入学時の入学ガイダンス時に周知されてい

る。在校生向けには研究科の「履修ガイド」、学外（受験生、保護者）に向けては本学ウェブサ

イトで周知されている。また、受験生向けの「KYORITSU OFFICIAL GUIDE」に掲載されている。 

 

【点検・評価】 

 

○理念・目的等 

 

大学院比較文化研究科の教育目標は「特定の地域について深く研究するとともに、他の

地域の文化とも比較研究して高度の学識を修得し、実社会で積極的に活躍できる人材を養

成すること」である。これを、2009（平成21）年4月に明確化された共立女子大学大学院修

士課程の人材養成目的「修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野にお

ける研究能力と高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培い、社会に

広く貢献する、自立した人材を育成することを目的とする。」との整合性の観点から検証

すると、改定する必要がある。 

また、大学院比較文化研究科では、「人材養成目的」の明確化と、その具体像の策定が
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課題となっている。 

また、2007（平成19）年4月に改組された国際学部に基礎を置く研究科への改組について

は、国際学部の第1期生の卒業に間に合うように実施することが課題となっている。 

 

【改善方策】 

 

○理念・目的等 

 

比較文化研究科の「人材養成目的」の明確化とその具体像の策定については、次年度に

向けて取り組んでいる。人材養成目的との整合性、人材養成目的の具体像とカリキュラム

との整合性、人材養成目的の具体像そのものの的確性など、学習成果重視の観点で、教育

の質を保証するために、また説明責任を果たすために策定していく。次年度に向けて、現

在、大学・短期大学将来構想委員会のもと、各ワーキングチームが検討している段階であ

る。 

2011（平成23）年4月から国際学部の第1期の卒業生を受け入れることができるように、

比較文化研究科を、国際学部に基礎を置く研究科に改組することを検討している。その際

には、「人材養成目的とその具体像」も策定する。これは、2008（平成20）年12月設置の

比較文化研究科改革案策定ワーキングチーム（チーム長は比較文化研究科長）を中心に検

討し、比較文化究科委員会および大学院委員会に提案していく。 

 

 

 

 

 



 

 53 

第２章 教育研究組織 

 

【現状の説明】 

 

○教育研究上の基本組織 

 

●大学 

 

共立女子大学は、専門の学芸を教授研究し、学生の主体的な学びを育み、幅広く深い教養および

総合的な判断力を培うとともに、誠実で豊かな人間性を涵養し、社会に広く貢献する自立した女性

を育成することを目的とする（共立女子大学学則第1条）。この目的を達成するため、教育研究上の

基本組織として、家政学部（被服学科、食物栄養学科、建築・デザイン学科、児童学科、食物栄養

学科には、食物学専攻、管理栄養士専攻を置く）、文芸学部（文芸学科）、国際学部（国際学科）を

置いている（資料2-1）参照。 

このうち、家政学部建築・デザイン学科、同児童学科、文芸学部文芸学科、国際学部国際学科は、

2007（平成19）年度に開設した。これら一連の教育組織の再編は、2004（平成16）年12月の評議

員会・理事会で承認された「大学・短期大学将来構想最終報告」に基づいている。 

「大学・短期大学将来構想」においては、本学の建学の精神である「女性の自立と自活」を、「よ

き生活者」としての素養を基底にした幅広い教養による精神的自立と実学教育による経済的自立と

位置付け、本学の機能について、これまでの教育研究の実績を踏まえて、「幅広い職業人養成、総合

的教養教育」に比重を置きつつ、大学としての多様な機能を発揮することを基本的方向性とした。 

この基本的方向性をふまえて、改組再編においては、ジェネラリスト養成とスペシャリスト養成

をバランスをもって行うことによって、建学の精神を現代的に追求していくことを基本理念とした。

この基本理念に基づき、既設学部・学科の改組再編は、以下のような基本方針で行った。 

 

＜家政学部＞ 

・造形・デザイン・美術・芸術に係る分野における学内での棲み分けを明確にし、専門分野ご

とに当然要求される専門性の深さを勘案しつつ、教育組織を大括り化する方向で検討し、社

会ニーズに対応する際の柔軟性・機動性を高める。 

 

＜文芸学部・国際文化学部＞ 

・神田一ツ橋キャンパスの集中化の際生じる文芸学部と国際文化学部との重複・競合関係を是

正し、差別化ができる改組再編を行う。 

 

また、教育組織再編の基盤となる重要な施策として、神田一ツ橋キャンパスにおける集中型教育

の実現がある。これも、「大学・短期大学将来構想」に基づくもので、2006（平成18）年度、2007

（平成19）年度の2年間で神田一ツ橋キャンパスへの集中化を行った。このことによって、全学生

が、神田一ツ橋キャンパスを中心として授業を受けることとなり､教育課程の編成や学生の履修方法

の弾力化、専門教育の早期導入や学部の枠を超えた教養教育を実現することが可能になった。 
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資料2-1 大学の教育研究上の基本組織 

収容定員
（人）

学位又
は称号

開設
年度

備考

家政学部 1,500 学士（家政学） 1949年度
被服学科 360 学士（家政学） 1949年度
食物栄養学科 380 学士（家政学） 1949年度

食物学専攻 180 学士（家政学） 1966年度
管理栄養士専攻 200 学士（家政学） 1966年度

建築・デザイン学科 360 学士（家政学） 2007年度 ※1
児童学科 400 学士（家政学） 2007年度

文芸学部
文芸学科 1,400 学士（文芸学） 2007年度 ※2

国際学部
国際学科 1,000 学士（国際学） 2007年度 ※3

学部等の名称

 

※1：2007（平成19）年度より家政学部生活美術学科の学生募集を停止 

※2：2007（平成19）年度より文芸学部文学専攻および芸術学専攻の学生募集を停止 

※3：2007（平成19）年度より国際文化学部国際文化学科の学生募集を停止 

 

●大学院 

 

共立女子大学大学院は、学術の理論および応用を教授研究し、その深奥を究めるとともに、高度 

の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した能力を培い、社会に広く貢献する、

自立した人材を育成することを目的とする（共立女子大学大学院学則第1条）。この目的を達成する

ため、大学院には、教育研究上の基本組織として、家政学研究科（被服学専攻、食物学専攻、人間

生活学専攻。人間生活学専攻は博士後期課程）、文芸学研究科（日本文学専攻、英文学専攻、演劇学

専攻）、比較文化研究科（比較文化専攻）を置いている（資料2-2参照）。 

 

資料2-2 大学院の教育研究上の基本組織 

収容定員
（人）

学位又
は称号

開設
年度

家政学研究科 41 1980年度

被服学専攻 16 修士（家政学） 1980年度

食物学専攻 16 修士（家政学） 1980年度

人間生活学専攻 9 博士（学術） 1994年度

文芸学研究科 40 1966年度

日本文学専攻 14 修士（文芸学） 1976年度

英文学専攻 14 修士（文芸学） 1966年度

演劇学専攻 12 修士（文芸学） 1966年度

比較文化研究科

比較文化専攻 30 修士（学術） 1994年度

研究科等の名称
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○大学付置機関等 

 

学則第55条ならびに第56条において、本学に図書館および総合文化研究所を置くこととなって

いる。 

また、教育研究活動ならびに学生生活を支援する機関として、家政学部児童学科付設発達相談・

支援センター、国際交流室、情報センター、学生相談室、ボランティアセンターを置いている。 

 

●図書館 

 

図書館は、教育・研究・学習に必要な図書、逐次刊行物、視聴覚資料およびその他の資料を収集、

組織、管理し、教職員並びに学生の利用に供するとともに、利用者の求めに応じ、学術情報の提供

を行うことを目的としている。 

図書館施設は、神田一ツ橋キャンパス4号館（4階～10階）に中央図書館を置き、同キャンパス

3号館6階に中央図書館分室を置いている。また、八王子キャンパス9号館に八王子図書館（分館）

を置き、こちらは主として保存書庫として利用している。詳細については、第11章で説明する。 

 

●総合文化研究所 

 

総合文化研究所は、大学の教育・研究との有機的な関連のもとに、学術的研究および各専門領域

の研究を推進するとともに、国内外の大学および研究機関との学術交流の進展を図ることを目的と

している。詳細については、第6章で説明する。 

 

●家政学部児童学科付設発達相談・支援センター 

 

家政学部児童学科付設発達相談・支援センターは、学内外の関係機関との連携のもとに、子ども

の発達・臨床・教育に関する相談・研究・研修の業務を遂行することを目的としている。詳細につ

いては、第6章で説明する。 

 

●国際交流室 

 

国際交流室は、国外の大学・研究機関との学術・教育・文化の交流を促進することを目的とした

国際交流委員会のもとで、各設置校の国際交流活動を支援するための事務を行っている。具体的に

は、外国の大学等の研究教育機関との連絡調整、本学園教職員と外国の研究者・教育者等との交流、

本学園学生生徒の国際交流および留学、外国人留学生の受け入れ等についての業務を担っている。 

 

●情報センター 

 

情報センターは、学園の情報化について総合的な運営を行うため、学園長のもとに設置されてい

る。情報センターが担う業務は次の通りである。 
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1．情報化に関わる施策の立案 

2．情報ネットワークの構築・運用・保守 

3．ホームページの構築・運用・保守 

4．個別情報システムの開発・運用・保守 

5．情報セキュリテュイの構築・運用・保守 

6．情報リテラシーの向上 

7．その他（情報関連情報の収集・提供、委員会の支援） 

 

情報センターには、情報センター長が置かれ、センター長は学園長が任命することとなっている。

センターの業務を処理するため、情報センター事務室が置かれ、上記のセンターの業務を取り扱っ

ている。また、情報センターの目的を達成するため、情報センター運営委員会が置かれ、情報セン

ターの運営に関する基本的事項を協議している。 

 

●学生相談室 

 

共立女子大学・短期大学学生相談室は、本学学生が直面する諸問題の相談に応じ、学生が心身と

もに健康で有意義な学生生活を送ることができるよう援助することを目的としている。学生相談室

は、室長および相談員をもって組織され、相談員の構成は、心理カウンセラー、専任教員若干名、

事務職員となっている。学生相談室の運営を円滑に行うために、学生相談室運営委員会が置かれて

いる。 

 

●共立女子大学・短期大学ボランティアセンター 

 

共立女子大学・短期大学ボランティアセンターは、本学学生の誰もが社会の一員として、ボラン

ティア活動に関心を持ち、かつ、活動につながるための判断材料や機会・きっかけの提供を行うと

ともに、活動に伴う課題等の解決に支援を行うことを目的としている。具体的な事業は以下の通り

である。 

 

1．ボランティア活動およびボランティア活動に関する考え方などの資料・情報を提供すること 

2．ボランティア活動を希望する学生およびボランティアの受け入れ先と相互に連絡を取り合い

コーディネートすること 

3．ボランティア活動に関心や興味のある学生に対して、学習機会を企画・開催すること 

4．学生のボランティア活動上生じた問題や不安等に関する相談を受け止めるとともに、改善に

向けて対応すること 

5．学外のボランティア関連団体とネットワーク化をはかり、ボランティア活動の動向把握およ

び連携対応すること。 

6．「ボランティアアドバイザー講座」を開講すること。 

 

ボランティアセンターには、センター長、事務職員を置き、学長の委嘱により顧問を置いている。

また、ボランティアセンターの運営を円滑に行うために、ボランティアセンター運営委員会を置い
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ている。 

そのほか、大学全体の運営に係る事項で、専門的な検討を必要とする事項に関しては各種の委員

会を置いている。委員会の委員については、各学部より教授会の承認を得て委員を選出している。

各種委員会については、次ページの資料2-3のとおりである。 

大学の将来構想については、学園将来基本構想委員会のもとで検討するが、大学の将来構想に関

連してその専門の事項を検討する際は、将来基本構想委員会のもとに専門委員会を置くこととなっ

ている。現在、併設の短期大学とあわせて、「大学・短期大学将来構想専門委員会」を置いており、

教育の質の保証に関することなど、大学の将来構想に関する重要な事項をここで検討している。 
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資料2-3 各種委員会 

委員会名称 根拠規程 主な業務 構成メンバー

大学入試センター試験実施委員会
共立女子大学・共立女子
短期大学大学入試セン
ター試験実施委員会規程

大学入試センター試験実施にあたっ
ての基本方針及びその策定、具体的
実施計画の策定、その他重要事項に
関する決定

学長、センター試験実施学部・
科の学部長、科長、実施する学
部、科の教員各2名、事務局長、
入試事務室統括室長

入試委員会
大学・短大入試委員会規
程

入学者選抜制度及び選抜方法に関す
る事項の調査検討と本学の入学試験
の実施・運営に関する基本的事項の
検討・審議

学長、各学部長・科長、各学
部・科の教授会推薦教授各2名、
入試事務室統括室長

自己評価委員会
共立女子大学自己評価委
員会規程

建学の精神とそれに基づく教育理念
の確認を行なうとともに、全学的立
場に立って、自己点検・評価の企
画、立案、運営にあたり、自己点
検・評価報告書を作成する

学長、学部長、研究科長、総合
文化研究所長、図書館長、学生
部長、事務局長

学生委員会
共立女子大学・短期大学
学生委員会

学生生活全般に関する諸問題に対処
する

学生部長、大学各学部より各2名
（学部長推薦）、短期大学各科
より各2名（科長推薦）、学生課
統括課長

人権委員会
共立女子大学・短期大学
人権委員会規程

本学の学生に対しての、セクシュア
ル・ハラスメントをはじめとした
キャンパス・ハラスメント全般に関
わる人権侵害の防止と対処を行うと
ともに、教職員・学生の人権意識の
啓発を行う

学長、事務局長、各学部・科の
教員各2名、学部長のうち1名、
科長のうち1名、学生部長、学生
課統括課長

国際交流委員会
共立女子大学・短期大学
国際交流委員会規程

本学の研究・教育に資するため、国
外の大学・研究機関との学術・教
育・文化の交流を促進する

大学各学部、短期大学各科の中
から選出された者各1名、計6
名、学長が必要と認めた者若干
名

広報委員会
共立女子大学・短期大学
広報委員会規程

大学･短期大学の現状・歴史および
将来計画などについて、広く社会各
層に報道し、本学に対する関心を強
め、評価を高める

学長、各学部・科から選出され
た教員各2名、学長が必要と認め
た者

正課外講座委員会 正課外講座委員会規程
正課外講座の実施およびその運営に
関する基本方針の決定

学長、学部長、科長、図書館
長、教務課・学生課・就職進路
課・入試事務室・総合企画室の
各統括課長・室長、外部コンサ
ルタント（必要に応じて）

研究倫理審査委員会
共立女子大学・共立女子
短期大学研究倫理審査委
員会規程

人を対象とする研究又は人体より採
取した材料を用いる研究について、
科学的合理性及び倫理的妥当性につ
いての審査を適正かつ円滑に実施す
る

人を対象とする研究に関わる教
員若干名、それ以外の各学部・
科の教員若干名、学長が必要と
認める者

全学共通教育委員会
共立女子大学・短期大学
全学共通教育委員会規程

教養教育科目、教職課程、司書教諭
課程、学芸員課程に関する科目の実
施及び運営に関する審議・決定とそ
の適正な実施・運営

学長、学部長、科長、委員会の
もとに設置する各専門委員会の
委員長、教務課統括課長、その
他委員長が必要と認める者若干
名

FD委員会（大学）
共立女子大学・短期大学
FD委員会規程

ファカルティ・ディベロップメント
の推進

学長、教学担当常務理事、全学
共通教育科目授業アンケート実
施委員会委員4名、各学部選出委
員3名、短大選出委員1名、事務
局長、教務課統括課長

FD委員会（大学院）
共立女子大学大学院FD委
員会規程

ファカルティ・ディベロップメント
の推進

学長、教学担当常務理事、各研
究科長、各研究科から選出され
た大学院委員会委員、事務局
長、教務課統括課長

 

   ※前述した組織の運営のための委員会をのぞく。 
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【点検・評価】 

 

 上述のように、理事会のもとに、学園将来基本構想委員会において、建学の精神や本学の教育研

究実績を踏まえて、理念を明確にし教育組織の再編を実現したことが長所として挙げられる。教育

組織の再編や神田一ツ橋キャンパスにおける集中型教育の実現は、充実した教育を展開していくた

めの基盤整備であり、今後は、高等教育に対する社会的要請を踏まえて、既存の教育組織における

教育活動の点検・評価・検証を行い、規模や特性・個性を活かしたきめ細かな教育の展開による教

育の質の保証・充実に関する取り組みを行う必要がある。 

 大学院教育のあり方については、将来構想において組織再編のあり方を含めて検討を具体化する

必要があるとしている。2007（平成 19）年度に新設した学部等が 2011（平成 22）年度に完成年度

を迎えることから、これに合わせて、改組再編のあり方を検討する必要がある。 

 

【改善方策】 

 

 2008（平成 20）年 5月の評議員会・理事会において、「大学・短期大学将来構想の実施状況と今

後の課題について」が承認され、これに基づき、学園将来基本構想委員会のもとに大学・短期大学

将来構想専門委員会を設置し、具体的検討を開始している。当面の将来構想の検討課題としては、

人材養成目標の明確化、体系的な教育課程の編成、教育の質を保証するためのFD・SDの実施とPDCA

サイクルの構築が挙げられており、第1章でも述べた人材養成目的の明確化を踏まえて、既存の組

織における教育の質の保証を検討しているところである。 

 大学院教育についても、将来構想のもとで、人材養成目的の明確化ならびに、教育組織の再編の

あり方を検討しているところである。大学院教育においては、最近にみる学問の高度化傾向から、4

年間の学部教育のみでは、高度な専門知識を教授するには不十分であることが指摘されており、大

学院教育の必要性がより一層認識されているとともに、基礎・基本を重視する学部教育は、高度な

専門の応用、総合を目指して、大学院教育との連携が重要とされている。このような社会的要請と

進学需要者の動向から、最近の本学における基礎となる学部・学科の改組再編状況や、学部教育と

の継続性と専門性を考慮しつつ、既設の研究科におけるこれまでの進学者の進学動向を十分に見極

めたうえで、今後の大学院における教育組織のあり方および既設の研究科・専攻における教育研究

内容のより一層の充実を図ることについて検討する。 
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第３章 教育内容・方法 

 

【到達目標】 

 

・建学の精神、大学の人材養成目的に基づき、各学部等の人材養成目的を明確化し、これを達成す

るための教育課程を体系的に編成する。 

・専門分野ごとに要求される専門性の深さを勘案しつつ、基礎・基本を重視した幅広い教育を行い

専門の骨格を正確に理解させる教育内容とする。 

・建学の精神、大学の人材養成目的に基づき、教養教育の理念・目標を明確化し、これを達成する

ための教育課程を体系的に編成し、必要な知識と技能が確実に身に付く教育内容とする。 

・社会からの要請や当該学問分野における進展に対応した教育内容とする。 

・高等教育の大衆化の進展に伴い、多様な学修ニーズを持った学生の受け入れが進むことから、こ

れに対応した教育内容とする。 

・教育方法の改善に関する組織的取り組みとして、ファカルティ・ディベロップメント（以下、FD

という）の組織的な推進、教育活動の評価を実施する。 

・教育方法の改善に関する具体的な取り組みとして、シラバスの充実、単位制度の実質化、履修指

導体制の充実、適正な成績評価、特色ある教育方法の導入を実施する。 

 

Ⅰ．学士課程の教育内容・方法 

 

１．大学 

 

【現状説明】 

 

（１）教育課程等 

 

○学部・学科等の教育課程 

 

本学の教育課程は、全学共通の教養教育科目と、各学部の専門分野に応じた専門教育科目により

構成されている。全学共通の教養教育については、2007（平成19）年度から開設している。各学部

の専門教育科目についても、2007（平成19）年度の各学部の改組再編の実施と時期を合わせて、再

編を行っている。本学の建学の精神である「女性の自立と自活」とは、「よき生活者」としての素養

を基底にした、幅広い教養による精神的自立と実学教育による経済的自立のことであり、これを追

求して教育課程の再編にあたっている。 

教養教育については、教育理念や目標を明確化した上で、専門教育との有機的な連携を図りつつ、

大学設置基準において求められている「幅広く深い教養」ならびに「総合的判断力」の習得、「豊か

な人間性」の涵養を目指すとともに、社会環境の変化に対応し、社会の発展に寄与できる基盤とな

る知識・技能・態度の習得を全学的に保証することを目的として教育課程を編成している。 

専門教育については、学部・学科における明確な人材養成の目的のもとに、その目的を達成する
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ために必要な具体的な教育目標の設定と、それらを達成するための個々の授業科目の配置を行うと

の基本方針に基づき編成している。 

各学部等の教育課程の編成方針の詳細は、後述する。 

大学における学修や社会生活において必要となる基礎的な知識・技能については、教養教育科目

に開設する、「基礎ゼミナール」や、「基本スキルユニット」の科目群においてこれに相当する授業

科目を開設している。専門分野の学修に必要な基礎的な知識・技能については、同じく教養教育科

目の「専門を学ぶための教養」において展開するほか、各学部にこれに関する専門基礎教育の領域

が設けられている。 

高い倫理性と責任感を持って行動できる能力の育成は、本学の教育課程の編成において配慮して

おり、教養教育科目の「教養ユニット」に、現代社会において倫理学が果たす意義と、倫理的諸課

題について学ぶ「人間とは何か」「哲学概論」「倫理学概論」を配置しているほか、各学部において

も、専攻分野に関連して、倫理的諸課題に関する意識を醸成する教育内容を展開している。 

外国語科目は、教養教育科目において開設するとともに、専門分野の学習に密接なかかわりのあ

る文芸学部と国際学部に関しては専門教育科目にも開設されている。教養教育科目で取り扱う外国

語科目は、読む、書く、聞く、話すの基本的な4技能を修得することが目標であり、専門教育科目

で取り扱う外国語科目は、それぞれの専攻分野に応じて、専門教育の学修により関連性の深い内容

を扱うことを中心としている。 

教育課程における卒業要件の単位数については、概ね、教養教育科目が28単位前後、専門教育科

目と自由選択で96単位前後の配分となっている。この配分は、学部の教育目標や国家試験につなが

りのある教育課程の編成との関連により、学部によって差異がある。必修・選択の別は、教養教育

の「基礎ゼミナール」が全学生の必修となっているほかは、学部の教育目標に応じて設定されてい

る。 

なお、教養教育の実施及び運営に関して審議・決定し、適正な実施・運営を担う組織として、全

学共通教育委員会がある。ここで、教養教育に関する基本方針、教育課程、授業担当者、その他の

事項が決定されている。 

教育課程の編成をより効果的に実現するための条件整備として、2006（平成18）年度より神田一

ツ橋キャンパスを中心とした集中型教育を実施している。従来、家政学部と文芸学部の1･2年次及

び国際文化学部の全年次は八王子キャンパスで授業を行ってきたが、2006（平成18）年度入学生よ

り、全学部の全年次について、神田一ツ橋キャンパスを中心として授業を行うこととなった。なお、

この計画は学生や父母の要望もあり、当初の予定より前倒しし、2007（平成19）年度には完全実施

するに至った。この施策は、教育課程の編成や学生の履修方法の弾力化を可能とし、専門教育の早

期導入や、学部の枠を超えた教養教育の実現、学生個人の希望に合わせた科目選択の自由度の広が

り、教育目標に合わせた体系的な学修の展開を可能とするものである。また、今後は大学全体で本

学の教育目標を達成するための体系的な改善が容易となるなど、教育への波及効果を期待するもの

である。 

 

○カリキュラムにおける高・大の接続 

 

教養教育においては、「基本スキルユニット」において、大学生活を送る上で必要な基本的な知識・

技能を身につけることとしており、高・大の接続に配慮している。例えば、全学生必修科目である



 

 62 

「基礎ゼミナール」においては、大学における学習に不可欠な問題意識を涵養する内容を実施して

いる。また、専門教育においても、それぞれの専攻分野に応じて、高等教育への円滑な移行を念頭

に置いた教育課程の編成が考えられている。詳細については、後述する。 

 

○カリキュラムと国家試験 

 

国家試験につながりのある教育課程を編成しているのは、家政学部食物栄養学科管理栄養士専攻

（管理栄養士）、同学部建築・デザイン学科（一級建築士ならびに二級建築士）となっている。詳細

については、後述する。 

 

○医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習 （該当なし） 

 

○授業形態と単位の関係 

 

授業形態と単位の関係については、学則第 16 条により、45 時間の学修を必要とする授業内容を

もって1単位とすることを原則とし、当該授業による教育効果および授業外に必要な学修を考慮し

て次のような基準によって計算することとなっている。 

 

①講義・演習については、15時間から30時間の授業をもって1単位とする。 

②実験・実習及び実技については、30時間から45時間の授業をもって1単位とする。 

③卒業論文・卒業制作等については、その学修の成果を評価して、単位数を定める。 

 

○単位互換・単位認定等 

 

 単位互換の制度があるのは、家政学部のみであり、家政学部ではお茶の水女子大学生活科学部と

の間に学生交流協定を締結し、児童学科を除き12単位を上限として、単位互換を行っている。 

 単位認定については、他の大学または短期大学において修得した単位、短期大学または高等専門

学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修、本学に入学する以前に大学また

は短期大学で修得した単位について、60単位を超えない範囲で、本学において修得したものとして

見なす単位認定の制度がある。 

 詳細については、各学部ならびに全学共通教育の項で詳述する。実績については、大学基礎デー

タ表5の通りとなる。  

 

○開設授業科目における専・兼比率 

 

大学基礎データ表3に示すように、教育上主要と認める授業科目への専任教員の配置状況はおおむ

ね 80～100％となっている。全学共通の教養教育科目の選択必修科目、文芸学部の選択必修科目、

国際学部の選択必修科目において比率が低くなっているのは、外国語科目において複数クラスを配

置し、非常勤講師にも担当させているためであるが、科目のガイドラインを策定するなど、本学と

して教育責任が果たせる仕組みを構築している。 
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（２）教育方法等 

 

○教育効果の測定 

 

教育効果の測定方法として一般的に試験がある。試験は、学生に対し授業科目の課程修了を認定

する方法であると同時に、教員にとっては学生の授業の理解度や到達度を測る手段である。 

学生からみた教育効果の測定方法の一つとして「授業アンケート」があげられる。授業アンケー

トは、現在専門科目は各学部が主体となって、教養教育科目と免許・資格関連科目は全学共通教育

科目授業アンケート実施委員会が主体となって、実施している。教養教育科目と免許・資格関連科

目については、全学共通教育の項で記述することとし、ここでは専門教育科目の授業アンケートの

実施方法について記述する。 

専門教育科目の授業アンケートは、担当している講義科目、演習科目、実験・実習科目からそれ

ぞれ1科目以上について、授業期間終了時にアンケート用紙を用いて実施している。設問は授業形

態ごとに作成されており、学生自身の受講態度に関する項目と授業に関する項目で構成されている。

結果については、各授業担当者に配付するとともに、各授業担当者がコメントを付し、一定範囲を

学生に公表している。 

卒業生の進路状況については、本学は、人材養成目的に基づき、社会に広く貢献できる人材を輩

出することに努めているが、2007（平成19）年度に教育組織の再編が行われ、家政学部の建築・デ

ザイン学科ならびに児童学科、文芸学部文芸学科、国際学部国際学科は、卒業生がまだ出ていない。

ここでは、再編前の家政学部・文芸学部・国際文化学部の状況に基づき、大学全体の進路状況につ

いて説明する。 

大学全体の傾向として、2006(平成18)年度～2008(平成20)年度の状況をみると、資料3-1のとお

り、卒業者に対して、就職を希望する者の割合（求職率）は例年80％台後半であり、一方進学を希

望する者の割合（進学希望率）は4％～6％台という傾向がある。求職者に対する就職者の割合（内

定率）は、例年95％前後、進学希望者に対する進学者の割合（進学決定率）は年度により差異があ

るが、80％前半から90％後半という結果になっている。 

就職状況を詳細にみると、大学基礎データ表8より算出した資料3-2のとおり、卒業生のうち、

民間企業へ就職する者が 70％台後半から 80％台を推移し、官公庁へ就職する者が 1.2％～1.8％、

教員となる者が1.2％～1.3％という傾向である。例年民間企業への就職が大半を占めている。 

進学状況については、卒業生のうち、大学院へ進学する者が例年 2％程度おり、一方、他大学、

専門学校、留学等の進路をとる者は、2％～4％台という傾向になっている。 

就職について、業界別の内訳としては、資料3-3のとおり、毎年度卸売業・小売業と金融業・保

険業の割合が高く、それぞれ就職者に対して20％前後となっている。その他、サービス業関連（学

術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、複合サ

ービス事業、サービス業。以下同じ）も 20％前後となっている。職種としては資料 3-4 のとおり、

就職者のうち毎年度45％前後が事務従事者、35％前後が営業職を含む販売従事者という傾向になっ

ている。 

各学部等の状況については、別途各学部の項で説明する。 
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資料3-1 進路状況（大学全体） 

大学 卒業者数 求職者数
進学
希望者数

求職率
進学
希望率

就職者数 進学者数 その他 内定率
進学
決定率

2006年度 1017 887 67 87.2% 6.6% 837 65 115 94.4% 97.0%

2007年度 914 804 50 88.0% 5.5% 771 40 103 95.9% 80.0%

2008年度 886 769 42 86.8% 4.7% 724 37 125 94.1% 88.1%

 

資料3-2 就職・大学院進学状況（大学全体） 

民間企業 796 78.3% 735 80.4% 679 76.6%

官公庁 14 1.4% 11 1.2% 16 1.8%

教員 12 1.2% 12 1.3% 11 1.2%

上記以外 15 1.5% 13 1.4% 18 2.0%

自大学院 12 1.2% 12 1.3% 9 1.0%

他大学院 8 0.8% 6 0.7% 5 0.6%

その他 45 4.4% 22 2.4% 23 2.6%

115 11.3% 103 11.3% 125 14.1%

1,017 100.0% 914 100.0% 886 100.0%

進　　　路 2008年度

就職

進学

2006年度 2007年度

　　 そ　　の　　他

　　　　　　計
 

 

資料3-3 業界別就職状況（大学全体） 

就職者数 率 就職者数 率 就職者数 率
農業 0 0.0% 農業、林業 0 0.0% 1 0.1%
林業 0 0.0% 漁業 0 0.0% 0 0.0%
漁業 1 0.1% 鉱業、採石業、砂利採取業 0 0.0% 0 0.0%
鉱業 0 0.0% 建設業 17 2.2% 26 3.6%
建設業 27 3.2% 製造業 95 12.3% 60 8.3%
製造業 91 10.9% 電気・ガス・熱供給・水道業 1 0.1% 0 0.0%
電気・ガス・熱供給・水道業 1 0.1% 情報通信業 82 10.6% 61 8.4%
情報通信業 64 7.6% 運輸業、郵便業 20 2.6% 20 2.8%
運輸業 16 1.9% 卸売業・小売業 166 21.5% 154 21.3%
卸売・小売業 185 22.1% 金融業・保険業 138 17.9% 155 21.4%
金融・保険業 177 21.1% 不動産業、物品賃貸業 34 4.4% 36 5.0%
不動産業 26 3.1% 学術研究、専門・技術サービス業 32 4.2% 26 3.6%
飲食店、宿泊業 33 3.9% 宿泊業、飲食サービス業 28 3.6% 23 3.2%
医療、福祉 15 1.8% 生活関連サービス業、娯楽業 38 4.9% 28 3.9%
教育、学習支援業 35 4.2% 教育、学習支援業 34 4.4% 38 5.2%
複合サービス事業 11 1.3% 医療、福祉 11 1.4% 17 2.3%
サービス業 138 16.5% 複合サービス事業 17 2.2% 9 1.2%
公務 14 1.7% サービス業 47 6.1% 54 7.5%
上記以外 3 0.4% 公務 11 1.4% 16 2.2%
計 837 100.0% 上記以外 0 0.0% 0 0.0%

計 771 100.0% 724 100.0%

2006年度 2007年度 2008年度
業界名 業界名
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資料3-4 職種別就職状況（大学全体） 

就職者数 率 就職者数 率 就職者数 率

専門的・技術的職業従事者（教員・講師・助手をのぞく） 113 13.5% 106 13.7% 99 13.7%
専門的・技術的職業従事者（教員・講師） 12 1.4% 12 1.6% 11 1.5%
専門的・技術的職業従事者（助手） 7 0.8% 7 0.9% 6 0.8%
管理的職業 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
事務従事者 373 44.6% 359 46.6% 355 49.0%
販売従事者 297 35.5% 267 34.6% 220 30.4%
サービス職業 27 3.2% 19 2.5% 30 4.1%
保安職業 3 0.4% 0 0.0% 2 0.3%
農林漁業作業者 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
運輸・通信 3 0.4% 0 0.0% 0 0.0%
生産工程・労務作業者 0 0.0% 1 0.1% 1 0.1%
上記以外 2 0.2% 0 0.0% 0 0.0%
計 837 100.0% 771 100.0% 724 100.0%

2008年度
業界名

2006年度 2007年度

 

 

○成績評価法 

 

履修した授業科目の評価は、各科目のシラバスに明示された方法によって判定され、合格した場

合に科目所定の単位が与えられることとなっている。評価の内容は下記の通り。 

 

評価 点数 合否 

Ａ 100～80点 

Ｂ 79～70点 

Ｃ 69～60点 

 

合格 

Ｄ 59点以下 不合格 

 

本学の試験規程には、「試験は、筆記試験、口述試験、報告書、論文、作品及び実技等の方法に

よって行う」（第3条）とあり、これらをどのように運用して成績評価を行うかは、これまで各授

業担当教員の裁量に委ねられてきたが、2009（平成21）年度における大学･短期大学FD委員会での

検討結果を踏まえて、成績評価のあり方について全学的に標準化を図るための第一段階として、平

成22年度のシラバスより、成績評価方法として「出席、出席状況」「平均点（意欲、履修態度、予

復習状況、等）」「(授業内)小テスト、小レポート」「期末試験、期末レポート」「その他」の中から、

3 項目以上を選択し、それぞれの割合を明示することとし、成績評価が一面的な尺度によらないよ

う求めることとしている。 

なお、学生個人の成績はkyonet（共立女子大学・共立女子短期大学教育ネットワークシステム。

以下同じ。詳細は次項「教育改善への組織的な取り組み」で説明）で学生個人に開示されている。 

履修科目登録の上限については、家政学部と国際学部は年間49単位以下、文芸学部は年間42単位

以下と定めている。 

単位の実質化を図るために、学部長・科長会で決定される学年暦において、2007(平成19)年度よ

りすべての曜日について半期15回の授業回数を確保するよう組まれている。その際、曜日における

回数の調整のため、祭日に授業を実施する措置がとられている。 

また、試験規程第7条では、試験の受験資格として「当該科目を履修登録していること」「出席が

2/3以上あること」「学費が納入されていること」と定めている。「出席」については、2009(平成

21)年度より全学的に「出席情報登録システム」が導入され、学生証ICカードを教室に備え付けた読
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み取り機を通すことにより、出欠を把握し、実際に授業に出席させ、実質的な学修時間の確保を図

っている。 

また、教員がやむ得ない事情により休講した場合には、授業時間数の確保のために、当該休講に

対する補講を実施している。ここ3年間の全学の休講と補講の状況は資料3-5のとおりとなっている。

特に2008(平成20)年度からは、毎週土曜日の午後を補講時間にあてることにより補講実施率が格段

に伸びる結果となった。 

 

資料3-5 休講・補講状況 

 2006年度 2007年度 2008年度 

休講回数 1,399 1,162 1,060 

補講回数 236 380 811 

補講実施率 17% 33% 77% 

 

 各年次及び卒業時の学生の質を検証・確保するための方途については、各学部とも「卒業論文」｢卒

業制作｣「卒業演習」等の学修成果を重視し、これに向けて履修指導を行っている。また、各年次に

おいて修得単位が充分でない学生に対しては、個別に履修指導を行っている。さらに、国際学部で

は、3 年次までに一定単位数を修得していない場合には、進級できないこととしているが、これに

ついては後述する。 

 

○履修指導 

 

本学において学生に対する履修指導は、授業科目の履修方法や卒業要件については履修要項に記

載しているが、主に年度始めのオリエンテーション期間中に行われている。新入生に関しては、学

生が目的意識を持って本学での学習に取り組めるように、4月初旬の10日間程度を利用して学部と教

務課で教育目的や教育課程、卒業要件やコース、授業実施計画、ウェブによる履修登録の方法・手

続きなどを説明し、履修登録を行っている。2007（平成19）年度からは、個々のガイダンスの時間

を短縮し、個別相談時間を増やしている。また、在学生については、3月下旬にオリエンテーション

でコースの説明、履修相談などを行い、履修登録を実施している。その際、履修学生数に制限があ

る科目については、留年生や高年次を優先に登録させている。半期15回の授業回数を確保するため

に、履修登録を4月10日までに完了し、4月11日から授業を開始してしている。 

また、留年生に対しては個別に呼び出した上でクラス担任および教務課において履修相談に応じ

ている。当該留年生に適用される学則において規定されるカリキュラムを維持し、留年の背景や事

由によっては、学生課や学生相談室が対応する。 

卒業年次の留年者の学費については、卒業要件不足単位数が10単位以内の場合は、年間納入額の

4分の1としている。当該年度の前期で卒業要件を満たした場合には、9月卒業を認めている。なお、

2008（平成20）年度の卒業留年生は、全学で82人である（大学基礎データ表14参照） 

ウェブによる履修登録はkyonetで行っており、期間内であれば24時間、校内からだけでなく自

宅からも使用できるシステムとなっている。登録は、授業が始まる前に終わり、授業開始時には履

修者名簿が印刷でき、初回から授業がスムーズに開始できるよう配慮している。また、学生の思い

違いによる登録ミスなどを考慮して授業開始1週間後に登録の変更期間を設け、履修が適切に行わ
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れるよう配慮している。履修登録の変更は、後期が始まる前にも行っており、前期の成績修得状況

に合わせて変更を認めている。 

2008（平成20）年度からは、kyonetにQ&A機能を追加し、いつでも、どこからでも質問ができる

ようにし、これにより授業担当教員や教学事務局宛にkyonet上で、履修相談のほか、大学への要望

や質問を出せるようにしている。また、kyonetの教員時間割から、オフィスアワーを確認できるよ

うにしている。 

全新入生を対象に、入学当初に「情報ガイダンス」を実施し、本学の情報インフラを利用するた

めのガイダンスを行っている。 

 

○教育改善への組織的な取り組み 

 

●FDの取り組み 

 

2004（平成 16）年度の「大学・短期大学将来構想最終報告」において、「教育方法の改善」につ

いて、次の事項を掲げ、可能なことから速やかに実施することが決定した。 

 

①組織的な取組み 

・ＦＤの組織的推進 

・教育活動の評価の実施 

 

②教育方法改善の仕組み 

・シラバスの充実 

・単位制度の実質化 

・履修指導体制の充実 

・適正な成績評価 

・特色ある教育方法の実施 

 

これを受けて、2006（平成 18）年度より教育方法の改善を推進してきた。2008（平成 20）年度

には学園将来基本構想委員会において、「大学･短期大学将来構想―教育の質の保証と永続的な発展

を目指して」を策定し、教育内容・方法の充実に関する取り組みとして、「体系的な教育課程の編成

とシラバスの充実」、「適正な成績評価」、「組織的な FD・SD」等 の推進を学園の施策として明確に

位置付けた。これと連動する形で、教員による主体的なFDを推進するため、学内にFD委員会を設

置し、FD活動を展開している。 

 

●kyonetの導入･整備 

 

kyonetとは、ウェブ上に学生の個人ポータルを設け、これを通じて大学と学生が必要な情報をや

りとりし、学習支援を行うシステムである。kyonetには、大学から各種情報を伝達する機能の他に、

履修登録や授業資料の配付などを行ったり、学生からの質問や相談に個別に回答する機能が備わっ

ている。 
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kyonetは、卒業時の学生の質の確保（教育の質の確保）のための、学習成果を保証する多様な仕

組み（学習効果を高め、学習時間を確保し、教育方法を工夫し、学習支援の充実を図る仕組み）の

一環として、2006（平成18）年度から導入準備に入り2007（平成19）年度から本稼動した。kyonet

を通じて、以下のような取り組みを目指すこととしている。 

 

 

・事前・事後学習の具体的指示 

・授業資料の事前・事後配付 

・授業の課題の事前・事後管理 

・教室外学習のフォロー 

・授業を欠席した学生のフォロー 

・優秀な学生への追加課題の指示 

・補習の実施 

・授業アンケート結果のフィードバック 

・ｅｰラーニング（ブレンデッド型） 

 

kyonetの導入は、学生の多様化への対応策としての意義がある。kyonetの機能を利用することに

より、one to oneコミュニケーションの環境が実現する。実際に、kyonetを通じて、授業時間以外

での教室外学習の指示や授業資料の配付、課題の提出を行ったり、学生が自宅から授業について質

問を行うなどの、活用がされるようになってきた。 

2008（平成 20）年度からは「Ｑ＆Ａ機能」を追加し、授業担当教員や教学事務局宛に、kyonet

上で履修相談を行ったり、大学への要望や質問を出せるようにした。また、kyonet上で公開する「教

員時間割表」から、オフィス・アワーを確認できるようにした。kyonetのアンケート機能を利用し、

授業評価アンケートとは別に、学生からの視点でよい授業を推薦してもらい、教員と打ち合わせて、

それを発表してもらうようなことも可能になっている。 

2009（平成 21）年度は、学生証を IC カード化し、全教室にカードリーダーを設置して、出欠管

理を行っている。出欠情報の管理は、kyonetで行うことが可能となっている。 

 

●共立シラバス 

 

2006（平成 18）年度からは、ウェブシラバスとして「共立シラバス」を導入･運用し、全学の教

員が、全科目について、授業概要・目標・概要、授業回数ごとの授業計画、事前・事後学習、授業

方法、成績評価基準、成績評価方法、試験方法、教科書・参考文献を明示することとした。これは、

学生の主体的な学習を促し、単位制度の実質化を図り、学習成果を確実に達成するためのものであ

る。2007（平成19）年度からは、シラバスの充実を図り、特に成績評価の項目について全教員に記

入を義務付けた。 

シラバスは、kyonetを介して、恒常的に学生の閲覧に供している。また履修登録に先行して公開

が開始されるため、学生の履修登録時の授業選択に有効利用されている。なお、授業進行中、授業

担当者が必要ある場合は申し出て記載内容を訂正することも可能である。 

「授業概要」については、別途冊子化し、全学生に配付している。 



 

 69 

 

●授業評価等 

 

学生による授業評価は、専門教育科目は2004（平成16）年度から3学部合同で、全学共通教育は

2007（平成19）年度から実施している。詳細は、「教育効果の測定」の項で述べた通りである。 

教育改善の取り組みのひとつとして、2009（平成21）年6月に、学生の父母による授業見学を実

施した。対象は、1、2年次の学生の父母及び学内の教職員である。見学の対象科目は、教養教育科

目と、各学部から推薦された専門科目である。この取り組みは、学生の父母に本学の教育に対する

理解を深めてもらうとともに、授業内容・授業方法に関する意見をフィードバックして、教育改善

に資することを目的としている。授業見学には、6日間で延べ71人の父母と、延べ103人の教職員

が参加した。 

 

○授業形態と授業方法の関係 

 

情報処理演習室やCALL演習室を使用する演習科目は40名程度を、体育実技、外国語科目や基礎

ゼミナールは30～40名程度を上限としている。履修者が多数の場合はコンピュータ抽選によって受

講者を決定している。前年度の実績をふまえ、履修希望が多い場合は科目のコマ数を増やすなどと

する一方、定員が 9名以下の講義科目や、4名以下の演習科目や実験・実習科目は僅少科目として

授業開講前に学部長・科長会に諮り、当該年度の開講を見合わせるなどの措置をとっている。 

教室のほとんどにパソコンが使用できるよう情報コンセントが設置されており、OHC が使えるよ

うマルチメディア卓を設置しており、学生の教育内容の理解度アップの工夫や、多人数においても

教育効果を損なわない配慮を行っている。 

実習・実技科目については、各学部・学科により、授業科目の内容に応じた適切な方法で実施さ

れている。各学部・学科の専門教育科目には、少人数によるゼミ形式の演習科目がある。履修人数

は学部ごとに、授業科目の目標や内容に応じて上限が決められている。その多くは必修科目として

「卒業論文」や「卒業研究」、「卒業制作」につながるものである。 

新たな授業形態・方法の試みとして、2009（平成21）年度に「英語リフレッシュ講座」を実施し

た。これは、kyonet を利用して 10 回分の教材（文字、画像、音声を含む）を配信し、正課外にお

いて英語学習の機会を提供するもので、1年次学生の希望者（25名）が参加した。 

 「遠隔授業」による授業科目の単位認定は、行っていない。 

 

（３）国内外との教育研究交流 

 

本学では、外国の大学・研究教育機関等及び学識者との交流を推進し、研究・教育の充実・発展

並びに文化の交流を図るために、国際交流の機会を可能な限り学生に提供している。 

本学は、以下のように、16 大学と教育・学術研究に関する相互交流協定を締結し（協定校）、5

大学と学生の派遣に関する覚書を取り交わしている（提携校）。 

 

 

 



 

 70 

〔協定校〕 

中 国 ：  東北電力大学、東北師範大学、清華大学、復旦大学、西安交通大学、長春大学、 

山東農業大学、吉林大学、北京大学 

アメリカ：  ペンシルベニア大学、コーネル大学、ネブラスカ大学 

イギリス：  テムズバレー大学 

スイス：  ジュネーブ大学 

フランス：  イナルコ（フランス国立東洋言語文化学院） 

ギリシャ：  イオニア大学 

 

※この他に、吉林芸術学院とは、技術提携、学術資料および出版物の交換、研究者の派遣などを

実施。 

 

〔提携校〕 

イギリス： リーズ大学、オックスフォード・ブルックス大学、国際市民コレッジ（バーミン

ガムCIC） 

カナダ：  ウィニペグ大学 

アメリカ：  セントラルワシントン大学 

 

協定校をはじめとした、国外の大学との大学全体としての教育研究交流の状況は、次ページの資

料3-6の通り。各学部独自の教育研究交流については後述する。 

学生の留学に関しては、本学の海外留学制度として、「交換留学」「派遣留学」「一般留学」があり、

それぞれの区分は以下の通りとなる。 

 

・交換留学･･･協定校のうち、学生の相互交流に関する協定を締結した大学等への留学 

・派遣留学･･･提携校への留学 

・一般留学･･･交換留学、派遣留学以外で、学生が留学を希望する外国の大学等で、本学が認定す

る大学等への留学 

 

また、海外留学制度の他に、外国語の習得と異文化体験を目的とした海外研修制度がある。これ

は、夏季および春季休暇中に海外の協定校等で行われる本学主催の短期集中授業（単位認定プログ

ラム）である。 

協定を締結している大学を中心とした、国別国際交流状況は、大学基礎データ表11の通りとなる。

また、2007(平成19)年度よりベナン共和国からの特別研修生を毎年1名ずつ半年間、併設の短期大

学と共同で受入れている。各学部独自の国際交流状況については、後述する。 

海外留学にあたっては、その支援策として、国際交流奨学金を整備しているが、これについては、

「第5章学生生活」において詳述する。 
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資料3-6 大学における教育研究交流状況（2006(平成18)年度～2008(平成20)年度） 

年度 時期 事項 内容

2006年度 6月
フルブライト国際教育交流プログラム
一行来訪

1994年より実施。前年度に引き続き、授業視察や教育のあり
方についての質疑応答を実施

6月
ハイコー・ステファンズ　ベルリン工科
大学元教授　講演会

学部生121名、院生1名が参加

7月
ベナン共和国大統領夫妻による本学
視察

本訪問を契機として、2007年9月から、ベナン共和国からの
留学生を６か月間受入れることが決定

9月
コーネル大学　アニール・ネトラバリ教
授来校

学術協定校としてのこれまでの交流の成果を確認するととも
に、今後の交流のあり方について協議

11月 クイーンズランド大学訪問
文芸学部J.マーニュ教授と国際学部真正節子教授がクイー
ンズランド大学の創立25周年記念パーティに出席

2007年度 6月
フルブライト国際教育交流プログラム
一行来訪

授業を視察し、学生との対話を展開

10月 イオニア大学学長・副学長来訪 協定締結準備のため来訪

2008年度 6月
フルブライト国際教育交流プログラム
一行来訪

女子高等教育についてのセミナーを実施

6月
ヴァン・ダイク・ルイス　コーネル大学准
教授来訪

公開授業「アメリカ・コーネル大学周辺におけるストリート
ファッション文化」を実施。ほか、交流のあり方について意見
交換

6月
アニール・ネトラバリ　コーネル大学教
授来訪

多様な分野でのコラボレーションの必要性について意見交
換

4月・6月
ベインブリッジ高校（アメリカ・シアトル）
生徒来訪

本学学生との交流を実施

 

 

（４）通信制大学等 （該当なし） 
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【点検・評価】 

 

（１）教育課程等 

 

○学部・学科等の教育課程 

 

学部・学科等の教育課程の編成にあたっては、「大学・短期大学将来構想」(2004(平成 16)年度)

のもとに、以下のような「基本的方向性」に基づいた「分野ごとの方向性」、「新学部等の方向性」

ならびに「明確な人材養成像」のもとに再編したことは、長所として挙げられる。また、神田一ツ

橋キャンパスにおける集中型教育の実現により、一貫した体系的学習の展開や専門教育の早期導入、

教養教育の充実などの基盤を整備したことも、長所として挙げられる。 

教養教育科目についても、教養教育における養成しようとする知識や能力に基づき、複数の目標

をたて、その教育目標に対応するかたちで知識や能力の養成を図るための領域を設定し、それらを

実現するための授業科目の配置について検討し、編成したことは、長所として挙げられる。 

現在、検討中の「人材養成目的の具体像」に基づいて、これが確約・達成・評価が可能かという

観点から、教育課程の体系性を確保することが課題となっている。人材養成目的は、具体的な教育

課程において達成するものであり、人材養成目的の具体像の検証とともに、具体像と整合性のある

教育課程の体系性を確保することが課題である。 

 

 ◆大学・短期大学将来構想(2004(平成16)年度)における学部・学科等の教育課程の編成方針 

 

＜基本的方向性＞ 

 

① 建学の理念の下に、各学部･学科が、人材養成像、教育理念等を明確に掲げる。 

② 課題探求能力等の応用的能力を身につけさせる。 

③ 専門分野ごとに当然要求される専門性の深さを勘案しつつ、細分化された狭い分野を教えるのではなく、基

礎･基本を重視した幅広い教育を行い、専門の骨格を正確に把握させる。 

④ 今後、高等教育の大衆化の進展に伴い、多様な学修ニーズを持った学生の受け入れが進むことから、学生の

興味･関心、卒業後の進路に対応した教育を行う。 

⑤ 社会からの要請や当該学問分野における進展に対応した教育を行う。 

⑥ 短期大学における人材養成は、全国的には短期大学離れの動向であるにもかかわらず、本学においては、一

定の志願者･入学者を確保していることから、学科構成･規模のあり方を検討しつつ、継続する。 

⑦ 定年退職者の補充人事等を全学的な見地から戦略的に考え、関連分野･新規分野への展開を探る。 

⑨ 本学の財政上･経営上の喫緊の課題にも応える。 

 

＜分野ごとの方向性＞ 

 

① 家政系分野 

・近隣女子大学の中では、比較的コンパクトな領域を対象として教育研究を行ってきた。ただちに新分野へ拡

大するよりは、まず、これまで実績のある領域において新規性を追求する。 
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・造形･デザイン･美術･芸術に係る人材養成、教育内容等の学内での棲み分けを明確にしつつ、必要な整理統

合を行う。 

・専門基礎教育（たとえば、素材、色彩、形、市場動向等に係る教育）の共通化を図りつつ、コース制の導入

等による柔軟かつ機動性のある教育展開を図る。 

・大学基準協会から指摘された、コンピュータ関連科目のあり方について、対応方策を検討する。 

 

② 人文系分野 

・語学･文学分野の教育内容が、日中英米独仏等のエリアにわたり、近隣女子大学と比しても充実しているの

で、これを活用しつつ新たな方向性を探る。 

・文学系以外の他の領域の展開も図る。 

・現代社会で必要とされる社会科学系分野の基礎･基本的素養も身につけさせる。その際、ただちに、法学部･

経済学部等の社会科学プロパーの学部･学科の設置ということではなく、学際的な学部･学科に社会科学的要

素（カリキュラム及び教員組織）も取り入れ、履修モデルの提示による履修指導によって、学生が学際的な

学修を系統的に行えるよう配慮する。 

・エリア（日本、英米、等）ごとに領域設定されたカリキュラムとあわせて、エリア横断的な領域設定による

カリキュラムも構想し、双方の併置･統合も含めて、検討する。 

・大学基準協会から文芸学部や国際文化学部について付された意見も踏まえ、改組再編後の学部･学科につい

ても、学際性･総合性の学生への明確な提示、履修指導の徹底を図る。 

 

③ その他の分野 

・本学のこれまでの教育研究の実績を踏まえつつ、新たな入学者層も見込まれる分野において、教育組織の新

規展開を図る。 

 

 ＜新学部等の方向性＞ 

 

(1) 家政学部 

① これまでの家政学部における教育実績を踏まえつつ、さらに消費生活に係る教育を充実する。 

② 住居･インテリアについての教育を充実する。 

③ 児童系学科の設置について検討する。 

 

(2) 文芸学部 

① これまでの文芸学部における教育実績を踏まえつつ、さらに文学･芸術作品の受容･流通に係る教育を充実す

る。 

② 専門教育としての絵画･彫刻の領域は、基本的には、文芸学部において扱う（ただし、家政系学部における

専門教育の基礎や関連の領域において、絵画･彫刻に係る科目を必要に応じて配置する）。 

 

(3) 国際学部 

① これまでの国際文化学部における教育実績を踏まえつつ、さらに社会科学系の教育を充実する（地域的･生

活者的視点からのアプローチを含むよう配慮する）。 

② エリアごとの領域設定は、アジア･ヨーロッパ･アメリカのように統合整理しつつ（現行の国際文化学部にお
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いては日本･中国･ヨーロッパ･アメリカ）、従来扱われてこなかった地域も必要に応じて柔軟に取り入れられ

るようにする。その際、カリキュラム全体の中のバランスを勘案し、科目を精選し、科目数が過大とならな

いよう配慮する。 

 

 ＜人材養成像＞ 

 

・本学の建学の精神である「女性の自立と自活」とは、「よき生活者」としての素養を基底にした、幅広い教養

による精神的自立と実学教育による経済的自立のことであり、改組再編後の学部･学科において、ジェネラリ

スト養成とスペシャリスト養成とをバランスをもって行うことによって、建学の精神を現代的に追求し、また、

マス化を経て、ユニバーサル化が進展している我が国の高等教育の現状の中で、チャレンジ層とあわせてモラ

トリアム層にまで入学者層を広げることになる。 

 

※各学部等の人材養成目的については、第1章を参照。 

  

○カリキュラムにおける高大接続 

 

全学共通の教養教育科目と各学部の専門教育において、高等教育への円滑な移行を念頭においた

教育課程の編成が考えられているが、多様な学習レベルの入学者の受け入れが進む中で、大学全体

として、高等教育への導入教育の体系的な編成を行うことが課題となっている。 

 

 ○授業形態と単位の関係 

 

授業形態と単位との関係については、大学設置基準第21条に則り定められており、また、1単位

あたりの授業形態別の学習時間の考え方について、「2009 履修ガイド」（P.91）に詳細に明示してお

り、適切である。 

授業回数の確保に関しては、半期 15回を確保することとしており、15回全てにおいて授業を実

施する前提となっているが、最終回に試験のみ実施している例もあり、徹底が課題となっている。 

 

○単位互換、単位認定等 

 

国内外の大学等での学修の単位認定や、入学前の既修得単位認定は、大学設置基準第 28 条、第

29条および第30条の規定に基づいて、適切に行われている。 

単位互換や単位認定は、人材養成目的を達成する観点から、慎重に検討すべきとの認識に立って

おり、現在のところ、全学的に推進する体制はとっていない。 
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（２）教育方法等 

 

○教育効果の測定 

 

教育効果の測定は、学修の達成度評価という観点から、適正な成績評価基準の設定とあわせて、

その仕組みの構築が課題となっている。 

現在の経済状況を反映して、卒業生の就職状況等は今後一層厳しいものになることが予測される。

このような環境下において、大学として学生のキャリア形成支援をどのように位置付けるか、検討

する必要がある。 

 

○成績評価法 

 

成績評価については、授業科目の目標の達成（学習成果の達成）をどう評価するかという観点で

の成績評価の基準を明確に示す必要があり、そのあり方について課題となっている。 

成績評価基準の設定にあたっては、同一の授業科目であれば同一の基準を用いる必要があり、複

数クラスを設定する授業科目における成績評価基準の標準化が課題となっている。 

履修科目登録の上限設定は、家政学部と国際学部は49単位、文芸学部は42単位と定めているが、

4年次については上限を設定しておらず、単位制度の実質化の観点から、検討を要する。 

各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途については、現在明確になっていな

い。 

 

○履修指導 

 

受け入れる学生が多様化する中で、学修意欲や目的意識を喚起し、主体的な参画を促す教育方法

の導入は重要であり、学修支援の充実を図ることが課題となっている。 

留年生については、大学基礎データ表14の通り、3年次11名、4年次82名となっており、高年

次になるほど増加している。また、退学者については、大学基礎データ表17の通り2006（平成18）

年度75名、2007（平成19）年度70名、2008（平成20）年度60名と年々減少傾向にあるが、2008(平

成20)年度は60名と、在籍学生数に対する割合が1.3％となっている。留年生・退学に関する対応

策が課題となっている。 

 

○教育改善への組織的な取り組み 

 

教育改善への組織的な取組みについても、「大学・短期大学将来構想」2008(平成 20)年度におい

て、教育方法の改善に関する組織的な取り組み（FD の組織的推進、教育活動の評価の実施）、教育

方法改善の仕組み（シラバスの充実、単位制度の実質化、履修指導体制の充実、適正な成績評価、

特色ある教育方法の実施）を提言しており、現状説明にある通り、単位制度の実質化を図るための、

授業回数の確保、出席管理の徹底、FD 委員会の設置による組織的な FDの推進体制の整備、シラバ

スの充実を確実に実現してきたことは長所である。中でも、2006（平成18）年度より、各回の授業

計画や事前事後学習の指示を明確にし、単位制度の実質化を実現するシラバスを導入したことは、
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本学における教育改善の取り組みでも特色あるものとなっている。 

FD 委員会においては、FD の企画・実施・評価に関することを検討しており、今後、FD の実質化

に向けて、具体的な取り組み内容を検討する必要がある。 

特に、シラバスについては、2007（平成 19）年度に実施した「学生生活調査」においては、「シ

ラバスと実際の授業はよく連動していると思うか」との問いに対して、大学全体では、「大いに思う」

2.8％、「まあ思う」23.0％、「普通」39.6％、「あまり思わない」29.0％、「まったく思わない」が

3.9％という結果になっている。「普通」以上の回答が65.4％にのぼる一方で、「あまり思わない」「ま

ったく思わない」との回答が32.9％に及んでいる。このことは、シラバス本来の意義・機能といっ

た観点から未だ改善・充実の余地があることを示している。特に、シラバスの記載内容について、

授業科目によって精粗があることも課題となっている。 

授業評価結果の活用については、大学全体として行うことが課題となっている。 

 

○授業形態と授業方法の関係 

 

教育効果を上げる教育方法の検証について課題となっている。学生の学習の動機付けを図りつつ、

双方向型の学習を展開するための教育方法のさらなる工夫が必要となっている。 
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【改善方策】 

 

（１）教育課程等 

 

○学部・学科等の教育課程 

 

 人材養成目的の具体像を明確化した上で、その達成に向けた体系的な教育課程を編成する。現在、

検討中の人材養成目的の具体像について、広く社会に公開する際に、理解が可能かどうか、確約し、

達成することができるか、評価することが可能かという観点から検証を実施しているところである。 

その際、教育課程が人材養成目的を達成するための体系性を確保しているかどうかについても、

検証を実施している。これと連動して、学生に対して目指す学習成果等が明らかになるよう、シラ

バスの精度を上げる。 

検証結果に基づき、学生の視点に立って、教育課程および授業科目の系統性・順次性の見直しを

図り、学生に対して、目指す学習成果に対してどのような系統・順序で授業科目を履修すべきか、

履修モデルを充実させ、「履修ガイド」に掲載することなどにより、授業科目ごとの関連を明確に示

す。 

また、今後、社会からの要請・ニーズに応え、新たな志願者層の確保が可能となるような教育プ

ログラムの開発についても検討する。 

 

○カリキュラムにおける高・大の接続 

 

ユニバーサル段階における高等学校から大学への円滑な移行を図ることを目的とした初年次教育

や、学びの動機付けや習慣形成などを目的とした導入教育のための総合的教育プログラムの開発に

ついて、FD委員会、全学共通教育委員会（初年次教育分科会）などで検討する。 

 

○授業形態と単位の関係 

 

授業回数の確保に関しては、半期15回の授業実施を徹底し、最終回においても、授業を実施する

中で、試験を実施するよう、徹底を図る。 

 

○単位互換、単位認定等 

 

他大学との単位互換については、人材養成目的達成の観点から、本学の教育目標を的確に達成で

きるような前提のもとに、検討する。 
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（２）教育方法等 

 

○教育効果の測定 

 

教育効果の測定については、人材養成目的とその具体像の明確化、これを達成するための授業科

目の目標の明確化、ならびに、学習成果の達成という観点からの成績評価基準のあり方を検討する

なかで、その測定方法を検討する。その際、教員個人の裁量に委ねるのではなく、GPA 制度の導入

などにより、大学として、教育効果を適切に評価する方策を検討する。 

本学は、社会に広く貢献する自立した女性を育成することを目的としている。この目的を達成す

るために、社会人基礎力の養成をはじめとした人間力の育成を実現するキャリア教育を、正課教育、

正課外活動の中に適切に位置付ける。 

 

○成績評価法 

 

成績評価のあり方については、人材養成目的の具体像の検証の一貫として、具体像で掲げた学習

成果の達成の評価について現状を検証し、適切な成績評価基準のあり方を検討する。具体的には、

各授業科目の目標を明確に示し、その目標を達成したことを、どのような基準に基づいて、どのよ

うに評価するかを成績評価基準として明示し、学修到達度を適正に評価する。 

また、授業科目ごとのガイドラインの作成などにより、授業科目ごとの成績評価基準の標準化を

検討する。 

履修科目登録の上限設定については、適正な単位数について見直しを検討する。 

教育課程の体系性と順次性を確保した上で、単位制度の実質化の観点から、学生の学修時間の実

態を把握し、学生の主体的・計画的な学修を促し、学生の質を確保するために、GPA 制度の導入等

を検討する。 

 

○履修指導 

 

大学全体として、人材養成目的を確実に達成するために、4 年間を通じた履修指導体制の充実を

図る。また、履修モデルの充実を図り、卒業後の進路に応じた適切な履修指導を実施できるように

する。 

留年生についても、留年となる理由などを検証した上で、4 年間を通じた系統的な履修指導を行

う中で、適切な対応ができる体制を整備する。また、2009(平成 21)年度に実施した学生証 IC カー

ド化による出席情報管理システムの活用を図り、学生の欠席状況を把握し、各学部との連携により、

学生の指導を充実する。このことにより、課題の発見と対応を早期に行うことができ、また、学生

の態様別の指導が可能となる。 

 

 ○教育改善のための組織的取組み 

 

FDの実質化については、今後、大学において教育を行う教員の資質の向上を目指して、授業内容

や授業方法の改善を図るための研修及び研究に組織的かつ継続的に取り組むことができる実質的な
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体制整備について検討する。具体的には、以下のような事項を検討する。 

 

①全教員が大学全体の理念や教育上の目的について共通認識を持つとともに、FDに取り組む必要

性や重要性に関する意識の涵養を図ることを目的とした、専任教員及び兼任教員に対する研修

の実施を検討する。 

 

②新人教員や実務家教員など、大学での勤務が未経験の教員に対して、大学における教育制度の

基本的な枠組みを理解させるための研修の実施を検討する。 

 

③シラバスの内容を充実する目的から、シラバスの記載項目や記載内容、記載方法などに関する

一定の規則の整備と、専任教員及び兼任教員に対する説明の実施ならびに個別教員に対する記

載指導や助言の実施を検討する。 

 

④学生の学習時間の実態を把握する。また、授業評価アンケートを充実させ、評価結果について、

授業内容や方法の改善に活用する取り組みを、大学として組織的に行う。 

 

⑤他の教員の授業を参観して、自らの授業の内容および方法の改善に役立てるための教員相互の

授業参観の充実についての検討と、授業技術や教材開発等に関する定期的な研究成果発表会の

開催を検討する。 

 

○授業形態と授業方法の関係 

 

授業方法については、学生の主体的な学びを引き出し、学習成果を確実に導き出すような教育方

法のあり方について検討し、必要に応じてその支援体制の充実を検討する。 

情報技術の活用による教育方法の改善も検討する。具体的には、e-ラーニング教材の導入や、

kyonetを利用した事前・事後学習や課題の指示の充実について検討し、必要に応じて、支援体制の

充実を検証する。 
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２．家政学部 

 

【現状説明】 

 

（１）教育課程等 

  

○学部・学科等の教育課程 

 

①家政学部 

 

家政学部の教育課程は、「大学設置基準」第19条第1項による「大学は、当該大学、学部及び学

科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を

編成するものとする」に基づき、全学共通の教養教育科目、家政学部共通で行う家政学部共通科目、

各学科・専攻の教育課程に係る専門教育科目に体系づけられている。その他、教職、司書教諭、学

芸員に関する科目が配置されている（学則第13条）。 

全学共通教養教育科目および家政学部共通科目は 1、2 年次に履修をするように入学時に指導し

ている。全学教養教育科目は、専門を学ぶうえで必ず身につけておくべき基本的な知識・技術を養

成する科目と、幅広く深い教養を培うための科目が配置されている。家政学部では、「基本スキルユ

ニット」の英語、情報処理、「教養ユニット」の「専門を学ぶための教養」（数学、物理学、化学な

ど）の履修を指導している。 

家政学は社会性・公共性の強い分野であり、倫理性の教育を欠かすことができない。倫理性を培

う教育科目としては、2007（平成19）年度から教養教育科目の中で必修科目となった基礎ゼミナー

ルがある。家政学部では基礎ゼミナールの授業の中で、基礎教育と倫理性を培う教育を行っている。 

家政学領域の国際化等の進展に適切に対処できる人材養成には外国語の修得が欠かせない。外国

語科目は、全学共通教養教育科目の「基本スキルユニット」に組み込み、8 単位以上を必要最低単

位数としている。（そのうち4単位は同一外国語であることが必要） 

専攻に係る専門の学芸を教授する専門教育科目は、家政学部共通科目と学科専門教育科目から成

る。学科専門教育科目は、各学科に配置され、各学科の人材養成目的、学問の体系性に応じた教育

がなされている。家政学部の各学科の教育内容は専門分化しているが、これらを共通の基盤として

固めているのが家政学部共通科目である。人間生活と生活諸相そのものを、誕生から死までの人間

の様態に照らして時空的にみつめることのできる「人間生活領域」（家政学原論など17科目）と、

応用科学的な視点を志向する専門科目の学びを純粋科学的な視点で支える「科学領域」（基礎化学、

基礎生物学、基礎物理学など15科目）の2つの科目群がある。これらを学ぶことは、各学科専門教

育科目への橋渡し的な役割を持っている。各学科においては、学科独自の専門教育科目の入門とし

て位置づけられる科目履修モデルを入学ガイダンス時に提示し、学科ごとに必要最低単位数を設定

している。家政学部共通科目については、専兼比率 65.5％であり、専門教育との連続性を確保し、

共通科目の効果の検証を可能にしている。 

卒業に必要な最低単位数は各学科共通で、124単位であり、教養教育科目は28単位（食物栄養学

科管理栄養士専攻のみ20単位）を必要最低単位数としている。教養教育科目のうち「基礎ゼミナー

ル」を必修科目とし、残り26単位は（食物栄養学科管理栄養士専攻のみ18単位）選択科目とし、
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幅広い教養教育科目から選択し、専門教育の入り口教育の役割も担っている（資料3-7参照）。 

家政学部共通科目は、選択科目の扱いとし、学生自身が志向する専門性に合わせて、専門教育を

学ぶ上で必要な基礎的な科目を履修することができる。また、自由選択区分単位も専門教育との関

連する科目を履修できることで重要な位置づけと考えており、被服学科、食物栄養学科では卒業に

必要な最低単位数に認めている。 

教養教育の実施・運営の責任は全学共通教育委員会にあるが、学科の専任教員も科目を担当して

おり、実施・運営の責任を負っている。家政学部共通科目については、家政学部の教務委員会が運

営の責任を持っている。授業は各学科の専任教員及び非常勤講師が行い、月2回の家政学部教務委

員会において内容の適否について討議・検討し、常に改善を図っている。 

 

資料3-7 卒業に必要な最低単位数（家政学部） 

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

必修 2 2 2 2

選択 18 26 26 26

20 28 28 28

必修 86 10

選択必修 4 6 8 10 0 0

100 96 96 96

4 0 0 0

124 124 124 124

建築・デザイン学科

授業科目区分

2

児童学科食物学専攻 管理栄養士
専攻

建築 デザイン

学科・専攻 被服学科
食物栄養学科

2

26 26
教養教育科目

84 68

家政学部共通科目
選択 76 74 41 39 14 12 28 86

学科専門教育科目

80 80専門教育科目小計

自由選択区分 16 16

計 124 124

教養教育科目小計 28 28

専門教育科目

学科専門教育科目
0 31

 

 

②被服学科 

 

被服学科では、生活者の立場から家政学を総合的にまた、理論と実践の両面から専門的に学ぶと

いう理念に立ちながら、被服学分野において、社会の変化と新しい時代の要求に応じて貢献できる

優れた人材を育成するために、人間生活と衣服に関わる諸問題について多角的な教育を行っている。

被服学科では、家政学部共通科目の科学領域の履修を基礎教育として重視し、基礎教育、それに次

ぐ専門教育と体系化されている。また、被服学の国際化等の進展に適切に対応するため、全学共通

教養教育科目の外国語教育を重視している。 

3年次からの専門課程では、2005（平成17）年度から以下の3つのコースを構成し、学生の学問

的興味や将来の進路に応じたコース選択の履修指導を行い、専門的な教育を行っている。流行と緊

密な関係を持つアパレル・ビジネスに対応したアパレル情報コース、衣服における科学的な知識を

背景とした造形・デザインに関する領域を中心とする造形デザインコース、また服装や染織の歴史

と保存科学的知識に修復技術を加えた染織文化財研究の分野をカバーする染織文化財コースの3コ

ースである。 

 被服学科の卒業要件最低単位 124単位のうち、80単位が専門教育科目単位である。そのうち、4
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年次の卒業論文・卒業制作・卒業演習のみが選択必修科目であり（6単位あるいは4単位）、他はす

べて選択科目である。関連科目としての他学科の科目が必要であれば、卒業要件として履修できる

よう自由選択区分16単位を設け、学生の多様な勉学志向に対応できる配置としている。 

 

③食物栄養学科 

 

教育課程は、食物学専攻と管理栄養士専攻とで異なる。 

食物学専攻では、教養教育科目の「基礎ゼミナール」において、「食の専門家」と食の安全性の倫

理性を教育した上で、専門教育科目においては実験・実習を中心として、将来の「食の専門家」と

して社会で活躍する人材として不可欠な実践的知識･技能が習得できる授業科目を配置している。 

 食物学専攻における専門教育科目は必修31単位と選択必修8ないし10単位のほか、学部共通科

目及び学科専門教育科目41ないし39単位の選択科目からなる。専門教育においては、基礎的な科

目から専門的な科目まで体系的に授業を進めていく必要があり、「基礎領域」「食品科学領域」「健康

科学・栄養学領域」「食品加工学・調理学領域」「食文化・食産業領域」に科目を分類し、学生の志

向に合わせた履修ができるカリキュラム配置をしている。本専攻の人材養成目的に不可欠な講義・

実習・実験授業科目は全て必修あるいは選択必修とし、さらに高度な応用内容の授業科目は卒業要

件との兼ね合いで選択科目としている。また、フードスペシャリスト受験に必要な科目を指定し、

全員履修としている。資格関連として、中学高校教諭一種免許（家庭）を履修できるように科目を

配置している。更に、4年次の卒業論文あるいは卒業演習を選択必修科目としているが、4年次配当

科目に他に必修科目がなかったため、2006（平成18）年度から健康科学分野の知識を深める目的で

講義科目3科目のうち2科目を選択必修とした。 

管理栄養士専攻においては、管理栄養士養成施設規則上、専門教育の必修科目が多く配当されて

いるため、教養教育科目の必要最低単位数は20単位と少なくなっているが、可能な限りの教養と倫

理性を涵養させたのちに専門教育科目が教授できるような教育課程としている。学科専門教育科目

は、必修科目が86単位とその大半を占め、「専門基礎分野（社会・環境と健康）・（人体の構造と機

能・疾病の成り立ち）・（食べ物と健康）」「専門分野（基礎栄養学）・（応用栄養学）・（栄養教育論）・

（臨床栄養学）・（公衆栄養学）・（給食経営管理論）・（総合演習）・（臨地実習）」を、管理栄養士養成

施設指定規則に則って専門基礎から専門分野と学べるように体系的に科目を配置している。その他、

資格として栄養教諭一種、中学高校教諭一種免許（家庭）を取得できるように科目を配置している

が、これらの科目群は選択科目となる。 

 

④建築・デザイン学科 

 

 建築・デザイン学科の学科専門教育科目は、以下の2コース4分野の構成とし、分野別履修モデ

ルに従って履修するようになっていて、各ガイダンス（新入生ガイダンス・各学年のガイダンス・

ゼミナールガイダンス・卒論卒制ガイダンスなど）で説明している。 

「建築コース」     建築分野     インテリア分野 

  「デザインコース」   プロダクト分野  グラフィック分野 

教育課程は、教養教育科目、家政学部共通科目、学科専門教育科目、学科コース分野別専門教育

科目からなり、4 年間で専門の学芸を教授し、幅広く深い教養と総合的判断力を持てるように、各



 

 83 

科目間の有機的関係を考慮した構成になっている。 

学科専門教育科目では、建築とデザインに共通して必要となる生活全般に係る知識であるエコロ

ジー、ユニバーサル、生活史全般、デザイン概論などを共通講義科目で学び、それらに共通した技

術である観察･描写、平面・立体構成、木工、写真などを共通演習科目で学べるように科目を配置し、

専門教育科目履修に繋げている。 

学科コース別専門教育科目では、2コース、4分野において学科の人材養成目的を達成するために

必要となる専門知識と専門技術を修得できるように配置されている。 

「建築コース」には、建築の工学技術と美的センスを学び、住生活を建築として提案・実践でき

る「建築分野」と、住空間としての住生活を提案・実践できる「インテリア分野」があり、「建築分

野」では2年次からの「建築設計演習Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ･Ⅴ」で、「インテリア分野」では「インテリアデ

ザイン演習 Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ･Ⅴ」で総合化する力を養い、社会で活躍できる人材として世に送り出せる

教育課程としている。 

「デザインコース」には、家具や生活用品のような立体を考える「プロダクト分野」と、平面的

なデザインとして情報やビジュアルコミュニケーションを扱う「グラフィック分野」がある。学生

は1、2年次に平面と立体の基礎を両方学び、3年次において、学生自身の特性の気づきによって分

野を選択し、グラフィックとプロダクトの専門性を学び、3 年次からの「プロダクトデザイン演習

Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ」、「グラフィックデザイン演習Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ」を経て4年次の卒業制作、卒業論文に繋げてい

くカリキュラムとなっている。 

また、建築コースでは、一級・二級建築士受験資格、インテリアプランナー受験資格を、デザイ

ンコースではインテリアプランナー受験資格を満たす科目編成になっている。 

 建築・デザイン学科の卒業要件124単位のうち、教養教育科目28単位（うち外国語科目8単位）、

専門教育科目96単位が卒業要件となっている。 

「建築コース」では、学科専門教育科目 84 単位のうち、「建築分野」では、71 単位を必修、13

単位を選択必修、「インテリア分野」では、59単位を必修、25単位を選択必修としている。「デザイ

ンコース」では、学科専門教育科目 68 単位のうち、「プロダクト分野」では、24 単位を必修、44

単位を選択必修、「グラフィック分野」では、26単位を必修、42単位を選択必修としている。 

建築・デザイン学科の科目構成の特徴は、主に知識を修得する講義科目群と、学んだ知識をテー

マに沿って総合化し提案する演習科目群に分かれ、演習科目には技術を修得する実技と、事柄を体

感する実験とがあり、演習実技、実験科目が多いことが学科の特性である。学科専門教育科目では

24科目中7科目、学科コース別専門教育科目では「建築コース」で33科目中18科目、「デザイン

コース」では27科目中24科目が、演習実技あるいは演習実験科目となっている。 

上記の科目の配分、ならびに、卒業要件単位に関する専門教育科目の量的配分は、国家試験の受

験資格を確保しつつも、生活者としての総合的人間教育、ならびに、教育目的・人材養成目的を達

成するために適切に配置されている。 

 

⑤児童学科 

 

 教育課程における基礎教育を培う教育に関しては、児童学科では1年次から「児童学基礎演習」

を必修科目として開講し、児童学の枠組み、領域などについての専門的理解ができるようにしてい

る。また、倫理性を培う教育として、1年次から「児童福祉Ⅰ」「現代社会福祉論」という科目にお
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いて、人間の平等や権利といった倫理観を学修している。さらに、「保育実習」「幼稚園教育実習」

などの事前事後指導、「教職論」といった科目では、幼児教育・保育を実践する者としての倫理観を

学修している。 

 児童学科の学科専門教育科目は、児童学科の理念・目的に適合させた科目群を構成している。 

＜教育と保育＞科目群（「教育原理」「保育原理Ⅰ・Ⅱ」「教職論」「教育課程論」）と＜生活と文化

＞科目群（「音楽Ⅰ」「造形Ⅰ」「体育Ⅰ」）では、生涯人間発達、生活環境の連続性を踏まえた児童

理解および教育・保育に関する技能を備えた人材を育成するための基礎的な学修を行う。 

主に2年次以降の＜発達と臨床＞科目群（「障害児保育」「精神保健」「教育相談の理論と方法」「発

達支援論Ⅰ・Ⅱ」「発達支援演習」）は、特別な支援を必要とする児童への対応や発達支援の方法に

関する専門的素養および技能の学修を行う。 

＜福祉と共生＞科目群（「児童福祉Ⅱ」「養護原理Ⅰ・Ⅱ」「家族心理学」「家族援助論」「社会福祉

援助技術」「地域子育て支援論」）では、保護者との相談、家族と地域との連携に関する専門的素養

および技能の学修を行う。 

また、幼稚園教諭一種、保育士、認定心理士資格取得が可能な科目構成となっている。 

児童学科の卒業要件単位数は124単位、そのうち教養教育科目が28単位（うち外国語科目8単位）、

専門教育科目が 96 単位であり、自由選択区分は卒業要件に含まない。専門教育科目のうち、必修

10単位、選択86単位である。なお、学科専門教育科目の必修科目は、「児童学基礎演習（2単位）」、

「総合演習（2単位）」、「課題ゼミナール（2単位）」、「卒業研究（4単位）」である。児童学科の開

設授業科目は、基礎から発展という階層的体系化、児童学科の教育目標に即した体系化がなされて

おり、適切な量的配分となっている。 

 

 ○カリキュラムにおける高・大の接続 

  

家政学部の教育課程内容は、自然科学系の位置づけが大きい。後期中等教育から家政学の高等教

育にスムーズに移行するには、入学前教育と入学後の導入教育が必要である。 

入学前教育としては、各学科独自に推薦入試合格者に対して、課題を与えて準備学習を課してい

る。高校で理科系の科目を十分に学んでこなかった学生に対して必要な導入教育と位置づけている

のは、全学共通教養教育科目の「専門を学ぶための教養」の「数学」、「物理学」、「化学」、「生物学」

と家政学部共通科目の「基礎物理学」、「基礎化学」、「基礎生物学」であり、自然科学系の科目の履

修をすすめている。 

教養教育科目の「基礎ゼミナール」は、各学科の専任教員が担当し、導入教育と位置づけている。

その内容は、本学の学生に共通の事柄に加え、資料検索、演習、実験の知識、レポートの書き方、

テーマの見つけ方、討論やプレゼンテーションの方法まで、各学科独自の専門教育科目を学ぶうえ

で不可欠な知識・技術等を習得するようにしている。 

食物栄養学科の導入教育として、「食物基礎科学演習Ⅰ・Ⅱ」を1年次の専門科目として設けてい

る。基本的な科学や簡単な実験やコンピュータ実習を通して、食物栄養学科の学生が専門科目を理

解するのに必要な数学、物理、化学の知識の習得を目指している。 

建築・デザイン学科では、演習科目の中で必要となる美術的表現を学んでいない学生には、別途、

スケッチなど課題を与えて指導し技術の向上に努めている。推薦入学者に対しては、デッサンと平

面構成の課題、生活の中でのデザインをテーマとしたレポートの課題を課し、入学後に面接をし、
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講評を付して返却している。 

児童学科では、入試において児童学に関する今日的課題を出題し、児童学科で学ぶ適性や学習到

達度の判定を適正に行えるように工夫している。児童学を学ぶための導入科目としては、1 年次に

「児童学基礎演習」を必修科目として開講している。この科目では、児童学科の全専任教員がオム

ニバス形式で授業を展開し、4 年間を通して学ぶ児童学の総合的理念と、児童学の枠組み・領域な

どについての専門的理解を学修している。児童学を学ぶ大学生としての専門的な知識と、バズ法や

ディベートなどの方法を用いて、自主的、主体的な学びの姿勢を養っている。 

 

 ○カリキュラムと国家試験 

 

 各学科では諸資格取得に必要な履修科目を入学時に「履修ガイド」に提示し、4 年間で取得でき

る配置をとっている。その中で、国家試験につながるカリキュラムを持つ学科は、食物栄養学科管

理栄養士専攻と建築・デザイン学科である。食物栄養学科では、管理栄養士国家試験受験資格が、

建築・デザイン学科建築コースでは、一級建築士・二級建築士の受験資格が得られる。 

管理栄養士専攻は、管理栄養士養成施設の指定を受けているため、卒業生には管理栄養士国家試

験受験資格が与えられる。そのため、管理栄養士専攻のカリキュラムは、1年次から 4年次まで、

必修専門科目が配置されている。以前は、1・2年は八王子キャンパス、3・4年は神田一ツ橋キャン

パスに別れていたため、系統的なカリキュラムを構成することが難しかった。しかし、2006（平成

18）年度より神田キャンパスで新入生を受け入れる体制になったため、2009（平成21）年度にカリ

キュラムを改正し、専門基礎分野を学び、続いて専門分野を学ぶ効率的な科目配置をおこなった。

例えば、「基礎化学」→「有機化学」→「生化学」→「基礎栄養学」→「応用栄養学」と、基礎をよ

く理解したうえで応用的な科目を学ぶことができるような構成となっている。4年次には、4年間の

まとめの「総合演習」を配置し、また「卒業論文」、「卒業演習」も選択科目として配置し、専門性

の高い管理栄養士を養成できるカリキュラムとしている。 

また、国家試験対策として4年次には週2日「総合演習」の授業を専任教員が分担し担当してい

る。本学では積極的に学内、学外模試を数回実施し、成績が悪い学生に対しては補習授業を行い、

国家試験合格率100％を目指しているが、当面の目標は90％を超えることである。 

2007（平成19）年の学科改編により建築コースでは、一級建築士・二級建築士の受験資格が得ら

れるカリキュラム編成となっている。また、2008（平成20）年度に建築士制度の見直しがあり、従

来の「建築材料実験」の一部を、「構造設計」に変更することで、2009（平成21）年度から、建築・

デザイン学科の建築コース両分野（建築分野、インテリア分野）において、一級建築士・二級建築

士の受験資格が取得できるようになった。このことから、工学技術の学力強化をはかることができ、

基礎となる自然科学系の科目や家政学部独自の人間生活系の科目、美術系の科目の履修に影響を及

ぼすことなく、人間と環境を考えたバランスのとれた教育が行えるカリキュラムを構築することが

可能となった。まだ、完成年度ではないが、国家試験に関して、現在、支援体制を外部団体と調整

中である。 
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 ○インターンシップ・ボランティア 

 

児童学科の専門教育科目では、2年次に選択科目として「保育インターンシップ（1単位）」を開

設している。この科目では、学生が学外の幼稚園や児童館や、学内の「発達相談・支援センター」

の活動である3歳以下の親子を対象とした乳幼児グループ活動に30時間以上参加し、活動を行って

いる。この科目では、学外の活動現場の指導責任者や児童学科の教員と学生が実践のフィールドを

共有し、理論と実践を統合しつつ、子ども理解と実践力を培っている。 

 

 ○授業形態と単位の関係 

 

学則第16条により、講義、演習は15時間から30時間の授業をもって1単位としている。家政学

部では講義科目は15時間の授業をもって1単位としている。実験、実習科目は学則第16条により

30時間から45時間の授業をもって1単位としている。実験、実習科目は、20人前後の人数を1ク

ラスと設定して行い、毎回、課題レポートが課され、授業時間後あるいは自宅で課題をこなしてい

る。 

家政学部では、4 年次に行う「卒業論文」、「卒業制作」、「卒業演習」、「卒業研究」等を学士課程

のまとめとして重視しており、通年の科目として4～6単位に設定されている。これらの「卒業研究」

等は、4年次 1年間を通じて行う研究であり、最終的な発表も課されており、単位数としては妥当

である。 

児童学科では、「卒業研究」が必修、被服学科では「卒業論文」、「卒業制作」、「卒業演習」のうち

1科目、食物栄養学科食物学専攻では「卒業論文」または「卒業演習」のうち 1科目、建築・デザ

イン学科では「卒業論文」または「卒業制作」のうち1科目が選択必修である。食物栄養学科管理

栄養士専攻では、「卒業論文」、「卒業演習」のいずれかが選択科目とされているが、毎年約3分の2

の学生が履修している。 

食物栄養学科食物学専攻においては2007（平成19）年度からそれまで30時間であった実験・実

習を45時間とし、授業内容の充実を図った。これは、食物学専攻の学生の学習目的意識が希薄化し、

選択科目の実験・実習科目の履修登録者数が減少してきたことを受けて、食物学専攻の人材養成目

的に合わせて、一部の実験・実習科目を必修化し、それに関わる時間数を増加させたためである。 

建築・デザイン学科の演習科目の授業は半期30時間としている。課題を中心に運営されているこ

とから、授業時間割のなかで制作・研究活動が終わるものではなく、一週間という時間単位で活動

が行われるため、授業時間以外に、文献調査のため、現地調査のため、資料収集のため、制作のた

め、プレゼンテーションのための時間等々の事前・事後学習時間が必要となっている。 

児童学科の演習科目の多くは通年2単位、30時間を1単位としている。授業の人数に関しては、

保育士養成に係る演習科目は必ず一つの授業で厚生労働省の指導規則に準じた 50 人以内の人数の

設定をし、講義科目の授業においても原則として50人以内としている。 

 

 ○単位互換、単位認定等 

 

家政学部では、お茶の水女子大学生活科学部との間に、学生交流協定を締結し、お茶の水女子大

学における授業科目を履修した場合に、本学部における授業科目とみなし、単位認定を行っている。
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認定できる授業科目は、卒業要件単位数のうち、自由選択区分の6科目12単位までとしているが、

認定要件は学科によって異なっている。食物栄養学科管理栄養士専攻は6単位まで、また建築・デ

ザイン学科は、専門教育科目のうち家政学部共通科目・学科専門教育科目の選択科目への認定も含

め、6科目12単位まで認定する。なお、児童学科は認定しない。2008（平成20）年度は、単位を認

定された者はいなかった。2009（平成21）年度は、お茶の水女子大学生活科学部2年次学生2名が

本学建築・デザイン学科科目の履修登録を行った。 

国内外の他の大学または短期大学を卒業あるいは中途退学し、新たに本学の1年次に入学した場

合、修得済みの単位を60単位を超えない範囲で、本学において修得したものと認定される場合があ

る。単位認定は各学科によって授業内容を充分確認し、本学のものと照らし合わせ認定している。 

入学前の既修得単位認定に関しては、3年次編入学者に対しても行っている。編入前の学修歴と、

編入後の専門性を担保するための学修を勘案し、50 単位から 75単位の範囲内で既修得単位を認定

して、3 年次編入学者を受け入れるという学部長・科長会の申し合わせに従い、各学科で単位認定

を行っている。 

 

○開設授業科目における専・兼比率等 

 

 家政学部は、学科ごとの専門性が高く、専門科目においては各学科の専任教員が責任を持って教

育するようにしているため他学部に比較して、専・兼比率が高い傾向がある（大学基礎データ表 3

参照）。家政学部共通科目で、全開設授業科目においては 65.3％、各学科の専門科目での専・兼比

率は被服学科62.1％、食物栄養学科83.2％、建築・デザイン学科52.8％、児童学科73.7％である。

特に、食物栄養学科では専兼比率は83.2％と高い。 

 学科専門教育科目における専・兼比率は高く、被服学科では選択必修科目で 100％、食物栄養学

科では必修科目において91.7％、選択必修科目において100％、建築・デザイン学科では選択必修

科目において87.5％、児童学科の必修科目で100％となっている。 

非常勤講師による分担により、教育内容が広範囲に及ぶ利点がある。各学科で、年に 1回（1月

ないし2月）、学科の専任教員と兼任教員（非常勤講師）全員との懇談会を開催し、各学科の教育目

標等を説明し、専任教員と兼任教員とが話し合い、科目間の相互連携が取れるような場を設けてい

る。 

 

○社会人・外国人留学生等への教育上の配慮 

 

家政学部では社会人入学生、外国人留学生に対して、前述した既修得単位の認定以外に、教育上

配慮するシステムを設けていない。ただし、個別の教員が各々の授業において授業についていける

かどうかをそれぞれ注意深く見ながら指導している。 
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（２）教育方法等 

 

○教育効果の測定 

 

①家政学部 

 

教養教育科目の英語に関しては、1年次初めのプレイスメント・テストと 1年次末の統一テスト

が全学的に実施され、教育効果の測定として活用されている。家政学部では、その結果を学科ごと

に検討し、英語教育の効果として検討している。 

家政学部の共通の免許資格として、中学校・高等学校教諭一種（家庭あるいは美術）と学芸員が

ある。2008（平成 20）年度卒業生では、教諭免許（一種）を取得したのは 42 人であった。そのう

ち、中学・高等学校に就職したのは非常勤を含めて5人であった。学芸員の資格を得たのは36人で

あった。 

卒業後の進路については、家政学部の傾向として、2006（平成18）年度～2008（平成20）年度の

状況をみると、資料3-8のとおり、卒業者に対して、就職を希望する者の割合（求職率）は例年80％

台後半から 90％台であり、一方進学を希望する者の割合（進学希望率）は 2006（平成 18）年度の

9.0％から、2008（平成20）年度の4.2％へと、減少する傾向にある。求職者に対する就職者の割合

（内定率）は、例年95％前後、進学希望者に対する進学者の割合（進学決定率）は年度により差異

があり、84％台から96％台となっている。 

就職状況を詳細にみると、大学基礎データ表8のとおり、卒業生のうち、民間企業へ就職する者

が 75％前後から 80％台を推移し、官公庁へ就職する者が 3％前後、教員となる者が、2007 年度は

3.1％であるが、他の年度は1.6％となっている。例年民間企業への就職が大半を占めている。 

進学状況については、卒業生のうち、大学院へ進学する者が例年2～3％程度おり、一方、他大学、

専門学校、留学等の進路をとる者は、2006（平成 18）年度が多く、5.5％となっているが、他の年

度は2％弱という傾向になっている。 

就職について、業界別の内訳としては、資料3-9のとおり、毎年度の就職者数に対して、卸売業・

小売業は2006（平成18）年度が29.2％となっており、他の年度は25％前後、製造業が10％台、サ

ービス業関連が 20％前後という傾向になっている。職種としては資料 3-10 の通り、事務従事者、

販売従事者が、それぞれ30％～40％と高く、20％台前半が専門的・技術的職業従事者（教員・講師・

助手をのぞく）となっている。 

 

資料3-8 進路状況（家政学部） 

家政学部 卒業者数 求職者数
進学
希望者数

求職率
進学
希望率

就職者数 進学者数 その他 内定率
進学
決定率

2006年度 311 270 28 86.8% 9.0% 253 27 31 93.7% 96.4%

2007年度 286 259 13 90.6% 4.5% 251 11 24 96.9% 84.6%

2008年度 313 277 13 88.5% 4.2% 261 12 40 94.2% 92.3%
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資料3-9 業界別就職状況（家政学部） 

就職者数 率 就職者数 率 就職者数 率
農業 0 0.0% 農業、林業 0 0.0% 0 0.0%
林業 0 0.0% 漁業 0 0.0% 0 0.0%
漁業 0 0.0% 鉱業、採石業、砂利採取業 0 0.0% 0 0.0%
鉱業 0 0.0% 建設業 11 4.4% 14 5.4%
建設業 12 4.7% 製造業 41 16.3% 30 11.5%
製造業 38 15.0% 電気・ガス・熱供給・水道業 0 0.0% 0 0.0%
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0.0% 情報通信業 19 7.6% 18 6.9%
情報通信業 10 4.0% 運輸業、郵便業 2 0.8% 2 0.8%
運輸業 1 0.4% 卸売業・小売業 64 25.5% 64 24.5%
卸売・小売業 74 29.2% 金融業・保険業 25 10.0% 41 15.7%
金融・保険業 26 10.3% 不動産業、物品賃貸業 10 4.0% 13 5.0%
不動産業 12 4.7% 学術研究、専門・技術サービス業 13 5.2% 15 5.7%
飲食店、宿泊業 16 6.3% 宿泊業、飲食サービス業 12 4.8% 11 4.2%
医療、福祉 6 2.4% 生活関連サービス業、娯楽業 11 4.4% 4 1.5%
教育、学習支援業 13 5.1% 教育、学習支援業 12 4.8% 16 6.1%
複合サービス事業 3 1.2% 医療、福祉 4 1.6% 8 3.1%
サービス業 31 12.3% 複合サービス事業 5 2.0% 3 1.1%
公務 11 4.3% サービス業 13 5.2% 13 5.0%
上記以外 0 0.0% 公務 9 3.6% 9 3.4%
計 253 100.0% 上記以外 0 0.0% 0 0.0%

計 251 100.0% 261 100.0%

業界名 業界名
2006年度 2007年度 2008年度

 

資料3-10 職種別就職状況（家政学部） 

就職者数 率 就職者数 率 就職者数 率
専門的・技術的職業従事者（教員・講師・助手をのぞく） 55 21.7% 57 22.7% 56 21.5%
専門的・技術的職業従事者（教員・講師） 5 2.0% 9 3.6% 5 1.9%
専門的・技術的職業従事者（助手） 7 2.8% 1 0.4% 2 0.8%
管理的職業 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
事務従事者 73 28.9% 93 37.1% 97 37.2%
販売従事者 107 42.3% 84 33.5% 88 33.7%
サービス職業 5 2.0% 7 2.8% 11 4.2%
保安職業 0 0.0% 0 0.0% 1 0.4%
農林漁業作業者 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
運輸・通信 1 0.4% 0 0.0% 0 0.0%
生産工程・労務作業者 0 0.0% 0 0.0% 1 0.4%
計 253 100.0% 251 100.0% 261 100.0%

業界名
2006年度 2007年度 2008年度

 

 

②被服学科 

 

被服学科の卒業年次の学生は、学年末に卒業研究発表会、あるいは卒業制作発表会のいずれかに

おいて全員がその成果を発表している。これは、被服学科での4年間にわたる勉学の集大成という

べき教育上の効果が直接的に反映されているものである。 

被服学科では専門性を活かす資格として衣料管理士の養成をしており、2～4年次の授業において

教員の専門性に基づく教育を実施し、毎年40名程度の学生が卒業時に資格を取得している。 

資料3-11のとおり、2008(平成20)年度卒業生105名のうち、求職者は93名、求職率は88.6％で

あった。求職者に対する就職者の割合（内定率）は93.5％となっている。一方、進学希望者数は6

名、進学希望率は5.7%であり、うち5名が進学を決定し、進学希望者に対する進学者の割合（進学

決定率）は83.3%であった。 

卒業後の進路では、織物・衣服・身の回り品小売業を中心とした販売従事者、情報通信業の情報

処理技術者、その他多岐にわたる業界の事務従事者、販売従事者、専門的・技術的職業従事者など

として、大学で培った基礎的能力を発揮している。衣料管理士取得者は繊維関連の検査等の学術・

開発研究機関や繊維・衣服等卸売業、織物・衣服・身の回り品小売業、サービス業などの業界に進

んでいる。教員免許状取得者の中には、公私立の中高の家庭科の専任教員、非常勤講師となるもの
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もいる（業界別・職種別就職状況は資料3-12、3-13を参照）。 

 

資料3-11 進路状況（被服学科） 

被服学科 卒業者数 求職者数
進学

希望者数
求職率

進学
希望率

就職者数 進学者数 その他 内定率
進学
決定率

2006年度 91 80 7 87.9% 7.7% 76 7 8 95.0% 100.0%

2007年度 79 73 3 92.4% 3.8% 72 3 4 98.6% 100.0%

2008年度 105 93 6 88.6% 5.7% 87 5 13 93.5% 83.3%

 

資料3-12 業界別就職状況（被服学科） 

就職者数 率 就職者数 率 就職者数 率
農業 0 0.0% 農業、林業 0 0.0% 0 0.0%
林業 0 0.0% 漁業 0 0.0% 0 0.0%
漁業 0 0.0% 鉱業、採石業、砂利採取業 0 0.0% 0 0.0%
鉱業 0 0.0% 建設業 0 0.0% 0 0.0%
建設業 2 2.6% 製造業 7 9.7% 5 5.7%
製造業 6 7.9% 電気・ガス・熱供給・水道業 0 0.0% 0 0.0%
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0.0% 情報通信業 9 12.5% 8 9.2%
情報通信業 1 1.3% 運輸業、郵便業 0 0.0% 0 0.0%
運輸業 0 0.0% 卸売業・小売業 27 37.5% 29 33.3%
卸売・小売業 41 53.9% 金融業・保険業 8 11.1% 13 14.9%
金融・保険業 10 13.2% 不動産業、物品賃貸業 1 1.4% 3 3.4%
不動産業 0 0.0% 学術研究、専門・技術サービス業 5 6.9% 8 9.2%
飲食店、宿泊業 0 0.0% 宿泊業、飲食サービス業 1 1.4% 2 2.3%
医療、福祉 1 1.3% 生活関連サービス業、娯楽業 3 4.2% 3 3.4%
教育、学習支援業 5 6.6% 教育、学習支援業 4 5.6% 5 5.7%
複合サービス事業 1 1.3% 医療、福祉 1 1.4% 2 2.3%
サービス業 9 11.8% 複合サービス事業 1 1.4% 1 1.1%
公務 0 0.0% サービス業 5 6.9% 7 8.0%
上記以外 0 0.0% 公務 0 0.0% 1 1.1%
計 76 100.0% 上記以外 0 0.0% 0 0.0%

計 72 100.0% 87 100.0%

2007年度 2008年度
業界名 業界名

2006年度

 

資料3-13 職種別就職状況（被服学科） 

就職者数 率 就職者数 率 就職者数 率
専門的・技術的職業従事者（教員・講師・助手をのぞく） 2 2.6% 10 13.9% 11 12.6%
専門的・技術的職業従事者（教員・講師） 2 2.6% 3 4.2% 3 3.4%
専門的・技術的職業従事者（助手） 3 3.9% 0 0.0% 0 0.0%
管理的職業 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
事務従事者 19 25.0% 30 41.7% 30 34.5%
販売従事者 48 63.2% 28 38.9% 35 40.2%
サービス職業 2 2.6% 1 1.4% 6 6.9%
保安職業 0 0.0% 0 0.0% 1 1.1%
農林漁業作業者 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
運輸・通信 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
生産工程・労務作業者 0 0.0% 0 0.0% 1 1.1%
計 76 100.0% 72 100.0% 87 100.0%

業界名
2006年度 2007年度 2008年度

 

 

③食物栄養学科 

 

食物学専攻では、諸資格としてフードスペシャリストの養成をしており、3 年次の「食物特別講

義」では複数の教員の専門性を活かした授業を実施し、ほとんどの学生が3年次にフードスペシャ

リスト資格認定試験を受験し、合格している。2008（平成20）年度卒業生では、40名がフードスペ

シャリストの資格を取得した。 
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管理栄養士専攻では4年次の「総合演習」で管理栄養士として具備すべき知識の修得のため、専

任教員全員による授業を実施している。さらに、管理栄養士国家試験の模擬試験を年4回行い、そ

の習熟度を測定している。管理栄養士専攻の学生は、国家試験受験資格取得に必要な単位を取得す

ることにより卒業時に管理栄養士国家試験を受験することができる。本学新卒の管理栄養士国家試

験の合格率は、2007（平成19）年93.4%、2008（平成20）年82.4%、2009（平成21）21年83.7%で

あり、いずれの年も管理栄養士養成施設新卒の全国平均値より高い値を示している（大学基礎デー

タ表9参照）。2008（平成20）年度卒業生51人中、栄養士資格51人、食品衛生監視員・管理者資

格51人、栄養教諭一種26人、中学校・高等学校教諭一種（家庭）6人、管理栄養士国家試験合格

41人の資格取得状況である。 

資料3-14のとおり、2008（平成20）年度卒業生102名のうち、求職者は94名、求職率は92.2％

であった。求職者に対する就職者の割合（内定率）は 100％となっている。一方、進学希望者は 3

名、進学希望率は2.9%であり、全員が進学を決定し、進学希望者に対する進学者の割合（進学決定

率）は100%であった。 

食物学専攻の卒業生の進路状況は、大学院進学者1名であり、就職者の職種は事務従事者が最も

多く、次いで販売従事者、農林水産業・食品技術者などの専門的・技術的職業従事者が多くなって

いる。 

管理栄養士専攻の卒業生の進路状況は、大学院進学者1名、就職者の職種は管理栄養士・栄養士

や農林水産業・食品技術者などの専門的・技術的職業従事者、事務従事者などが多くなっている。

（食物栄養学科の業界別・職種別就職状況は資料3-15、3-16を参照） 

 

資料3-14 進路状況（食物栄養学科） 

食物栄養学科 卒業者数 求職者数
進学

希望者数
求職率

進学
希望率

就職者数 進学者数 その他 内定率
進学
決定率

2006年度 117 106 9 90.6% 7.7% 102 9 6 96.2% 100.0%

2007年度 103 98 3 95.1% 2.9% 97 3 3 99.0% 100.0%

2008年度 102 94 3 92.2% 2.9% 94 3 5 100.0% 100.0%

 

資料3-15 業界別就職状況（食物栄養学科） 

就職者数 率 就職者数 率 就職者数 率
農業 0 0.0% 農業、林業 0 0.0% 0 0.0%
林業 0 0.0% 漁業 0 0.0% 0 0.0%
漁業 0 0.0% 鉱業、採石業、砂利採取業 0 0.0% 0 0.0%
鉱業 0 0.0% 建設業 2 2.1% 0 0.0%
建設業 2 2.0% 製造業 20 20.6% 15 16.0%
製造業 20 19.6% 電気・ガス・熱供給・水道業 0 0.0% 0 0.0%
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0.0% 情報通信業 5 5.2% 5 5.3%
情報通信業 4 3.9% 運輸業、郵便業 2 2.1% 1 1.1%
運輸業 1 1.0% 卸売業・小売業 15 15.5% 21 22.3%
卸売・小売業 20 19.6% 金融業・保険業 12 12.4% 19 20.2%
金融・保険業 11 10.8% 不動産業、物品賃貸業 2 2.1% 0 0.0%
不動産業 2 2.0% 学術研究、専門・技術サービス業 2 2.1% 1 1.1%
飲食店、宿泊業 14 13.7% 宿泊業、飲食サービス業 10 10.3% 8 8.5%
医療、福祉 5 4.9% 生活関連サービス業、娯楽業 4 4.1% 0 0.0%
教育、学習支援業 6 5.9% 教育、学習支援業 4 4.1% 7 7.4%
複合サービス事業 2 2.0% 医療、福祉 3 3.1% 4 4.3%
サービス業 5 4.9% 複合サービス事業 4 4.1% 2 2.1%
公務 10 9.8% サービス業 3 3.1% 4 4.3%
上記以外 0 0.0% 公務 9 9.3% 7 7.4%
計 102 100.0% 上記以外 0 0.0% 0 0.0%

計 97 100.0% 94 100.0%

業界名
2006年度

業界名
2007年度 2008年度
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資料3-16 職種別就職状況（食物栄養学科） 

就職者数 率 就職者数 率 就職者数 率
専門的・技術的職業従事者（教員・講師・助手をのぞく） 37 36.3% 35 36.1% 28 29.8%
専門的・技術的職業従事者（教員・講師） 3 2.9% 2 2.1% 1 1.1%
専門的・技術的職業従事者（助手） 3 2.9% 1 1.0% 2 2.1%
管理的職業 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
事務従事者 28 27.5% 37 38.1% 40 42.6%
販売従事者 29 28.4% 17 17.5% 19 20.2%
サービス職業 1 1.0% 5 5.2% 4 4.3%
保安職業 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
農林漁業作業者 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
運輸・通信 1 1.0% 0 0.0% 0 0.0%
生産工程・労務作業者 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 102 100.0% 97 100.0% 94 100.0%

業界名
2006年度 2007年度 2008年度

 

 

④建築・デザイン学科 

 

具体的な教育効果の測定を、様々な学科独自のアンケートによって行っている。大学祭である共

立祭におけるデザインコースの演習授業やゼミナールで制作した作品展示時でのアンケート、六本

木アクシスビルにあるJIDA（社団法人日本インダストリアルデザイナー協会）ギャラリーでのプロ

ダクトデザイン作品の展示、国連大学と環境省の運営による地球環境パートナーシッププラザや広

尾のJICA、銀座スターバックスでの展示など、学外における作品展示でのアンケートやワークショ

ップでの学生のプレゼンテーションに対する学外の方々の意見を教育効果の測定指標としている。

また、共立女子大学神田一ツ橋キャンパス本館1階で毎年1月末から2月上旬に行われる卒業制作

展においてもアンケートを実施し、内外の方々、特に保護者の方々のご意見を教育効果の測定とし

ている。また、学外の競技設計にも参加し、受賞者などが出ている。 

建築・デザイン学科では、生活美術学科からの改編の完成年度が2010（平成22）年度である。2008

（平成20）年度の卒業生は生活美術学科卒業生であるが、106人の卒業生のうち23人が学芸員の資

格を取得した。建築専攻の卒業生52人のうち23人が2級建築士受験資格を取得した。また、美術

専攻の卒業生54人のうち8人は中学校・高等学校教諭一種（美術）を取得した。 

生活美術学科の卒業生については、資料3-17のとおり、2008（平成20）年度卒業生106名のう

ち、求職者は90名、求職率は84.9％であった。求職者に対する就職者の割合（内定率）は88.9％

となっている。一方、進学希望者は4名、進学希望率は3.8%であり、全員が進学を決定し、進学希

望者に対する進学者の割合（進学決定率）は100%であった。 

美術専攻の卒業生の就職状況は、デザイナーを中心とした専門的・技術的職業従事者、事務従事

者、販売従事者が多くなっている。建築専攻の卒業生は、大学院進学者1名であり、就職者は建設

業、ついで不動産業に進む学生が多い。職種としては、販売職と事務職が多く、建築・設計技術者

などの専門的・技術的職業従事者が続いている。 

（生活美術学科の業界別・職種別就職状況は資料3-18、3-19を参照） 
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資料3-17 進路状況（生活美術学科） 

生活美術学科 卒業者数 求職者数
進学
希望者数

求職率
進学
希望率

就職者数 進学者数 その他 内定率
進学
決定率

2006年度 103 84 12 81.6% 11.7% 75 11 17 89.3% 91.7%

2007年度 104 88 7 84.6% 6.7% 82 5 17 93.2% 71.4%

2008年度 106 90 4 84.9% 3.8% 80 4 22 88.9% 100.0%

 

 

資料3-18 業界別就職状況（生活美術学科） 

就職者数 率 就職者数 率 就職者数 率
農業 0 0.0% 農業、林業 0 0.0% 0 0.0%
林業 0 0.0% 漁業 0 0.0% 0 0.0%
漁業 0 0.0% 鉱業、採石業、砂利採取業 0 0.0% 0 0.0%
鉱業 0 0.0% 建設業 9 11.0% 14 17.5%
建設業 8 10.7% 製造業 14 17.1% 10 12.5%
製造業 12 16.0% 電気・ガス・熱供給・水道業 0 0.0% 0 0.0%
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0.0% 情報通信業 5 6.1% 5 6.3%
情報通信業 5 6.7% 運輸業、郵便業 0 0.0% 1 1.3%
運輸業 0 0.0% 卸売業・小売業 22 26.8% 14 17.5%
卸売・小売業 13 17.3% 金融業・保険業 5 6.1% 9 11.3%
金融・保険業 5 6.7% 不動産業、物品賃貸業 7 8.5% 10 12.5%
不動産業 10 13.3% 学術研究、専門・技術サービス業 6 7.3% 6 7.5%
飲食店、宿泊業 2 2.7% 宿泊業、飲食サービス業 1 1.2% 1 1.3%
医療、福祉 0 0.0% 生活関連サービス業、娯楽業 4 4.9% 1 1.3%
教育、学習支援業 2 2.7% 教育、学習支援業 4 4.9% 4 5.0%
複合サービス事業 0 0.0% 医療、福祉 0 0.0% 2 2.5%
サービス業 17 22.7% 複合サービス事業 0 0.0% 0 0.0%
公務 1 1.3% サービス業 5 6.1% 2 2.5%
上記以外 0 0.0% 公務 0 0.0% 1 1.3%
計 75 100.0% 上記以外 0 0.0% 0 0.0%

計 82 100.0% 80 100.0%

2007年度 2008年度
業界名 業界名

2006年度

 

資料3-19 職種別就職状況（生活美術学科） 

就職者数 率 就職者数 率 就職者数 率
専門的・技術的職業従事者（教員・講師・助手を除く） 16 21.3% 12 14.6% 17 21.3%
専門的・技術的職業従事者（教員・講師） 0 0.0% 4 4.9% 1 1.3%
専門的・技術的職業従事者（助手） 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0%
管理的職業 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
事務従事者 26 34.7% 26 31.7% 27 33.8%
販売従事者 30 40.0% 39 47.6% 34 42.5%
サービス職業 2 2.7% 1 1.2% 1 1.3%
保安職業 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
農林漁業作業者 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
運輸・通信 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
生産工程・労務作業者 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 75 100.0% 82 100.0% 80 100.0%

業界名
2006年度 2007年度 2008年度

 

 

⑤児童学科 

 

児童学科独自の教育効果を測定する方法として、学生が年1回、児童学科の教育内容を評価する

質問紙調査を実施している。また、教育効果の一つとして考えられる諸資格取得状況では、児童学

科ではほぼすべての学生が幼稚園教諭一種の免許、および保育士の資格取得を目指している。実際、

2年次の「保育実習Ⅰ（保育所）」では、1名をのぞいて全員が実習を行い、単位を取得している。

2009（平成21）年度からは新たに「認定心理士」の資格が取得できるようにカリキュラムを変更し、
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約2割の学生が取得を目指している。なお、児童学科は2009（平成21）年現在では完成年度に達し

ておらず、卒業生は出していない。 

 

 ○成績評価法 

 

成績の評価基準は、原則として全学部の評価基準と同じとし、定期試験の結果や出席状況、平常

授業でのレポートや口頭試験などを総合し、100～80点をA、79～70点をB、69～60点をC、59点

以下をD不合格としている。出席不足で試験を受けられなかった場合、途中放棄、未提出の課題が

ある場合はXと評価し、DとXには単位を与えない。授業回数の2／3以上の出席を求め、授業開始

後20分以内の遅参は遅刻として扱い、3回の遅刻で1回の欠席とみなし、期末の試験では授業回数

の1／3以上欠席したものには受験資格が与えられない。授業への出席状況は2009（平成21）年度

からは「出席情報登録システム」で管理されている。 

授業科目ごとに評価の基準、評価の方法、試験の方法がシラバスに示されている。授業内でも学

生に伝えることで、学生への情報開示に努めている。 

教育上の配慮から、1年間の履修上限単位を49単位としている（但し、4年次には上限単位を設

けない、単位数に教職に関する科目は含めない、編入生にはこの条件を適用しない）。この基準は各

学科で共通である。家政学部では必修科目の多い食物栄養学科管理栄養士専攻にあわせた形で、上

限単位を49単位と高く設定した。また成績評価法に教員による差が生じないように、各学科の学科

会議で検討し、教員間の意思疎通がはかられている。 

被服学科における成績評価の方法は、「試験」、「レポート」と「作品提出」、「演習課題に関する

作品提出」を併用している。実習科目には「作品提出」と「試験」に合格することを課し、実験科

目は実験結果報告書（実験レポート）を評価している。4 年次の「卒業論文」の成績評価に際して

は公開の卒業論文発表会を開き、口頭発表、ポスターセッションのどちらかでの発表を義務付け、

評価している。卒業制作、卒業演習で作成した創作品は、作品発表会をファッション・ショー形式

で開催し、公開している。 

食物栄養学科における成績評価の方法は「筆記試験」を重視して実施しているが、実験・実習科

目においては毎回の授業ごとに「レポート」を課して評価する場合もある。卒業時に卒業論文・演

習発表会を専任教員の指導のもとで学生自ら運営させ、総合的な観点から卒業時の学生の質の評価

を実施している。 

建築・デザイン学科における演習の学生課題の成績評価では、設計・制作・提案できる力の習熟

度を、一課題ごとに、「分析･評価・アイディア・計画・形態・表現力・総合力」などのように項目

別に細かく評価をし、それらを平均し、最終的な成績としている。また、対外的な競技設計や展覧

会を行ったり、臨時講師や現場で活躍している建築家やデザイナーを招聘したりして、適切な評価

と指導を得ている。各演習科目の課題の中で優秀なものを講評し学内で展示することで、学内の評

価を得るようにしている。卒業制作においては、7月末の中間発表、12月末の最終発表を設定し、

専任教員と非常勤講師による複数の教員で構成される発表審査会を行い、公平、客観的な成績評価

を行っている。 

児童学科の卒業時の学生の質を検証・確保する仕組みとして、学科の必修科目として4年生に「卒

業研究（4単位）」を設定している。ただし、2009（平成21）年度現在では、3年生までしか在籍し

ておらず、「卒業研究」は実施していない。今後、学生が「卒業研究」の立案、作成、発表について、
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主指導教官とともに学科の全教員が協力して質を確保し、公正で厳格な成績評価を実施する。 

 

 ○履修指導 

 

①家政学部 

 

2007（平成19）年度より履修登録は、年度始めの指定された期間に、1年間に履修するすべての

科目を、kyonetのウェブ履修登録により行っている。 

新入生に対してのオリエンテーション期間中には、教養教育科目や資格関係の科目の履修指導を

教務課が各学科ごとに行っている。同時に各学科の専任教員が家政学部共通科目、各学科専門科目

の履修指導を行っている。その際には、「履修ガイド」「授業概要」の手引き書が参考にされる。担

任、担任助手、諸資格担当者なども履修指導に当たり、学生が理解できていない部分について説明

をし、疑問には回答するなど対応している。 

2年次以上の学生については、新入生と履修登録が重なることがないように工夫し、3月末に先行

して説明があり履修登録させるが、授業開始1週間後に変更の期間を設けている。各年次の学生の

履修状況は、直接の授業担当者、担任教員および担任助手により点検している。また、上限単位に

ついては、毎年教務課と担任が学生ごとに履修指導を行うこととしている。教職などの単位取得の

ために上限単位を超える学生については、取得単位の年次配分などの指導を行っている。 

科目ごとに担当教員が詳細なシラバスを作成し、ウェブ（共立シラバス）上で学生に開示してい

るほか、授業時に説明を加え、15回（半期）または30回（通年）の内容を確認させている。 

また、学年ごとの進級止めはないが、取得単位数の状況を把握し、担任が履修指導も行っている。

再履修科目については再履修科目と配当年次科目が履修できるよう時間割編成の際に配慮し、履修

指導をしている。 

4年次において卒業単位数が不足している場合は、2科目8単位以内に限り再試験を行う規定とな

っている。4 年次の学期末に卒業要件を満たしていない学生は、留年となる。留年者に対しては、

担任及び教務課が個別に対応し、半年（9月卒業）または 1年の履修で卒業要件を満たすように履

修指導を行っている。 

科目等履修生に対しては、申請手続き後、家政学部教授会に教務課作成の一覧表が提出・審査さ

れる。前期末（成績提出後のため、実際には後期第一回目の教授会において）と年度末の教授会に

成績評価が提示され、審査後、単位取得希望者には単位が与えられる。卒業後、諸資格（教職、学

芸員）取得のために科目等履修を希望する場合と、教養を高めるための申請がほとんどである。 

 

②被服学科 

 

被服学科では2005（平成17）年度の新3年次を対象に、ゆるやかな3コース制度を導入した。こ

れは、2 年次の学期末にコース（アパレル情報コース、染織文化財コース、造形デザインコース）

を選択させるもので、1、2 年次で被服学の各専門分野の概要を把握した上でのコース選択である。

初年次オリエンテーションでは、3年次からの 3コース履修を前提とした専門科目の履修モデルを

提示して、履修指導している。また、衣料管理士受験資格取得要件科目を提示して履修指導をして

いる。 
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③食物栄養学科 

 

食物栄養学科では、「食物基礎科学演習Ⅰ」の中でフレッシュマンキャンプを履修指導の一貫とし

て行っている。これは、入学時に、本学園の河口湖寮において行う学科独自のオリエンテーション

で1995(平成7)年度より行っている。このキャンプでは、資料として食物栄養学科独自の「カリキ

ュラムガイド」を作成し、各専攻の目的、授業科目や選択の考え方、資格、および就職状況等につ

いて説明している。学生同士の親睦を深める意味もあり、1泊2日で毎年実施している。 

食物学専攻の専門教育科目は、80 単位中 31 単位が必修であり、選択できる範囲が広くなってい

る。そのため科目を「食品・栄養メジャー」と「食品･調理メジャー」の2つに分け、多様なカリキ

ュラムをどのように履修していけばよいかを食物栄養学科カリキュラムガイドを用いて指導してい

る。また、同時にフードスペシャリスト受験資格取得要件科目を提示して履修指導をしている。 

管理栄養士専攻の専門教育科目は、100単位中86単位が必修と、必修科目が多く選択の幅が狭く

なっている。また、教職「家庭」や教職「栄養教諭」関連の科目も多く、時間割編成上余裕のない

状況であるが、複数開講科目については時間割の組み方などを示し、必要な科目を履修できるよう

指導している。 

 

④建築・デザイン学科 

  

建築・デザイン学科は、1年次に建築コースかデザインコースを選択し、さらに2年次に建築コ

ースは建築分野かインテリア分野を選択、デザインコースはプロダクト分野かグラフィック分野を

選択するよう、履修指導を行っている。その際、どの演習科目を履修するかが重要となるため、4

月のガイダンスにおいて学生の記入方式による履修希望表の提出により集計し、その後、履修結果

を調整し発表している。また、欠席の多い者や課題作品未提出者に対しても、本人および保護者に

それぞれの研究室より連絡をし、履修登録に漏れのないように指導している。 

 

⑤児童学科 

  

児童学科では、独自に「カリキュラムガイド」を作成し、児童学科カリキュラムに関する全般的

注意、実習や資格などの内容、児童学科の教育目標、実際の科目履修の方法について履修指導を行

い、教育目標や履修方法について学生への周知徹底を図っている。また 1 年次、2 年次は 5 月～6

月にかけて担任との個人面談を実施し、成績や履修計画に関する相談を行っている。 

 

 ○教育改善への組織的な取り組み 

 

 家政学部では、全学のFD委員会とは別に、2009（平成21）年度より学部FD委員会を組織し、各

学科のFD活動を集約、周知し、学部の教育の質を高めるようにしている。家政学部FD委員会は、4

学科から1名選出し、合計4名（委員長1名）からなり、全学のFD委員会の活動を学部、学科に広

める役割を担い、2ヶ月に1回の委員会開催をおこなっている。2009（平成21）年度の活動実績と

して、家政学部専任教員の授業科目における改善方策を集約する活動を行っている。 

2009（平成21）年度は、6月の1週間、授業期間における特定期間において保護者および教員相
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互の授業見学を全学的に実施し、家政学部では積極的に専門科目の公開を行った。 

 学生にはシラバスをウェブ上で開示している。シラバスには、科目の内容、教育の目標、担当教

員のオフィス・アワーなどの情報と共に半期の科目では15回、通年の科目では30回の授業内容を

明記したシラバスを作成している。履修の参考にするとともに、授業を受ける心構えとして学生個々

に利用させ、授業前の準備、授業後の復習を促し、自立した授業態度を自覚させるために活用して

いる。  

 学生による授業評価として、専門科目の「授業アンケート」を前期に1回、後期に1回、各専任

教員が選択した科目について行っている。設問内容は、まず学生個々が自己の授業への取り組みを

自覚しているかについて、出席・授業中の私語、シラバスの利用などに関して自己評価させる。つ

いで授業内容に関して質、量、教授法などについて、続いて授業への満足度、今後への期待感など

に関しての項目、最後に当該の担当教員が独自に設定する設問欄も設けてある。学生の授業評価の

結果に関しては担当教員が自己評価（所感）を行い、その開示が義務付けられているため、自己評

価を冊子にまとめ各学科掲示版で学生に開示し、教員、学長・理事長に回覧している。 

全学共通教養教育科目の授業評価に関しては、kyonetのアンケート機能を使って履修学生自身が

行い、その結果をkyonet上で開示している。 

卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みは、現状ではない。また、授業評価

の結果を教育改善に直結させる組織的なシステムはない。 

建築・デザイン学科では、FD活動として、学科の教員同士が学修の活性化のための方策を検討す

るために、臨時講師なども交えた演習課題の講評会や非常勤講師とのカリキュラム懇談会などで指

導方法とその成果について協議する場を設け、その結果を学修方法に反映している。 

児童学科独自の取り組みとしては、学生が児童学科での教育内容をどのように評価しているかを

問う質問調査を実施している。なお、調査結果は、共立女子大学家政学部紀要第54号（2008（平成

20）年1月発行）に「四年制大学の新設児童学科における学生の意識に関する検討－学生生活の実

態および専門領域・子どもイメージ－」という表題で発表している。その結果を参考にし、定期的

に行っている学科会議において、学科の教育内容、方法を見直す話し合いを行い、全教員が担当す

る「児童学基礎演習」「保育インターンシップ」「総合演習」などの科目のシラバスに改善が反映さ

れている。 

 

 ○授業形態と授業方法の関係 

 

家政学部では人材養成目的に呼応し、必修、選択の量的配分を行い、科目に応じた授業形態、授

業方法がとられている。 

特にどの学科においても授業形態として実験、実習、演習科目が多く設定され、講義科目とそれ

に対応する実験・実習、演習の形態の授業が少人数で実施されている。 

児童学科では、演習科目と講義科目において原則として50人以下としている。また、教員間のチ

ーム指導に特色がある「音楽Ⅰ」「音楽Ⅱ」では、実技指導の必要性及び授業内容の多様性から 7

名の教員が指導にあたる授業方法である。また、「保育実習」（事前事後指導）では、教員3名がチ

ームで指導にあたり、学生個々人の実習テーマを明確にするなどの個別指導の授業方法が可能とな

っている。 

家政学部の授業内容は、視聴覚資料を利用しないと理解できない内容が多い。講義室は、すべて
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視聴覚メディアの利用が可能であり、DVD、CD、OHC、パワー･ポイント、ビデオなどを使用すること

で授業方法として学習効果をあげる工夫がなされている。 

被服学科では、被服造形としてCADによる造形や、アパレルに関わるデータ解析・グラフィック

スとしてコンピュータによる演習が行われている。 

食物栄養学科食物学専攻の「食物情報処理演習」などでは、情報処理演習室を使い、情報技術が

修得できる授業方法となっている。管理栄養士専攻の「栄養教育論実習」や「公衆栄養学実習」で

は、情報処理演習室を使い、栄養情報を処理する技術を修得できる授業方法をとっている。 

建築・デザイン学科建築コースでは、「建築 CAD 演習 I・II」において、現在実務で必須の CAD

教育を行っている。デザインコースでは、「CG演習I・II」で平面におけるコンピュータ・グラフィ

ックの演習を行っている。「CG演習I」は基礎として通年で行い、「CG演習II」は応用として主に印

刷などのメディアに対応できる知識と技術を習得する授業方法である。「建築・インテリア演習 I」・

「住生活論」・「ゼミナール」などにおいては、教員のホームページ内にある各授業科目のページに

入って、授業内配布資料のダウンロードや資料画像の閲覧・ダウンロードができるようにして、教

育効果をあげている。学生からの質問や学生への指導がウェブ上で行なえるようになり教育効果を

上げている。 

 

（３）国内外との教育研究交流 

 

①家政学部 

 

家政学部には学部国際交流委員会（各学科より1名委員を選出）があり、全学の国際交流委員会

とタイアップして国際交流に努めている。以下の被服学科の国際交流の事例は、全学の国際交流委

員会を経由して行ったものである。 

 国内との交流として、家政学部は東京地区家政学関連大学学部長懇談会（会員大学12大学）に所

属し、各大学の家政学部におけるＦＤ活動や教育活動についての情報交換を年1回行っている。2009

（平成21）年度は、共立女子大学家政学部が幹事校となっている。 

 

②被服学科 

 

学生たちの国際意識を高めると共に、国際的な場でのコミュニケーション能力を練成する機会を

これまでに下記のとおりに実践して来た。これらにより、学生たちは、自己への認識を深めつつ、

相手側への理解を醸成することが達成されていると考えられる。 

 

1）フランス国イナルコ日本学部からの留学生を 2007(平成 19)年 9 月から 2008(平成 20)年 8

月まで被服学科において受け入れた。研究テーマは日本における家庭のゴミとリサイクルで

あり、学部学生の卒業研究とリンクして、相互の研究活動の活性化を図ることができた。そ

の間、学生たちとの交流も親密に進めることができ、学生たちの国際感覚の練成に役立った。 

2）アフリカのべナン共和国から留学生の受け入れを2008(平成20)年9月から開始した。コン

ピュータ技術の指導を通して、学生たちとの交流が図られた。 

3） 日本学術振興会論文博士支援制度により、タイ国の国立機関研究員の受け入れを 2008(平
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成20)年4月より2009(平成21)年3月まで行った。毎年1月程度本学に滞在し、研究指導を

受けると共に、学生たちとの交流を行った。 

4）本学の派遣留学制度により学部学生が米国セントラル・ワシントン大学で2009(平成21)年

4月より2010(平成22)年3月まで勉学することとなった。 

5）国際環境技術移転研究センターによる研究者招聘事業によりタイ国の国家公務員を2009(平

成21)年8月より2010(平成22)年3月まで受け入れることとなった。学生たちとの交流しつ

つ、大気環境の保全に関わる研究を遂行する。 

 

③食物栄養学科 

 

現時点で該当するものはない。専任教員それぞれが専門家として所属する学会などを通じて国内

外との研究協力を行っているが、それを学生の教育、研究の国際交流推進に直接還元するにはいた

っていない。 

 

④建築・デザイン学科 

 

国内外との教育研究交流については学科として行っており、以下に箇条書きで示す。 

 

1）横浜国立大学・東京工業大学・共立女子大学の共同研究（2006（平成18）年） 

「きづな」をテーマに、これからの集合住宅における住まい方について提案を行い、その成

果をもとに親子とともにワークショップを行った。 

 

2）NPO 法人神田学会 ＋ 神田周辺 5大学（共立女子大学を含む）の共同研究：「インターユ

ニバーシティ神田」（2006（平成18）年） 

NPO 法人神田学会と神田周辺の大学、明治大学・日本大学・法政大学・東京電機大学・共立

女子大学の5大学がインターユニバーシティ神田を構成し、歴史、人の流れ、文化芸術資源、

緑など様々な視点からフィールドサーベイを行い分析し、それらの調査結果をもとに、これか

らの神田のあり方について具体的な提案を行った。 

 

3）東京電機大学と共立女子大学の共同ワークショップ（2009（平成21）年） 

新潟越後妻有で3年ごとに行われるアートフェスティバルの参加作品である。過疎化の進む

小出の集落に活動の場をつくることで村の人々との交流を図るとともに地域に活気をつくり

出すことを目指している。 

 

4)中国・吉林大学人口研究所、社会学部と共立女子大学とで共同研究と国際交流（1990（平成

2）年から） 

中国・吉林大学人口研究所と社会学部の教員と・学生と共同で、中国東北三省に暮らす少数

民族の生活を地域研究として行う。 

 

5）中国国際青年交流中心の中国青年国際人材交流中心の海外顧問として活動 
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国際共同教育・国際人材養成・国際文化交流・国際交流施設に関して、建築学と文化人類学

を基調にした地域研究、並びに、吉林大学社会学部において本学教員が客員教授を行っていた

経験と実績から、海外顧問としては初めての総合アドバイザーとして、企画、運営、監査を行

う。2008（平成20）年5月の高層本部ビルを竣工させ、さらなる発展を目指している。 

 

6）国際NGOコンサベーション・インターナショナル 

グラフィック・デザインコースのゼミ（通年）では、毎年公益性のあるテーマを取り上げて

いる。2004（平成16）年度からは、国際NGOのコンサベーション・インターナショナルとコラ

ボレーションを組み、大学外においても学生の発表の場や作品の展示発表の場が数多く生まれ

ている。 

 

学生作品の展示および発表 

2003（平成15）年10月「水と衛生」：2003（平成15）年度共立祭で発表 

2004（平成16）年10月「地球温暖化の危機」： 2004（平成16）年度共立祭で発表 

2005（平成17）年10月「絶滅危機にある動物」：2005（平成17）年度共立祭で発表 

2005（平成17）年9月～2007（平成19）年2月 

      「生物多様性ホットスポットー地球上の生物多様性を守る」 

主催：コンサベーション・インターナショナル、共立女子大学 家政学部生活美術学科グラ

フィックデザインゼミナール 後援：株式会社リコー  写真協力：環境省、日経ナショナ

ルジオグラフック社、WWFジャパン 

 

この企画はトウキョウマリンニチドウギャラリー（2005（平成 17）年 9 月 12 日（月）～9

月16日（金））世界銀行情報センター（2005（平成17）年10月17日（月）～11月4日（金））

にて公表された。 

 

7）地球環境パートナーシッププラザ（環境省と国際連合大学が共同で運営する環境情報センタ

ー ） 

2005（平成17）年11月25日（金）にゼミ学生が 制作した公共広告新聞案15段を発表し、

自然保護の必要性を呼びかけた。（発表学生20名）  

地球環境パートナーシッププラザでは、2006（平成 18）年 12 月 26 日（火）～2007（平成

19）年 2 月 2日（金）「世界の貧困・生物多様性、そして私たちの生活」途上国に見られる貧

困と生物多様性の関係について、展示パネルを通して表現した。 

 

⑤児童学科 

 

児童学科の国際化への対応では、2007（平成19）年度に開設したという事情もあり、現在、外国

からの留学生や留学生の派遣という実績はない。一方で、OMEP（世界幼児教区・保育機構）日本委

員会の理事を務める教員、国際学会での発表を行う教員もおり、国際的な教育、研究交流を行って

いる。 
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【点検・評価】 

 

（１）教育課程等 

 

○学部・学科等の教育課程 

 

2007（平成 19）年度に教養教育科目が全学共通となった。それに伴い、家政学部の教育課程は、

教養教育科目、専門教育科目、自由選択区分と体系化され、更に専門教育科目の中でも、家政学部

共通科目、学科専門教育科目と体系化され、基礎・基本を重視し、専門の骨格を正確に把握させる

ための教育課程が編成されている。その配分は、学科ごとに異なるが、専門性の確保と幅広い教養

の理解のためのバランスとしては、適切な配分と言える。 

家政学部共通科目の適切性については、科目ごとの履修者数を学科ごとに集計し、家政学部教務

委員会、家政学部教授会において検証している。 

 専門教育科目においては、4 学科独自の学問分野があり、各学科独自に専門教育の教育課程を編

成し、学生の多様な学修ニーズに対応するとともに、社会からの要請や当該学問分野における進展

に対応した教育内容となっている。 

被服学科におけるコース制においては、2 年次の終了時にどのコースに進みたいのかを学生自身

に選択させ、3 年次からは、それぞれのコースで推奨される科目の中から学生に興味のある科目を

卒業要件の下に自由に履修させることが、幅広い学科の学問体系を活かす長所となっているが、そ

の反面、2005（平成17）年に新コース制が始まってから時間が経過しておらず、学生のなかに各コ

ースの理解が十分でないという点が問題となっている。 

 食物栄養学科では、管理栄養士専攻では人材養成目的に適合した体系的な教育が実施されている

が、食物学専攻では専門教育科目に選択科目が多いために、必要な科目を履修をしない学生がおり、

学科専攻の理念にあった教育が十分に行われていなかった問題点がある。 

 建築・デザイン学科では2コース4分野があるが、学科内コース間の有機的関係を図るため、専

門教育科目の中に、学科共通科目を設置し、職能として幅広く深い教養と総合的な判断力、豊かな

人間性を総合的に学ぶことができる体制とし、コース、分野を超えた幅広い知識と技術を修得する

ことが必要とされているが、学生の関心がコース、分野の専門性に偏る傾向があり、学科の理念に

沿った統合的な教育が難しいことが問題点となっている。 

児童学科では、専門教育科目と児童学科の理念・目的とを適合させ、＜教育と保育＞＜発達と臨

床＞＜生活と文化＞＜福祉と共生＞という科目群を設置し、児童の健全な発達を保障する保育・教

育・福祉ニーズ、さらに子育て家庭を含め現代社会の多様な次世代育成ニーズに対応できるように

体系化されており、評価することができる。また、「発達支援論Ⅰ・Ⅱ」「発達支援演習」「家族心理

学」「地域子育て支援論」などの独自の科目を設け、発達支援や子育て支援の理論と方法を学修でき

るカリキュラムを編成しており、今日の社会的要請に対応するものとなっている。問題点としては、

小学校教諭（一種）免許取得希望者が多く、その設置が課題となっている。 

基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制は、全学共通教育委員会が担っているが、各

分科会には家政学部より1名の専任教員が参加して、家政学部の意向を伝えるシステムとしている。 
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 ○カリキュラムにおける高・大の接続 

 

全学共通の教養教育科目のうちの1年次の必修科目「基礎ゼミナール」が導入教育として適切に

設置されている。「基礎ゼミナール」によって大学生に不可欠な知識とスキルを学べるようにしてい

る点は評価できる。全学共通の教養教育科目の基本スキルユニットは、大学生活・社会生活を送る

うえで必ず身につけておくべき基本的な知識・技術を養成する科目が設置されており、また、教養

ユニットは様々な学問への好奇心を啓発するもので、ともにこの目標を達成するために適切に用意

されている。また、家政学部共通科目、学科専門科目においても専門教育への導入教育に努めてい

る。食物栄養学科の「食物基礎科学演習Ⅰ、Ⅱ」、児童学科の「児童学基礎演習」は必修科目として

1年次に開講され、4年間を通して学ぶ専門科目の基礎的理解を深めることができる点が、これらの

カリキュラムが持つ長所といえる。 

家政学部において学ぶ科目は多岐に渡り、それらを理解するためには基礎的な学力が必要となる

にも関わらず、入学試験制度の多様化に伴い、学科の専門科目に適応するための基礎学力が不充分

な学生がみられる。学力や生活力の低下に対応する高・大接続教育が、特に推薦入学者に必要と考

えられる。そのため指定校制推薦入学試験合格者に入学までに各学科独自の課題を出し、学科で学

ぶための準備学習を指示しているが、その内容については現状では不十分であり、今後検討する必

要がある。 

 

 ○カリキュラムと国家試験 

 

食物栄養学科管理栄養士専攻では、管理栄養士国家試験ガイドラインに合わせて、2009（平成21）

年度より新カリキュラムによる授業を行い、専門基礎分野を学び、続いて専門分野を学ぶカリキュ

ラム配置を行い、専門性の高い管理栄養士を養成できるカリキュラムとしている。しかし、管理栄

養士国家試験の合格率が、目標とする90％を超えていないのが学科教育の問題点である。 

 建築・デザイン学科では、建築コースの両分野（建築分野、インテリア分野）で建築士の受験資

格取得が可能である点が長所である。 

 

 ○インターンシップ・ボランティア 

 

児童学科では、インターンシップとして、1 年次は「児童学基礎演習」で幼稚園や児童福祉施設

の見学を行い、2 年次は「保育インターンシップ」を実施している。これらの科目を通して、学生

は早い時期から現実の児童や家庭の課題に関心を持ち、学内での積極的な学修活動につながってい

る点で評価できる。「保育インターンシップ」では、専任教員全員が学生の指導を行い、なおかつ、

体験や研究の成果を冊子にまとめて発表する機会を設けている。 

 

 ○単位互換、単位認定等 

 

 お茶の水女子大学生活科学部との間の単位互換制度は、極めて限定的にしか行われていない。2008

（平成 20）年度は表４のとおり単位認定の実績はないが、2009（平成 21）年度前期は派遣学生 3

名、受けいれ学生2名であった。学生に十分に周知されていないことが問題である。 
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 ○開設授業科目における専・兼比率等 

 

主要な専門教育科目は大部分専任教員が担当しているため（基礎データ表3）、学科の人材養成目

的にあった専門教育を行える点は評価できる。特に、専門教育必修科目の多い食物栄養学科におい

ては専・兼比率は高く適切である。 

 専任教員が補うことができない科目、また専門の専任教員がいない科目において兼任教員（非常

勤講師）に委嘱しているが、主に専門職として実務を担っている方々を委嘱しているので、現在、

社会で仕事を実践している教員が今日的なテーマの投げかけを行うことによって、学生が問題を身

近なものとして捉えることが出来ることが長所である。 

建築・デザイン学科では、学外講師として現場で活躍している建築家やデザイナーを招聘し、適

切な評価と指導を得ることで学生の質の向上を図っている。 

 

（２）教育方法等 

 

 ○教育効果の測定 

 

 家政学部卒業後の進路状況は、各学科の人材養成目的に応じた進路状況であり、就職率は各学科

ともに高いのが長所である。 

  

 ○成績評価法 

 

成績評価法について家政学部では、全教員が「共立シラバス」で授業計画と成績評価基準を公開

し、現状では、成績評価は適切に実施されているが、定性的な評価をする科目、毎回のレポートの

ある科目、出席日数を評価する科目の場合に試験の成績にどのように加味して評価するかの基準の

統一がない。また、同一科目を複数の担当者がいる場合に、基準が統一されないことが問題点であ

る。 

 

 ○履修指導 

 

家政学部では、教務課が行うものと別の時間を設けて担任が、毎年 3月・4月に在校生・新入生

オリエンテーションを行い、履修指導を行っている点は適切である。しかし、短いオリエンテーシ

ョンの時間内では履修計画を理解できない学生がいる点が問題点として挙げられる。 

 

 ○教育改善への組織的な取り組み 

 

2009（平成21）年度から父母を対象とした「授業見学」（1週間）が開始され、家政学部では、ほ

とんどの授業科目が見学対象となった点は教員のＦＤ活動への協力体制は評価される。これは、教

員にも開放されたものであり、教員ＦＤ活動ととらえ、積極的に関わる必要があるが、教員の授業

見学参加者が少なかった。 

各学科における学科会議は、ほぼ2週間に一度の頻度で行われ、学科内の専任教員の教育に有機
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的関係がとられているか、教育の現状と問題点が何なのかを協議している。 

児童学科独自の取り組みとしては、学生の意識や授業の学びを評価する質問調査を2007（平成19）

年度の学科開設当初から年1回（毎年7月）実施している。学生の調査結果を総括すると、児童学

科の学生は、専門教育科目の内容に興味や関心を感じており、授業内容に関しては、概ね理解でき

ると評価していることが示された。 

学生に対する「授業アンケート」によれば、履修に際して公開されているシラバスをある程度参

考にしていると回答する割合が20％程度と少なく、シラバスが十分に活用されていない点が問題で

ある。 

2004（平成16）年に「授業アンケート」が導入されてから、6年経過する。授業アンケートの内

容は、3 学部で共通であるが、結果を授業担当教員に示す方法については学部独自でおこなってい

る。家政学部では、担当教員の結果のみが教員に提示され、それに基づいて自己評価しているが、

家政学部あるいは学科全体で教員自身の学生評価による相対的な位置づけがどこにあるかわからな

いように専任教員に示されているため、教育改善に結びつき難い点が問題である。 

 

 ○授業形態と授業方法の関係 

 

 被服学科の授業形態では、1、2年次に各専門科目の講義科目を履修させた後に、実験、演習科目

に移行し、体系的に学べることが長所である。 

食物栄養学科では授業形態として実験・実習科目が多く、食に対する知識のみならず、技術を修

得する授業方法としている。そのため、実験・実習科目では20～25名程度の学生に教員と助手各一

名が担当して、きめ細かな授業を実施している。このような授業方法は、学習成果を導き出すため

には不可欠であるとともに学生の学ぶ意欲をより高めるものである。   

 建築・デザイン学科の授業形態の特徴は、主に知識を修得する講義科目群と、学んだ知識をテー

マに沿って総合化し提案する演習科目群に分かれ、知識と技術の修得を統合する授業方法である。 

児童学科では、多くの専門教育科目は50人以下の授業が実施されており、バズ法、ディベート法

などを用いた小グループ形式の教育を展開し、学生の学習意欲や目的意識を喚起することができ、

学生の主体的な参画や学習成果を導き出す点で優れた環境を整えている。「児童学基礎演習」「保育

実習Ⅰ（事前事後指導）」「幼稚園教育実習（事前事後指導）」などの科目では、ロールプレイングや

サイコドラマといった行為法を通して学生の主体的な参画や学習意欲を高めていることは、児童学

科の特色ある授業方法として評価することができる。 
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【改善方策】 

 

（１）教育課程等 

  

○学部・学科等の教育課程 

 

基礎教育、倫理性を培う教育として位置づけられている1年次必修科目「基礎ゼミナール」の講

義内容について、全学共通的な内容に関しては2009（平成21）年度に「共立基礎ゼミナールテキス

ト2009」が学生、教員に配布された。家政学部としては、授業に積極的利用すると共にそれに加え

て、各学科独自の内容を組み込んで授業を行っている。また、それぞれの学科会議で引き続き、学

科専門教育に必要な基礎教育の内容を含んだ「基礎ゼミナール」の授業内容の検討を継続し、2010

（平成22）年度を目途にスタートさせる。 

教養教育科目の担当者については、2007（平成19）年の全学的な取り決めとして、学科の専任教

員は教養教育科目を1科目以上担当することとなっており、教養教育科目を担当する教員に学科の

専任教員を充当することを学部教授会、学部教務委員会で積極的に推進し、学部学科の理念に合っ

た基礎教育ができる体制を維持していく。 

専門教育に関しては、被服学科では、3 年次からコース制について学生の理解が不十分であるこ

とに対する対策として、まず学科単位の入学ガイダンスで説明行い、その他2年次の最後にも説明

を行う体制を維持し、3コース制の教育課程に対する学生の理解を深めていくことを2010(平成22)

年度から行っていく。2 年次末のガイダンスの内容については、学科会議で検討し、コース制の考

え方や内容、目的、活用についての学生の理解を一層深めるために、通常の説明に加えて、卒業後

の進路など実際の学生の実例を提示してのガイダンス開設などを 2010(平成 22)年度に向けて工夫

する。 

食物栄養学科では、食物学専攻の専門教育を学科専攻の理念にあったものにするために、専門教

育科目の必修科目数を2007（平成19）年度入学生より26単位から31単位に増加させ、食物栄養学

科の理念・目的等の周知を含めたプログラムに改訂したばかりである。このプログラムを維持しつ

つ、教育効果をフードスペシャリストの合格率や卒業後の進路によって検証していく。 

建築・デザイン学科では、建築・デザイン各コースの独自性を尊重しつつ、学科設置趣旨にもあ

るように、建築とデザインの総合化を図るため、2010(平成22)年度より、コース別演習科目内でコ

ースを超えた共通課題を出すことでコース間の有機的関係を実現し、コースを越えた幅広い知識と

技術の修得をめざす。 

児童学科では、今後も高い専門性を持ち、「子ども達の育つ生活の場をトータルに支援」できる人

材を育成するために、継続して学科会議や学内の小学校教諭免許課程準備委員会（仮称）で検討を

重ね、小学校教諭（一種）免許課程の2011(平成23)年度からの新設を目指す。児童学科付設の「発

達相談・支援センター」の活動について、発達相談や子育て支援の機能を強化するため引き続き学

科会議で検討を継続する必要がある。 
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 ○カリキュラムにおける高・大の接続 

 

食物栄養学科では、導入教育である「食物基礎科学演習Ⅰ・Ⅱ」の1年次前半分であるⅠを「基

礎ゼミナール」に統合して内容を充実することは2010(平成22)年度入学生から実施することになっ

ている。 

児童学科の特色のある科目である「児童学基礎演習」の内容を今後も発展させるために、現在も

作成している学科独自のテキストの内容を改善していくことや、教員間で評価の視点を共有するた

めにさらなる話し合いを児童学科学科会議で進めていく。 

家政学部の特徴である各理系分野における基礎学力（数学、生物、化学、物理）を含めて強化す

る必要がある。この目標を達成するために家政学部共通科目におけるこれらの授業科目数および配

置が適切であるかを学部教務委員会において引き続き検証していく。 

 食物栄養学科では、2010(平成22年)度入学者に対して外部業者が作成した電子媒体による入学前

補習（化学、数学、生物のうち2科目選択性）を導入し、任意制の導入教育を実施することが学部

教授会、全学の学部長・科長会で承認され、実施予定である。効果の検証は、2010(平成22)年度入

学者の学力の推移によって行っていく。 

 

 ○カリキュラムと国家試験 

 

食物栄養学科管理栄養士専攻では新カリキュラムを2009（平成21）年度に編成した。このカリキ

ュラムにおける学生が国家試験を受験するのは2012(平成24)年度となる。それまでは新カリキュラ

ムに逐次修正を加えて学力アップを思考しながら、国家試験合格率の推移によって経過を観察する。

今後は、今以上に管理栄養士国家試験の受験対策について検討する。 

 建築・デザイン学科、建築コースでは、学科会議、家政学部教授会において、建築士国家試験受

験資格取得のためのカリキュラム上必要な施設設備の利便性を高めるための検討を2010（平成22）

年度より再開する。 

 

 ○単位互換、単位認定等 

 

 お茶の水女子大学との単位互換制度については、各学科における学年ガイダンス時や専門教育の

授業時間内に学生に周知するように学部教授会、学部教務委員会において推進し、単位互換制度を

利用する学生数の増加を図る。 

 

 ○開設授業科目における専・兼比率等 

 

家政学部で専任比率が高いのは、各学科の専門教育科目については、専任教員が担当するという

原則があるからである。この原則を維持するために、家政学部教授会における新規専任教員の採用

等では留意していく。 
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（２）教育方法等 

  

○教育効果の測定 

 

 家政学部卒業生の高い就職率を維持するために、3 年次学生に対する就職説明会を各学科主催で

行っていることを継続する。就職進路課と協力して、各学年の担任が中心となって就職支援活動を

今後も行っていく。 

  

 ○成績評価法 

 

家政学部では、成績評価基準については、全教員が授業科目ごとに「共立シラバス」に掲載して

いる方針を維持する。 

 全学のFD委員会では、家政学部から2名の専任教員が参画し、適正な成績評価の導入のための方

策を継続的に検討している。成績評価においては、評価項目の配分をそれぞれ何％にするか示すこ

とが決められ、2010(平成22)年度からのシラバスに明示することとなり、基準の統一化を検討して

いる。 

 

 ○履修指導 

 

 履修指導に当たっては、オリエンテーション期間に学科ガイダンスを行い、担任、担任助手、諸

資格担当者なども参加し、学生が理解できていない部分について説明をし、疑問には回答するなど

の対応をするようにしていくことを各学科会議において、オリエンテーション前に確認する。 

 

 ○教育改善への組織的な取り組み 

 

全学的なFD委員会は2008（平成20）年度に設置され、家政学部では学部のFD委員会を2009（平

成21）年度に設置したばかりであり、今後活動を継続していく。「授業見学」をFD活動の一環とし

て、毎年継続する。「授業見学」を教員による相互の授業評価とらえ、2010(平成 22)年度からは家

政学部教授会を中心に授業見学期間には教員に対し積極的参加を働きかけていく。2009（平成21）

年度は参加率のデータを家政学部としては示すことができなかった。事前、事後に見学授業を登録

させる方法を学部FD委員会、教授会で検討していく。 

 「授業アンケート」を学生が授業時間中に携帯端末で行えるシステムを導入し、アンケート実施

と集計の効率を高めることが全学FD委員会で検討され、2009(平成19)年度後期より実施する。 

 児童学科独自の取り組みである学生の意識や授業の学びを評価する質問紙調査は、今後も維持し

ていく。 

 シラバスの学生の活用を高めるには、シラバスを講義担当教員が活用して毎回使用するようにし、

シラバスの形骸化を防止するために、学部教授会、学部教務委員会で教員の意識を高めていく。 

 授業アンケート結果の教員への提示方法については、学部のFD委員会と学部教務委員会で検討を

進める。2010（平成22）年度以降に変更を検討する。 
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 ○授業形態と授業方法の関係 

 

 家政学部では、授業形態と授業方法については学科会議で継続的に審議されている。2009（平成

21）年度から授業時間割については、学科がそれぞれ学科会議、学科教務委員の間で決めてその後

に教務課と講義室、実験・実習室の決定、時間割の調整がなされるようになり、学生がさらに講義

科目、演習科目、実験・実習科目をバランスよく履修できるよう改善をはかっている。これにより

学科の教育指導の意向が授業形態により反映されるシステムとしていく。 
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３．文芸学部 

 

【現状説明】 

 

（１）教育課程等 

 

 ○学部・学科等の教育課程 

 

文芸学部は文芸学科1学科から成り、全学共通の教養教育科目を土台として、その上に積むべき

専門教育として学部の教育を構築している。 

教養教育科目は日本語の表現能力、外国語、情報処理の基礎など、大学生活・社会生活を送るう

えで身につけておくべき基本的な知識・技能を学ぶ「基本スキルユニット」と、専門を学ぶための

教養、社会人としての教養、さらに社会生活を送るうえで必要な教養を身につけるための「教養ユ

ニット」という2つのユニットから成っている。そのうち、「基礎ゼミナール」「情報基礎」、「情報

処理」の3科目は1年次での必修とし、また選択必修外国語として2カ国語を修得することとして

いる。しかし、その他の教養教育科目は、従来の教養科目のようにそれを修得してから専門を学ぶ

という段階方式ではなく、1年次から4年次までの間に専門科目と並行して学びつつ、必要な教養、

判断力、人間性を涵養して、社会人として責任ある役割を果たすための準備をすること、言い換え

れば、社会の倫理的な規範を身につけていくことがその目的となる。 

学部教育としては、文学と芸術を中心とした教育･研究を行うが、各国、各時代の文学や芸術をた

だそれのみの専門的研究として完結させるのではなく、文学と芸術の世界を、様々な視点から幅広

く深くとらえることのできる人間の育成を目指している。文学と芸術は人間性の根幹にもっとも深

くかかわるものであり、両者を深く学ぶことは、まさに人間にとって普遍的な倫理性の探求に他な

らない。 

文芸学部は、カリキュラムを通じて、学生に、人間や文化についての知識や洞察力、さらには文

学と芸術の両分野を横断する幅広い教養、社会性、あるいは語学やメディアに関する素養や実力を

身につけさせようとする。特に、情報を集め、分析し、独自の結論を出すという能力を育てること

を重要視している。1 年次の後期に設置されている「文芸ゼミナール」から始めて、各年次に配当

されている演習、講読、制作実技の授業で、卒業論文、卒業制作の準備を進め、4 年次の「卒業論

文・卒業制作ゼミナール」でその完成までに至るプロセスで、この能力を徐々に段階を踏んで修得

させるように配慮している。そのような能力を養うために、文芸学部のカリキュラムは体系化され

ている。 

メディアに関する素養として、情報の受発信に関わるメディアの重要性が増大していることに鑑

み、多様なメディアに対する基本的な運用能力を身につけさせることをまず第一に必要なことと考

え、教養教育科目の「情報基礎」「情報処理」（各半期）を必修としていることは前述の通りである。

さらに高度の情報実技を修得できるよう多くの実技科目を設置しているが、情報化の進展する現代

社会において多くの問題が生じていて、私たちの一人一人のメディアに対する姿勢が問われている

という認識のもと、「メディアと倫理」「メディアと法律」などのメディア関係科目を設置して、さ

まざまなメディアを駆使・活用していく上で必要とされる社会的倫理性を身につけるよう配慮をし

ている。 
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文芸学部は創設以来文学専攻と芸術専攻の 2 専攻にコースを置く制度をとってきた。1963(昭

和)38年以来6コース制を続けてきたが、2001（平成13）年度に文芸メディアコースを新設して7

コースとなった。その翌年、2002(平成 14)年度に学部のカリキュラム改革を実施し、「基幹科目群

Ⅰ類」「基幹科目群Ⅱ類」「研究科目群」という3区分からなる科目構成をとった。さらに2007（平

成19）年度に、学生の学修ニーズが多様化し、領域横断的になってきていることに応じて、組織再

編を行い、従来の2専攻制から文芸学科1学科制とした。それと共にカリキュラムも大きく変わっ

たが、学部創設の理念は継承されている。2007（平成19）年度の変更点は、下記のとおりである。 

 

①それまで文芸学部が学部専門科目に直接つながる基本的な科目として位置づけていた「基幹科

目群Ⅰ類」の諸科目が「教養教育科目」として吸収されて全学的な科目となった 

②専門科目が、それまでは「基幹科目群Ⅱ類」「研究科目群」という分類であったものが、「文学

系」「芸術系」「総合系」「メディア系」に分類され、それぞれが専門の「基礎」「展開1」「展開

2」という下位区分を持つ構成となった。 

 

2007（平成19）年以前は「基幹科目群Ⅰ類」が文学・芸術の基礎教養科目であった。これは、〈思

想・芸術〉、〈伝達・表現〉、〈環境・行動〉に3区分され、〈思想・芸術〉には哲学的科目、心理学的

科目、歴史の世界、文学の世界、演劇の世界、美術の世界、音楽の世界として括られるさまざまな

人文科学系科目を、また〈環境・行動〉には法律学、経済学、社会学、文化人類学、民俗学などの

社会科学系の科目に加えて、文系に必要とされる生命科学を配置していた。そして人間の内面性に

関わる人文科学〈思想・芸術〉と、外的な環境に関わる社会科学〈環境・行動〉を結ぶ一種の道具

となりうるものとして、〈伝達・表現〉という括りで外国語科目と情報処理の科目を配置して、これ

ら3区分を文学と芸術を学ぶ上での基礎教養と位置づける構成をなしていた。 

「基幹科目群Ⅱ類」は各コースの専門の中で是非学ばなければならない概論、各論、演習科目を

精選し、必修または一部選択必修として18から22単位に絞って配置、「研究科目群」は専門性をさ

らに広く展開し、深く探求する科目をコースの区分をしないで配置し、コースの専門の枠を超えて、

文学と芸術の両分野を横断的に学ぶことを可能にしていた。 

2007（平成19）年度の改組により、基礎教養的な科目は全学共通の教養教育科目にまとめられた。

また、専門科目は、「専門基礎分野」「専門分野Ⅰ」「専門分野Ⅱ」という科目群を設け、この科目群

の中に、文学系領域・芸術系領域・メディア系領域の3つの主要な専門領域に加えて総合系領域を

設置して、それぞれの領域に配置された科目を系統的に学ぶことができるように組み立てられてい

る。文学系領域は、文学などの表現と受容に関する科目、芸術系領域は劇芸術と造形芸術などの表

現・受容に関する科目、メディア系領域は、情報化社会における発信・伝達・受容に関する科目を

中心としており、また総合系領域は、文学・芸術の枠を超えた総合的な取り組みを視野に入れた科

目構成になっている。 

授業科目をその特色に応じて分類し「履修コース」として設定した7コースのうち、日本語日本

文学コース、英語英米文学コース、フランス語フランス文学コースの3コースは、文学系領域の科

目を中心に、劇芸術コースと造形芸術コースの2コースは芸術系領域の科目を中心に、文芸メディ

アコースはメディア系領域、文芸教養コースは総合系領域を中心に、学生が、それぞれの領域に軸

足を置きながら、興味・関心に合わせて、分野横断的に広く学べるように科目配置がなされている。 

「専門基礎分野」の科目は基本的に1年次配当とし、「専門基礎分野」の概論や関連科目を履修し



 

 111 

ながら、専門の基礎を多様な視点から学びながら、志望のコースを決める。学生はコースに分かれ

たのち、「専門分野Ⅰ」の専門分野をさらに展開した各種の各論と「専門分野Ⅱ」の具体的、実践的

に専門分野を深める、講読・演習・実技実習科目を段階を追って学ぶように科目が配置されている。 

各コースは次のような教育目標を掲げているが、いずれのコースに進むにしても、常に広い視野

に立って、文化全般にわたる柔軟な理解力を養うことが目的とされている。また、学生の多様な学

習ニーズに対応するため、必要に応じて、複数の領域にまたがる履修も可能としている。 

 

①日本語日本文学コース（改組前は「日本文学コース」）では、日本文学の特質を、体系的・歴史

的に教育することを目標とし、作品の理解・鑑賞の基礎能力養成につとめ、広く日本文学の世

界に親しむことができるようにする。さらに問題意識の深まりに応じた専門的研究方法の修得

を心がける。また国語の特質や変遷などを扱う国語学の研究・教育にも力を入れる。 

②英語英米文学コース（改組前は「英文学コース」）は、英米の文学を鑑賞・研究する能力を養う

とともに、英語圏の人びとの思想や文化についての理解を深めることを目標にし、そのための

総合的な英語の運用能力を高めるよう、十分な配慮をする。また文学の背景となる社会・歴史・

文化を学ぶため、比較文化をふくむ文化関係の科目の充実をはかる。 

③フランス語フランス文学コース（改組前は「仏文学コース」）は、フランス文学・語学の研究を

とおして、伝統あるフランス文化を摂取し、フランス人の感受性、批判精神、合理的なものの

見方・考え方を教育することを目標とする。そして、フランスの歴史・文化に対する知識を深

めると同時に、実際に役立つフランス語を学生に修得させることを目指す。 

④劇芸術コースは、演劇などの舞台芸術を中心に、映画・放送(ラジオ・テレビ)をふくめたドラ

マに関するジャンルで、その本質や歴史についての基礎的な知識を与え、広範な劇芸術に関す

る教養を高めることを目標とする。また多様化する現代演劇の動向や、放送ドラマの現状など

にも、常に学生の眼が向けられるよう配慮する。 

⑤造形芸術コースは、日本・東洋・西洋などの各地域、各時代の、絵画・彫刻・工芸・建築など

の様式や意味、歴史の研究とともに、デッサン・絵画・彫刻・デザイン・木工・金工などの制

作を重視し、理論(美学・美術史研究)と実技の両面から幅広く造形芸術を把握させることを目

標にしている。卒論に代えて、絵画と彫刻の卒業制作も可能である。 

⑥文芸教養コースは、文学や芸術を特定の範囲にとらわれずに学びながら、基礎的な知識と幅広

い教養を深め、広い視野から、人間としての深みのある生き方、より良い生き方を考えていく

ことを目標とする。文学・芸術と歴史・思想史との関わり、とりわけ、内外の文化史・思想史

関係の科目に重点がおかれるように配慮する。 

⑦文芸メディアコースは、「メディア」という視点から、文学作品あるいは芸術作品をとらえ直す、

または、文学作品あるいは芸術作品から「メディア」をとらえ直す。同時に、人間の生活のな

かで、さまざまなメディアが及ぼす影響や、メディアが持っている問題そのものを考え、メデ

ィアを通じて人間と社会を深く思考する。 

 

外国語科目については、創設時から外国語2カ国語を必修とし、高い外国語実用能力を備えた人

材を世に送り出している。外国語を学ぶことは、単に言語技能の修得にとどまらず、異文化への理

解や共感を促進し、他者の立場から自己を見つめる目を養うという効果がある。英語を重視して外

国語2カ国語は課さないことが趨勢となりつつあるが、複眼的な視野の広がりを重視して2カ国語
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必修を維持している。 

また、外国語2カ国語の必修に加えて、文学・芸術を古典古代まで遡って学ぶためにも、語源や

派生語を知ることで近代語の学習に役立てるためにも必要であるという考えから、ギリシャ語、ラ

テン語の古典語2カ国語のクラスを設置している。 

 

卒業要件単位数は、各コースとも124単位である。2009（平成21）年度の入学生の授業科目区分

毎の必要最低単位数は以下の資料3-20のとおりである。教養教育科目においては「基礎ゼミナール」

と情報関連科目6単位が必修であり、選択科目の中には外国語科目の選択必修が10ないし12単位

が含まれる。 

専門科目においては、専門分野Ⅱ科目に含まれている「卒業論文・卒業制作ゼミナール」2 単位

と「卒業論文・卒業制作」6単位計 8単位を除くと、ほぼ基礎と、講義系各論、演習・実技系が同

じ割合配分になっている。そして教養教育科目以外から選択する26単位は専門分野のどこからでも

履修できるようになっており、学生は自分の興味・関心や、理解度についての判断に応じて、重点

的に履修配分ができる。なお、他学部開放科目もこの中にカウントされるので、専門基礎分野科目、

専門分野Ⅰ科目、専門分野Ⅱ科目のバランスを崩さずに、他学部の科目の中から専門の周縁の科目

を選んで履修し、専門知識の補強ができるように考えられている。 

 

資料3-20 卒業に必要な最低単位数（文芸学部） 

必修科目 6

選択科目 22

必修科目 2

選択科目 20

必修科目

選択科目

必修科目 6

選択科目 22

合　  計 124

文芸学科

専門分野Ⅱ科目 28

教養教育以外の全科目から 26

専門基礎分野科目 22

専門分野Ⅰ科目 20

　
　　　　　　　　　　　　　　　学科

授業科目区分

教養教育科目 28
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卒業要件となる必修および選択必修科目はいずれのコースの場合も 22 単位に絞られて設定され

ている。これは、国語、英語、フランス語、美術の教職課程を履修する際の各教科に関する科目の

必要最低科目数に合わせて、専門分野において必要な知識・技能の修得を保証する方法を採ったこ

とによる。これに加えて「卒業論文・卒業制作ゼミナール」2単位と「卒業論文・卒業制作」6単位

の計8単位を必修とする。これによって段階を踏んだ専門の体系性はしっかりと維持されながら、

それ以外はコースを超えて多様な科目を自由に履修できることになり、文学と芸術の両分野を横断

的に学ぶという文芸学部の理念あるいは理想を具現する態勢が整えられている。 

 

2001(平成13)年の文芸メディアコースの発足以降、メディア関連の科目を多くそろえ、文芸メデ

ィアコースに所属する学生だけでなく、学部の全学生にメディアへの知識・理解を深めさせるよう

配慮している。現代では、メディアはもはや単なる情報伝達の手段の域を超えて、情報そのものへ

の影響力を発揮し始めており、メディアに関わる倫理や思想の整備が求められている。文芸学部で

は、新カリキュラムにおいて、時代のニーズに応じて、メディア関連の科目を増設・強化して、単

にパソコン運用等の技術を教えるのではなく、文学・芸術の知識・理解を基礎として、メディアへ

の深い理解を学生に求めると同時に、現代社会の複雑な状況に対応する能力を高めるよう配慮して

いる。 

 

文芸学部は、卒業論文執筆を重要課題として位置づけ、1年次の「文芸ゼミナール」から4年次の

「卒業論文・卒業制作ゼミナール」までの流れのなかで、情報収集から立論までの過程を「技能」

として学生に身につけさせようとしている。当然、パソコンその他の情報収集のための手段にも習

熟することが求められ、情報技術の授業科目を充実させている。各演習科目においては学生の自主

的な調査・研究を重視し、さらにそれを口頭発表するという経験を積ませることにより、プレゼン

テーション能力を高め、強く自主性の求められる現代社会においてリーダーシップを発揮できるよ

うに配慮している。 

 

コースとは別に、科目選択のめやすとなるよう配慮して、関連ある科目を5～10程度まとめた「講

座」を資料3-21のとおり設定している。「講座」は、講座群A（実務）と講座群B（文化）に分かれ

ており、この講座を履修することにより、学生はある程度まとまりのある知識や技能を身につける

ことができる。例えば、「情報処理検定講座」「編集技術講座」「英語通訳ガイド講座」などのよ

うに将来の進路の方向付けをする講座では、メディア機器の操作法や外国語など個々の科目では「技

能」となりにくい場合でも、まとめて履修することにより「技能」と呼びうるものを修得すること

ができるように配慮している。また、所定の科目を修得すると修了証が与えられ、就職の際には、

有効利用することもできるので、登録者は以下に示すように当初予想したよりも多くなっている。 
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資料3-21 講座別登録者数一覧（2009年度） 

講座群 講座名 1年 2年 3年 合計 

情報処理検定 8 21 14 43 

編集技術 18 21 14 53 

広告制作  14 21 35 

広告コピー制作  18 15 33 

英語通訳ガイド 18 23 10 51 

A 

フランス語通訳ガイド 5 12 10 27 

編集文化 27 31 32 90 

広告文化 7   7 

シェイクスピア 3 9 1 13 

日本人論 2 17 5 24 

ポピュラーカルチャー 13 20 10 43 

B 

地中海 3 7 6 16 

合計  104 193 138 435 

                              

学部に開設されている授業科目のほかに、「他学部開放科目」として、家政学部と国際学部に開

設されている科目からも履修をすることが可能になっている。家政学部の服飾史、食物史などの専

門史の科目や、家族関係や消費経済学の科目など、また国際学部の国際経済や国際政治、イタリア

語などの外国語科目など、文学、芸術の周縁的な知識として必要なものを修得する機会が得られる

よう配慮されている。 

 

なお、教養教育科目の実施・運営は、全学共通教育委員会が担っている。全学共通教育委員会に

は、学部の専任教員が委員として選出され、検討に参加している。 

 

○カリキュラムにおける高・大の接続 

 

1971（昭和46）年度より1年次に「教養ゼミナール」（学生を20人程度のクラスに分け、専任教

員が担当する）という通年の必修科目を設け、学部教育の特色として大学への導入教育を行ってき

た。2007（平成 19）年度に教養教育科目の「基礎ゼミナール」が開講されたことに伴い、「教養ゼ

ミナール」もこれに移行したが、文芸学部は2008（平成20）年度より後期にも専門基礎分野として

必修の半期科目「文芸ゼミナール」を開講し、文芸学部の教育的伝統を継続することとした。 

前期「基礎ゼミナール」は全学共通教育委員会が作成したガイドラインに従って担当教員が自己

の専門領域と関わりなく導入教育を行うものであるが、後期「文芸ゼミナール」は担当教員が自己

の専門領域の極めて一般的な部分と関わりを保ちながら、学生に資料収集、発表、討論などの方法

を伝えるものである。教員の専門領域に触れることで、学生は大学における学問や教育についてよ

り明確な認識を持つことが可能になり、このことは、学生が2年次以降にコースに進んで自らの専

門領域を持ったときに重要な意味を持ってくる。文芸学部には専門科目運営委員会があり、ここで

「基礎ゼミナール」の運営、「文芸ゼミナール」の管理を行い、より高度な教育のために検討を重ね
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ている。 

2002（平成 14）年度の改組では、「基幹科目群Ⅰ類」の〈伝達・表現〉の「語学的」という区分

において、外国語科目をまとめた際に、英語の基礎力を重視する観点から科目を編成した。学部独

自のプレイスメント・テストを実施し、以後継続的に設置している。 

2007（平成19）年度の改組により外国語の必修科目のほとんどは教養教育科目に組み込まれたが、

この英語の基礎を中心としたクラスだけは学部の外国語科目として残されて現在にいたっている。

現在は全学共通のプレイスメント・テストの成績により、文芸学部の学生の下位45位を成績順に3

クラスに分けている。必修ではなく履修を勧めるだけだが、ほぼ全員が履修しており、概して出席

率もよく、成果を上げている。 

 

 ○授業形態と単位の関係 

 

 半期（15週）につき、原則として講義科目は2単位、演習・実習科目は1単位としている。 

授業の単位数は、授業形態とともに、学生が授業内容を十分に咀嚼し身につけるための諸条件や、

一学年で履修できる単位数の上限を考慮し、課外学習やサークル活動なども含めて、一週間の生活

時間の中で、無理なく充実した大学生活が送れることを前提として定められている。  

 卒業に際しては、卒業論文または卒業作品（造形芸術コースにおいては、油絵・彫刻、劇芸術コ

ースにおいては戯曲・シナリオ）の提出が全員に義務付けられている。これは、4 年間の勉学の集

大成であり、相当の時間と労力を費やして完成される。 

卒業制作を選択する場合には、下位年次からの積み重ねと選別が求められるのは言うまでもない

が、卒業論文の執筆に対しても、3年次の半ばから学部全体で体系的な指導を行う。4年次には全員

がそれぞれの「卒業論文・卒業制作ゼミナール」を履修し、本格的な学術論文執筆のための指導を

受け、発表・討論を繰り返し、綿密な個人指導を受けながら完成をめざす。 

 このような過程を前提として、「卒業論文・卒業制作ゼミナール」に2単位、卒業論文・作品に対

する口述試験・審査を経て「卒業論文・卒業制作」に6単位を配当し、いずれか一方が欠けても卒

業できないという厳格な指導体制をとっている。 

 

 ○単位互換、単位認定等 

 

編入生に対しては、カリキュラムに応じた独自の単位認定基準を設定し、編入学後の大学教育に

おいて、それまでの課程が有効に活かされ、かつ卒業時において1年次からの入学生に比して教育

成果に偏りや欠落が生じないように、綿密な認定を行っている。 

 まず、編入学予定者から提出された申請書を基に、各コースの担当者が、修得または修得予定の

科目一つ一つについて、当該短期大学等のカリキュラムやシラバスを丹念に調査した上で原案を作

成し、さらに教務委員会において全員の単位認定について厳密な検討を行う。このようにして作成

された単位認定案を、教授会において審議・承認することによって、最終的な単位認定が決定され

る。入学後に提出された成績表に照らし、間違いなく単位取得がなされたことが確認された上で、

学部に設置されたそれぞれの科目について認定される。 

 新入生が他大学・短期大学あるいはそれに相当する教育機関において履修した既修得単位につい

ても、これと同様の基準・過程に基づいて認定が行われる。 
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 いずれの場合においても、入学後の勉学および学生生活が、学生本人の希望を満たし、かつ過重

な負担を強いることがないよう、細心の配慮をもって認定作業に当たっている。同時に、そうした

経験知が確実に積み重ねられ、不公正を回避しつつ柔軟な対応ができるよう努力を続けている。 

学生が、アメリカ、イギリス、スイス、オーストラリア、中国などの協定校、提携校、認定校に

留学し、単位を取得した場合には、申請された科目について教務委員会で検討した上、学部設置科

目と同様の内容であると認められた場合には、当該科目を修得したものと認定される。 

 また、休暇中に大学が主催する協定校における海外研修に参加したか、あるいは提携校などにお

ける所定の研修に個人で参加して、所定の課程を修めた者に対しては、教養教育科目「自己開発」2

単位が認定される。 

 

 ○開設授業科目における専・兼比率等 

 

文芸学部の専門科目の専・兼比率は大学基礎データ表3のとおりである。 

教養教育科目の「基礎ゼミナール」（必修・前期）はすべて専任教員が担当しており、それに続く

学部の必修科目である「文芸ゼミナール」（後期）もすべて専任教員が担当している。学部への導入

の役割を果たす1年次の必修科目をほとんど専任教員が担当し、同様に、最終年次の必修科目であ

る「卒業論文・卒業制作ゼミナール」もすべて専任教員が担当している。また、劇芸術コース、文

芸教養コースでは、2年次、3年次の演習もすべて専任教員の担当として、各年次で必ず専任教員の

少人数ゼミナールで指導を受けるように配慮している。全開設授業科目において、専・兼比率は

50.1％を確保し、主要科目には専任教員を配置した上で、非常勤講師を活用している。 

 

 ○社会人・外国人留学生等への教育上の配慮 

 

社会人入試と外国人入試を実施しているが、社会人の入学に関しては、1年次に新入生として入学

してくる学生より、編入学で3年次に入学してくる学生の割合が大きい。短期大学を卒業して、就職、

結婚、子育てが終わってから、ようやく自身の学修を考える余裕のできた女性、または高等学校を

卒業後、就職、結婚し、同じように余裕ができた時に、まず短期大学へ進学し、その後さらに学修

意欲に燃えて大学を目指す女性など、経緯は一様ではないが、50歳代、60歳代、場合によっては70

歳代で編入学する学生もいる。 

年代的には四年制大学への進学が未だ少なかった世代の女性たちで、能力と意欲は概して高いが、

体力や時間的な余裕の問題など学生の状況はさまざまであり、教育上の配慮を個別に必要とする場

合が多い。演習やゼミナールでの個別指導を丁寧にすることで、優れた卒業論文を仕上げ、当初の

勉学の希望がかなえられて満足して卒業する場合が多い。2008（平成20）年度の卒業生の中には、

40歳代で教職の就職をかなえた学生があった。また、大学院に進学する者、科目等履修生として、

さらに勉学を続ける者もいる。 

 一方、外国人留学生入試で入学してくる留学生に対しては、在学生の中からチューターを募集し

て、最初の1年間は1人につき2人ずつのチューターをつけ、チュートリアルの時間も設けて、授業や

大学生活に慣れることが容易になるよう配慮している。1年次の「基礎ゼミナール」は担任制で、担

任は自分のクラスの留学生がクラスに溶け込めるよう気を配っており、入学後比較的早い時期に、

チューターと担任教員も加わって留学生の歓迎パーティを開催し、その場でチューターの引き合わ
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せなどをしながら、留学生同士も知り合う機会を提供している。外国人留学生入試は、日本語と英

語の両方を課しているので、入学してくる留学生の語学力はかなり高く、授業の履修に関しては特

別の配慮は必要としていない。 

 

（２）教育方法等 

 

○教育効果の測定 

 

教育効果の測定のために全授業アンケートおよび卒業時アンケートを実施している。 

 

●全授業アンケート 

 

「文芸学部教育改善検討委員会」(現在では文芸学部 FD 委員会と改称)を設置して学部教育の改

善に取り組んできた。その一環として2002(平成14)年度より他学部短期大学各科に先立って全授業

アンケートを実施した。これは、文芸学部の全授業で学生対象にアンケートを実施し、各教員が、

担当する授業に関する自己評価のための定量的な基礎データを収集し、授業運営に役立てるととも

に、学部においてはその教育目標との関連において学部教育の効果を定量的に評価し、基礎データ

を収集し、今後の学部運営に役立てる趣旨で実施されたものである。2007(平成19)年度のカリキュ

ラム改訂にともない、教養教育科目については全学的なFD委員会がアンケートを実施するようにな

ったので、現在では文芸学部の専門科目についてのみ実施されている。 

 

●卒業時アンケート 

 

全授業アンケートが個々の授業の教育効果を測定する趣旨で行われるのに対し、卒業時アンケー

トは、教育目標との関連において学部の4年間における教育効果を定量的に評価する基礎データを

収集し，今後の学部の教育改善と運営に役立てる趣旨で実施されている。またそれは学生自身に 4

年間の学習について総括する機会を提供する意図もある。その結果は学生に公開されているのはも

ちろん、入学案内にも掲載され、広く社会に公開している。 

 

卒業生の進路状況について、文芸学部の傾向として、2006(平成18)年度～2008(平成20)年度の状

況をみると、資料3-22のとおり、卒業者に対して、就職を希望する者の割合（求職率）は例年80％

台後半であり、一方進学を希望する者の割合（進学希望率）は例年5％台という傾向になっている。

求職者に対する就職者の割合（内定率）は、例年95％前後、進学希望者に対する進学者の割合（進

学決定率）は年度により差異があり、漸減傾向にある。 

就職状況を詳細にみると、大学基礎データ表8のとおり、卒業生のうち、民間企業へ就職する者

が80％前後という傾向で大半を占めている。教員となる者は、1～2％弱である。進学状況について

は、卒業生のうち、大学院へ進学する者が例年1～2％程度おり、一方、他大学、専門学校、留学等

の進路をとる者は、2006(平成18)年度が多く、4.5％となっているが、他の年度は3％前後となって

いる。 

就職について、業界別の内訳としては、資料3-23のとおり、毎年度の就職者数に対して、金融・
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保険業が 25％前後、卸売業・小売業が 20％前後、サービス業関連が 20％弱という傾向になってい

る。職種としては資料3-24のとおり、事務従事者が55％前後と最も高く、次いで販売従事者が30％

前後、10％前後が専門的・技術的職業従事者（教員・講師・助手をのぞく）となっている。 

大学で学んだことを直接活かせる職種としては、まず教員で、2008(平成20)年度卒業生でみると、

小学校1名、中学校2名、高校の教員3名、大学短期大学助手なども含めて教育職が3名で、計9

名である。またコースの特性を活かした職種としては、英語英米文学コースの出身者で客室乗務員

2名、ホテル営業職、ツアーコンダクターが各 1名いる。劇芸術コースでは、TV・舞台の制作職の

就職者が2名となっている。SE・プログラマー職は文芸学全体で20名だが、そのうち文芸メディア

コースの出身者は9名となっており他コースより多い。 

 

資料3-22 進路状況（文芸学部） 

文芸学部 卒業者数 求職者数
進学
希望者数

求職率
進学
希望率

就職者数 進学者数 その他 内定率
進学
決定率

2006年度 404 356 23 88.1% 5.7% 332 22 50 93.3% 95.7%

2007年度 360 317 20 88.1% 5.6% 303 17 40 95.6% 85.0%

2008年度 353 309 18 87.5% 5.1% 288 14 51 93.2% 77.8%

 

資料3-23 業界別進路状況（文芸学部） 

就職者数 率 就職者数 率 就職者数 率
農業 0 0.0% 農業、林業 0 0.0% 0 0.0%
林業 0 0.0% 漁業 0 0.0% 0 0.0%
漁業 1 0.3% 鉱業、採石業、砂利採取業 0 0.0% 0 0.0%
鉱業 0 0.0% 建設業 4 1.3% 8 2.8%
建設業 6 1.8% 製造業 28 9.2% 21 7.3%
製造業 36 10.8% 電気・ガス・熱供給・水道業 0 0.0% 0 0.0%
電気・ガス・熱供給・水道業 1 0.3% 情報通信業 41 13.5% 27 9.4%
情報通信業 27 8.1% 運輸業、郵便業 7 2.3% 7 2.4%
運輸業 6 1.8% 卸売業・小売業 67 22.1% 59 20.5%
卸売・小売業 70 21.1% 金融業・保険業 69 22.8% 68 23.6%
金融・保険業 89 26.8% 不動産業、物品賃貸業 11 3.6% 10 3.5%
不動産業 7 2.1% 学術研究、専門・技術サービス業 14 4.6% 8 2.8%
飲食店、宿泊業 7 2.1% 宿泊業、飲食サービス業 5 1.7% 4 1.4%
医療、福祉 5 1.5% 生活関連サービス業、娯楽業 9 3.0% 12 4.2%
教育、学習支援業 13 3.9% 教育、学習支援業 13 4.3% 19 6.6%
複合サービス事業 3 0.9% 医療、福祉 6 2.0% 7 2.4%
サービス業 59 17.8% 複合サービス事業 7 2.3% 5 1.7%
公務 1 0.3% サービス業 20 6.6% 27 9.4%
上記以外 1 0.3% 公務 2 0.7% 6 2.1%
計 332 100.0% 上記以外 0 0.0% 0 0.0%

計 303 100.0% 288 100.0%

2008年度
業界名

2006年度
業界名

2007年度
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資料3-24 職種別就職状況（文芸学部） 

就職者数 率 就職者数 率 就職者数 率
専門的・技術的職業従事者（教員・講師・助手をのぞく） 36 10.8% 29 9.6% 35 12.2%
専門的・技術的職業従事者（教員・講師） 5 1.5% 3 1.0% 6 2.1%
専門的・技術的職業従事者（助手） 0 0.0% 5 1.7% 3 1.0%
管理的職業 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
事務従事者 179 53.9% 169 55.8% 163 56.6%
販売従事者 99 29.8% 93 30.7% 73 25.3%
サービス職業 12 3.6% 3 1.0% 8 2.8%
保安職業 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0%
農林漁業作業者 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
運輸・通信 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
生産工程・労務作業者 0 0.0% 1 0.3% 0 0.0%
計 332 100.0% 303 100.0% 288 100.0%

業界名
2006年度 2007年度 2008年度

 

 

 ○成績評価法 

 

従来から、ABCD4 段階評価と X(評価不可)という方式で評価を行ってきた。A（80 点以上）B（70

点以上）C（60点以上）D（59点以下）という基準は設定されているが、それ以上の細部に関しては

教員個人の裁量にまかされているのが現状である。絶対評価か、相対評価も個人の裁量にまかされ

ており、シラバスの評価基準にそれぞれの評価の％表示をしている教員もあれば、していない者も

ある。なお、評価基準をシラバスに記載する点に関しては徹底されており、ほぼ 100％記載されて

いるので、学生は担当教員の評価基準を確実に知ることができる。相対評価がよいかどうかについ

ては、議論の分かれるところである。文系科目には、相対評価がなじむ科目も、なじまない科目も

あると考えられるが、目下、学部および全学のＦＤ委員会で統一的評価方法について検討中である。 

1年間に履修できる単位数の上限については42単位とし、予習復習に十分時間をかけて学ぶよう

配慮している。 

なお、文芸学部では助手による学修支援が充実しており、学生の出席状況、提出物の提出状況な

ど、専任、非常勤を問わず担当教員と連絡を密にしながらチェックし、単位不足などが起こりそう

な学生は呼び出して指導し、問題を未然に防ぐ努力を怠らないようにしている。 

卒業年次でも、「卒業論文・卒業制作」の履修の前提となる必要取得単位数の設定は特にない。卒

業年次では年間の履修登録単位数の上限がないので、可能な限り履修しながら「卒業論文・卒業制

作」を履修するということはありうるが、実際には教員と助手の個別指導によって無理のない履修

計画を立てることになっている。 

また、毎年度、特に優秀と認められた卒業論文に対し、「さくら賞」を贈呈して表彰している。「卒

業論文・卒業制作」担当教員から候補論文を募り、「さくら賞選考委員会」を立ち上げて、そこで全

委員が全候補論文を通読して、討議の上、受賞論文を決定する。卒業制作から「さくら賞」が選ば

れることもある。文芸教養コースとフランス語フランス文学コースでは独自に、コースの優れた卒

業論文に対して「文教賞」、「マリアンヌ賞」を授与している。これらは学生にとって大きな励みと

なっている。受賞の条件は、いずれの賞の場合も論文として優れていることである。すなわちオリ

ジナルな知見の有無、論述の適切性と結論の妥当性、表現力の優劣、が主要な評価の対象となって

いる。これは、当該学生の4年間の学習の達成度を測る尺度ともなっている。 
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 ○履修指導 

 

コースごとに卒業要件として必修、選択必修で取得しなければならない単位数が決められている

が、分野横断的に幅広く学修する自由度を担保するため、いずれのコースもその単位数は22単位と

少なく抑えられている。学生は、履修モデルを提示され、履修指導を受け、自らの興味・関心や卒

業後の進路によって、専門領域への比重のかけ方を調整しながら、科目群によって担保される履修

順序に従って学修を展開していくことになる。 

新入生の履修ガイダンスなどは、教務課を中心に実施しているが、学部独自の履修指導として「時

間割作成の手順」というパンフレットを配付している。これは、手順に従って紙面の時間割の枠の

中に順番に履修したい科目を記入し、時間割を作成するようになっているもので、kyonetで履修登

録をするようになった現在、ますますその有用性が増したこともあり、毎年度改訂版を作成してい

る。 

1年次後期の初めに、「コース説明会」が各コース2回ずつ行われている。これは各コースの助手

と教員が、コースの内容、コースとして履修しなければならない科目、その履修方法などについて

説明し、学生がコースを選択するための手助けをするガイダンスである。この後、1 カ月以内にコ

ース志望届を提出し、2年次以降の所属するコースが決まることになる。 

2年次以上では年度初めにコースの履修ガイダンスを行っているが、それに加えて、3年次には、

前期に「卒論プレガイダンス」、後期に「卒論ガイダンス」がある。さらに4年次の前期にも、「卒

論ガイダンス」が行われる。 

まず、「プレガイダンス」で、夏季休暇中に卒業論文・卒業制作のテーマを決めるよう指導し、夏

季休暇終了後に仮題目を提出、通常10月半ばに行われる「卒論ガイダンス」で、仮の指導教員が一

人ずつ面談してテーマが適切か、そのテーマで書けるかを話し合い、その後本題目の提出に至る。

本題目の提出後に正式に指導教員が決まり、4 年次になると指導教員の「卒業論文・卒業制作ゼミ

ナール」で卒業論文・卒業制作の作成の指導を受けることになる。以上は、卒業論文・卒業制作を

重視し、段階を踏んで、体系的に卒業論文・卒業制作を行うように指導するためにとっている一連

の卒業論文・卒業制作の指導のプロセスである。 

また、各研究室に常駐している助手が、卒業論文・卒業制作についての相談役として履修指導に

非常に大きな役割を果たしている。 

留年生については原則として前年度の担任が担任を継続することとし、教務課および助手の協力

を得ながら、出席状況その他をチェックして、必要に応じて面談を実施するようにしている。 

また、前述の「講座」を履修指導の一つの拠りどころとしている。「講座」についてのガイダンス

を行い、履修について各講座の責任者の専任教員の指導も行っている。 

 

 ○教育改善への組織的な取り組み 

 

全学的な教育改善の成果のひとつとして、全学統一フォーマットのシラバスを、全科目について

作成している。学生はウェブ上でこれを閲覧し、履修計画を立てる。在学生については、3 月中に

履修登録を行うなど、シラバスの活用は徹底されている。 

授業アンケートの結果は、統計資料と自由記述のすべてが授業担当者に渡され、各自がそれを細
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かく分析して授業改善に取り組んでいる。kyonetのクラスフォーラムやＱ＆Ａ機能を活用して、学

生の意見を吸い上げる努力もなされている。 

文芸学部の研究室は、個人研究室ではなく開かれた研究室であり、常駐する助手が、学生と教員

の橋渡し役として、学生の意見や要望を積極的に吸収するために重要な役割を果たしている。 

2002(平成14)年からは、学部教育改善検討委員会を中心に学部の教育改革にかなり組織的な取り

組みが行われた。その際に、①全授業アンケート、②卒業時アンケート、③VOSS=Voice of Students’ 

System、④S-Map=Study Map、⑤「私の授業を振り返って」の冊子の刊行、⑥企画講座の6つの試み

が実施された。 

①の「全授業アンケート」は、一部全学的なアンケートに移行したが、教育効果の測定の項で既

に記したように、学部の専門科目については現在も行われている。 

②の「卒業時」アンケートも現在も実施されており、教育の改善に資するところは大きいと考え

ている。 

③の「VOSS」は学部のウェブサイトを介して、学生と教員の意見交換を行うシステムで、学生の

方からは記名して質問することも、また匿名で授業についての意見を送ることも可能であった。現

在では、全学的なウェブシステムのkyonetに移行され、当初の教育改善の趣旨は全学的レベルで活

かされている。 

④の「S-Map」は、各教員が個々の授業について、授業内容、目的、年間計画、成績評価の方法を

示し、教員の学生に対する要望や注意事項なども含めた、書式自由なハンドアウト形式の一種のシ

ラバスであった。見た目に工夫をこらした、絵や図入りのユニークなものを作成する教員が多かっ

た。学生に対しては授業ごとに配布し、全員のものを冊子にまとめ、各研究室、非常勤講師室に配

置して、閲覧可能とした。現在では、全学的なWebシラバスに移行されている。 

⑤の「私の授業を振り返って」は2003（平成15）年、2004（平成16）年、2005（平成17）年と

続けて刊行され、その後一時中断したが、2009（平成21）年度に復刊し、2008（平成20）年度版が

7 月に刊行された。この小冊子「私の授業を振り返って」は、文芸学部専任教員が自分の授業を振

り返ってその記録ないし反省を綴って寄せたもので、これにより教員は他の教員の経験を共有し、

自分の授業の改善に役立てている。アンケートが定量的に教育効果を把握するものであるのに対し、

こちらはそのような方法では把握できない定性的な側面に焦点を当てたものである。本冊子の発行

によって、他の教員が考えていること、直面している現実、それに対処する方法、その成功や失敗、

喜びや悩みなどを共有できることの意義は非常に大きい。 

⑥の「企画講座」は、ミニ・コース的な講義と演習のクラスターを作り、例えば「まんが」「宝塚」

のような、授業では扱わないが、学生と教員が互いに刺激し合う可能性の高い、サブカルチャー的

なテーマも取り上げて、学生の新たな興味を掻きたて、教員相互にも啓発し合えるような授業方法、

研究方法の創設など、様々な試みがなされた。2003（平成15）年度に同時スタートした、「まんが」

「宝塚」「女」をテーマとした講座については、小冊子「研究ファイル」で、担当者がその授業方法、

研究方法について既に発表もしている。 

教育改善については目下、新たな取り組みが検討されているところで、その一つとして、他学部

より遅れていたオフィス・アワーの設定が2009(平成21)年度後期から始められている。 



 

 122 

 ○授業形態と授業方法の関係 

 

授業科目は講義、演習、実習の3種類に区分される。講義は基本的に教員が話をする形態、演習、

実習はいずれも課題について調査・発表をしたり、制作をするなど、学生が授業に主体的に参加す

るものである。 

講読や演習においては、発表や質疑応答、討論による双方向性の授業が行われているが、それに

加えてリアクション・ペーパー、小論文、5 行考察などを提出させ、それに教員が評価を付して返

却、すぐれたリアクション・ペーパー等については、授業内で配付し、担当教員からの評価を説明

してフィードバックを行うなど、双方向性を一層高める努力がなされている。 

ただ科目によっては演習・講読であるにもかかわらず、30名、40名を超えるような例があり、こ

うなると質疑応答や討論のような双方向性の確保は難しくなる。また、造形芸術コースの美術系実

技科目は、科目の性質上、講義の場合に比べて学生1人あたり4～5倍ほどのスペースを要する。実

習室の大きさは決まっているので、希望者が多い場合には履修制限を行っている。学生の満足度を

考えれば望ましいことでないが、現状はやむをえない。 

文芸学部の教育の根幹が、文学と芸術の融合およびメディアとの連関にある以上、文献資料の他

に、様々な種類の教材、特にビデオやＤＶＤなどの映像資料が多角的に取り入れられており、また、

パワーポイントを使用した資料の提示も行われている。 

授業内で、また事前事後の学習においてインターネットを活用している。また、そうした様々な

媒体の機械的再生に留まらず、いわゆるライブの体験によって、諸芸術および多彩なメディアの特

質を具体的かつ全人格的に鑑賞し研究する試みも多年にわたって実施されている。 

外国語教育における音声資料の活用や、ネイティブスピーカーによる生きた語学教育はもはや特

筆するにあたらない。言語が単に伝達の手段ではなく、それ自体がメディアとしての様々な特質を

有し、生活習慣・歴史風俗・文化芸術・思想哲学等の直接的体現である以上、それらの実態を体験

的に学ぶことは、語学習得の本質そのものであるといっても過言ではない。 

そのためには、留学や研修を通じて生きた生活文化に触れ、実地のコミュニケーションを行うこ

とが有効ではあるが、日常の大学教育の場において、映像等のメディアを積極的に活用することに

よって、その不足を補い、効率を高めることは必要不可欠である。そして、インターネットで瞬時

に世界とつながる現代の社会では、それもまた外国語教育と切り離せないメディアとなっているた

め、文芸学部では英語の授業においてCALLの授業を取り入れている。これはインターネットを利用

して、マルチメディアのソースから英語データを検索するスキルを向上させること、検索したり、

鑑賞したりした内容にについて英語で話し合うコミュニケーションの能力を養うこと、またパワー

ポイントなどを使って、効果的な英語によるプレゼンテーションの方法を身につけることを目標に

した授業である。 

外国語教育においてばかりでなく、文芸学部の文学と芸術のすべての分野の教育においても、映

像などのメディアの活用は日常的に積極的に行われており、そのために普段から、様々な資料を吟

味・収集し、教育において利用する方法の研究を怠りなく続けている。古代ギリシャ・ローマの神

話・叙事詩・劇詩が、ルネッサンス以降の文学・芸術において多彩な変容を遂げることによってヨ

ーロッパ文化が展開し、音楽・美術における再生技術や映像技術の発展によって、それらが新たな

局面を見せていることを体験的に捉えることは、21世紀の文化創造および受容のためには不可欠で

あり、日本における伝統芸能とそのヴァリエーションについても同様である。また、複合的メディ
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アの有効利用は、まさに文芸学部の学の根本であるとともに、その教育の特質を端的に示すもので

あろう。 

文学系コース、文芸教養コースを中心とした演習においては、しばしば小説などの文学作品の講

読を行いながら、それをもとに舞台化・映画化された作品の比較検討も幅広く取り入れている。そ

うすることによって、もとの作品の本質や様々な解釈に気づかされたり、それぞれのメディアの特

質によって新たに展開された現象について考察を深めることが出来る。 

その一方で、実地体験の機会を積極的に作ることの重要性も常に念頭に置き、劇芸術演習など複

数の授業においては、雅楽や三味線音楽などについて、プロの演奏に接しつつその指導を受けたり、

貴重な楽器や衣装などに触れ、自らそれらを纏い、扱い、収納することによって伝統芸術の実際と

それを守り伝えることの大切さを学ぶ機会を設けている。講師の協力を得て、そうした芸能が本来

演奏上演される場所において学外授業を実施し、時には演奏会などの活動に学生がボランティアと

して参加して貴重な経験を積むこともできるようにしている。 

授業は原則として教室内で行われる。しかし、科目によっては学外で授業を行うことが適当と考

えられる場合も多い。 

劇芸術にとって劇場での観劇は不可欠であるため、劇芸術コース所属の学生が全員、前期後期各

1 回ずつ、決められた舞台を鑑賞し、レポートを作成する「合同観劇会」も永年にわたって続けら

れている。古典芸能と現代劇あるいは外国作品など、バランスのとれた選択により、良質の舞台を

適正な価格で鑑賞できるよう、情報収集や各方面との連携も怠りないよう努力している。 

また造形芸術においては、「博物館実習」、「日本美術史」あるいは「西洋美術史演習」における展

覧会見学、「建築史」における都内の重要な建築物の見学は不可欠となる。さらに、「基礎ゼミナー

ル」における神田地域見学、「文芸ゼミナール」のテーマに応じた文学館の見学など、それぞれ授業

内容に応じて学外で授業が行われることもある。 

文芸メディアコースの授業においても、当然のことながら様々な映像資料が活用されている。と

りわけメディア自身を対象とし、その特質を認識するのに有効なもの、すなわち歴史的場面の記録、

ドキュメンタリー、メディアの自己評価や放送倫理をテーマとした番組などが、複数の科目におい

て頻繁に教材として用いられ、効果を上げている。 

劇芸術、造形芸術の授業における学外での授業は前述の通りであるが、各コースでは、以下に示

すように、教育の重要な一環とみなされている様々な教育活動を行っている。これらは、授業の延

長上にあり、授業時間外、教室外のユニークな教育活動と言える。 

 

日本語日本文学コースでは、毎年春に文学ゆかりの地を訪ねる研修旅行を行っている。その場に

立って初めて分かることは多く、教育効果は極めて大きい。また日本語日本文学コースでは、2005

（平成17）年度より、源氏物語を専門分野とする専任教員を中心として、教員と学生が共に参加す

る源氏物語の読書会を毎月1回行っている。すでに「若紫」「葵」を読み、今は「賢木」を読んでい

る。2006（平成18）年度からは、年に1度、研修旅行も行われている。さらに日本語日本文学コー

スでは、近代文学を専門領域とする専任教員が「どろどろの恋愛小説を読もう」との呼びかけのも

とに、2か月に1回程度の割合で自主ゼミを行っている。学生が扱いたい作品を持ち寄り、担当者

がレジュメ等を作成し発表する。参加者はそれを中心に自分の作品に対する考えや発表者への質疑

を行う。参加者は5名程度である。 

 




